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 近年、ＬＧＢＴＱＩＡ＋やパートナーシップ宣誓制度など多様な性自認・性的指向への配慮、女性の社

会進出の拡大、働き方改革の推進など、社会情勢の移り変わりが激しい中において、充実した市民生活の

確保や地域社会の発展のためには、性別や環境にとらわれず、市民１人ひとりが平等であり、多様な生き

方が尊重され、それぞれの能力や特性を発揮できる「共同参画社会」の実現が重要であります。 

 

 当市では、男女共同参画社会基本法及び岩手県男女共同参画推進条例に基づき、平成15年度に「男女が

ともに輝き、こころ豊かなまちづくり」を基本理念とする「久慈市男女共同参画計画」（平成16年度～平成

25年度）を策定し、また、同様の基本理念をもって、平成25年度にＤＶ法の基本計画を兼ねる「第２次久慈

市男女共同参画計画」（平成26年度～令和５年度）を策定いたしました。 

さらに、平成28年度には働く環境における女性の活躍を図るため、第２次計画を女性活躍推進法に基づ

く推進計画と位置付け、男女格差の是正に向けて取り組んでまいりました。 

 これまでの継続的な取り組みにより、当市の共同参画及び女性の活躍推進は着実な進展が見られており

ますが、時代の変遷により、個人の考え方・価値観は常に変化しており、当市においてもその変化を的確

に把握し、柔軟な取組を実施していく必要があります。 

 

このたび策定いたしました「久慈市共同参画計画[第３次久慈市男女共同参画計画]」は、市民アンケー

ト等により当市の現状を把握し、様々な課題点を抽出したうえで、職場・家庭・地域という環境によらず、

また、年齢や男女などの性別によることなく、誰もが平等で尊重されるまちとしたいという思いを込めて

策定いたしました。 

本計画では、令和６年４月より施行となる「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」やＬＧＢ

ＴＱＩＡ＋・ＳＤＧｓ・Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0などの考え方も取り入れたうえで、共同参画の推進が関係する

場面に沿って実施施策を位置付け、実効性がある事業を展開してまいります。 

 

 今後におきましても、本計画に基づき、市民・地域団体・各事業所・関係機関の皆様との連携・協働によ

り、当市の共同参画社会の実現に向けて取り組んでまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

 結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見やご指導をいただきましたアドバイザーの方をはじめ、

男女共同参画に係る委員の皆様、アンケートにご協力をいただきました市民の方々、すべての関係者の皆

様に心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

性別や環境によらず、 
誰もが平等で尊重される、 
まちを目指して 



 

 

目次 

第１章 計画の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 １ 計画策定の趣旨（背景・目的）・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

第２章 これまでの取り組みと課題・・・・・・・・・・・・・・５ 

 １ 第２次計画までの取り組みと課題・・・・・・・・・・・・６ 

２ 久慈市男女共同参画に関する意識調査結果の概要・・・・・８ 

３ 第２次計画の振り返りと次期共同参画計画に向けた見直 

し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

第３章 計画の理念と目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

１ 基本理念（計画の基本的な考え方）と基本方針・・・・・・12 

２ 基本目標と施策の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・13 

基本目標Ⅰ 互いに尊重し合える平等なまちをつくろう・・・13 

基本目標Ⅱ 学びやすく、能力や特性を活かして働けるまちをつ 

くろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

  基本目標Ⅲ 長く安心して住み続けられるまちをつくろう・・18 

３ 数値目標（久慈市共同参画計画「目標とする指標」）・・・・20 



 

 

 数値目標ごとの設定理由・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

第４章 計画の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 １ 具体的な取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

基本目標Ⅰ 互いに尊重し合える平等なまちをつくろう・・・26 

基本目標Ⅱ 学びやすく、能力や特性を活かして働けるまちを 

つくろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

基本目標Ⅲ 長く安心して住み続けられるまちをつくろう・・30 

２ 計画体系図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

第５章 計画の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

 １ 計画の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

 ２ 計画の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

 ３ 計画の進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

 

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

第１章 

計画の基本的な考え方 
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◎計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の趣旨（背景・目的） 

共同参画社会の実現は、男女などの性別という区別にとらわれず、すべての

人にとって暮らしやすい社会を作ることです。 

第２次久慈市男女共同参画計画（平成 26 年度から令和５年度）までは、基

本理念を「男女がともに輝き、こころ豊かなまちづくり」として、個人の人権

が尊重され、男女が性別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会を目指してきました。 

男女共同参画については、国・県を含む様々な団体等の活動により、男女の固

定的性別役割による分担意識は、若い世代を中心に平等に近づいていますが、

市民アンケートやワークショップ、セミナー等での意見では、依然として仕事

や家庭環境において男性が優遇されているという意識や女性の固定的性別に

よる役割分担率の高さが課題となっています。 

また、ＬＧＢＴＱＩＡ＋やＳＤＧｓ、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 などの、新しい考

え方の広がりや、企業・政治における女性の活躍推進などの社会情勢の変化も

あります。 

そこで、様々な分野で性別によらない参画を行うことにより、日々の生活に

おけるストレスを減らし、心の豊かさを増加させ、多様な人々とのつながりか

ら地域を活性化させるため、本計画では、これまでの計画の課題点を踏まえて、

市民一人ひとりの生活にさらに寄り添い、すべての人が久慈市の発展を支えて

いってほしいという思いから、「男女」という表現を外し、「久慈市共同参画計

画[第３次久慈市男女共同参画計画]」を策定しました。 

 

２ 計画の位置づけ 

 (1)久慈市総合計画を上位計画とし、それぞれの分野別に策定された諸計画と 

の整合性を図りながら、共同参画社会を形成するための施策を推進する計 

画とします。 

(2)男女共同参画社会基本法及び岩手県男女共同参画推進条例の基本理念を 

尊重し、地域の特性に応じた計画とします。 

 (3)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に定める「市 

町村基本計画」を兼ねる計画とします。 

(4)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、「女性活躍推 

進法」と表記する）第６条第２項の規定による、久慈市推進計画として位置 

づけることとします。 

(5)「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に定める「市町村基本 



 

 

3 

 

計画」を兼ねる計画とします。 

 

３ 計画の期間 

令和６年度を初年度とし、令和 15 年度までの 10 年間とします。なお、社会

情勢や計画の進捗状況を鑑みながら、必要に応じて見直しを行います。 

目標とする指標については、５年後（令和 10 年度）に達成すべき課題を数

値目標化し、半期となる５年が経過した際に後期目標の値を定めることとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＬＧＢＴＱＩＡ＋： 

性的指向などを指す言葉の頭文字を組み合わせた単語で、特定の性的少数者を包括 

的に指す総称。 

詳しくは参考資料の 105 ページを参照 

 ※ ＳＤＧｓ： 

   「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで 

2030 年までに解決していこう」という計画・目標のこと。 

詳しくは参考資料の 106 ページを参照 

 ※ Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0： 

   日本が将来めざすべきとされる社会モデルで、現実世界と仮想世界を高度に組み合 

わせた、理想的な世界のイメージ。 

詳しくは参考資料の 107 ページを参照 

 ※ 「男女共同参画社会基本法」：参考資料の 40 ページを参照 

 ※ 「岩手県男女共同参画推進条例」：参考資料の 46ページを参照 

 ※ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」：参考資料の 51ページ

を参照 

※ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」：参考資料の 71ページを参照 

※ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」：参考資料の 84 ページを参照
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１ 第２次計画までの取り組みと課題 

前計画までは、基本理念を「男女がともに輝き、こころ豊かなまちづく

り」とし、５つの基本目標を設定し、16 項目の指標を掲げ、計画を推進して

きました。 

第２次久慈市男女共同参画計画における基本目標ごとの「目標とする指

標」の達成状況は次のとおりです。 

 

  

基準値 目標 目標

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和

24 25 26 27 28 29 30 30 元 2 3 4 5 5

基本目標Ⅰ　　ともに、思いやり、認め合うまちをつくろう

男女共同参画に係
る出前講座
（デートDV防止講座を含
む）

回 5 5 5 3 5 6 5 5 5 5 6 4 7 6

様々な分野の講座を実施した。令和５年度での参加者延べ897名。
①デートⅮⅤ（久慈東高校402名）
②ⅬＧＢＴ講座（久慈中学校140名）
③ⅬＧＢＴ講座（侍浜中学校57名）
④ⅬＧＢＴ講座（山形中学校17名）
⑤ⅬＧＢＴ講座（長内中学校84名）
⑥デートＤＶ講座（久慈高校141名）
⑦デートＤＶ防止講座（久慈高校長内校56名）

社会通念、慣習、しきた
りなどで男女平等と感じ
る人の割合

％ 10.6 - - - - - 13.1 15.0 - - - 16.7 - 15.0
関連事業や広報を通じて市民の意識啓発を進める。（全国20.8％、県
内10.1％）

基本目標Ⅱ　　ともに、参画するまちをつくろう

審議会等における
女性委員登用率

％ 33.5 - 35.9 - 35.6 - 32.1 40.0 - 29.3 - 32.6 - 40.0

女性委員がいる審
議会等の比率

％ 85.5 - 88.5 - 90.0 - 86.8 90.0 - 83.8 - 86.8 - 90.0

職場において男女
平等と感じる人の
割合

％ 19.4 - - - - - 27.8 25.0 - - - 19.3 - 30.0
働き世代である20～50代を中心に、引き続き啓発を進める。（全国
29.7％、県内23.9％）

基本目標Ⅲ　　ともに、ワークライフバランスをすすめよう　

ワークライフバラ
ンスという言葉の
周知度

％ 41.3 - - - - - 55.0 60.0 - - - 31.9 - 60.0
働き世代である20～50代を中心に、引き続き啓発を進める。（全国
42.2％、県内33.4％）

家族経営協定締結
家庭数（累計値）

件 13 14 15 15 16 16 16 18 17 19 20 21 21 18

農業等の経営方針について家族間で労働時間や報酬を取り決めるも
の。令和５年度は０件だった。
農業への新規参入者数が決して多くはない状況ではあるが、引き続き
掘り起こしに努める。

病児・病後児保育
実施保育所数

ヶ所 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
保育園(門前、いなり)、関上こどもクリニックで実施。関上こどもクリニッ
クの「そらまめ」は、Ｒ３以降、利用人数の急激な増加はないが、共働
きの保護者のニーズに応えられるように引き続き事業周知に努める。

休日保育実施保育
所数

ヶ所 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4

保育園（長内、門前）、くじあさひ認定こども園で実施。くじあさひ認定こ
ども園が開始したことから実施箇所増。利用人数はほぼ横ばいだが、
今後も休日勤務の保護者のニーズの把握に努め、実施箇所を増やす
べきか検討する。

基本目標Ⅳ　　ともに、支え合うまちをつくろう

いわて男女共同参
画サポーター認定
者数

人 31 31 32 35 35 37 39 38 39 41 43 43 45 44
県主催の男女共同参画サポーター講座の受講者の認定制度。広報等
を通じて広く受講を呼びかけた。

自主防災組織率 ％ 37.9 40.3 43.6 43.8 43.9 43.7 45.3 56.0 削除（平成30年度久慈市男女共同参画推進委員会にて承認）

災害時要援護者台
帳登録率

％ 71.0 58.0 59.9 61.1 61.6 63.7 63.7 77.0 削除（平成30年度久慈市男女共同参画推進委員会にて承認）

消防団の女性団員
数

人 12 15 19 25 13 21 17
今後も引き続き消防団活動や、広報活動等を通じて消防団の重要性
を周知し、積極的に消防団への入団を呼びかける。

基本目標Ⅴ　　ともに、ＤＶのない家庭・まちをつくろう

ＤＶという言葉の
周知度

％ 86.8 - - - - - 93.8 95.0 - - - 92.0 - 95.0

市役所（福祉事務所）で
相談を行っていることを
知っている人の割合

％ 48.7 - - - - - 56.2 70.0 - - - 47.7 - 70.0

若年層への出前講
座

回 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2
若年層への関心と理解を深めるため、中学生・高校生を対象とした
「デートＤＶ防止講座」を実施する。

指　　　標 単位

実績 実績

取組内容・今後の方針

隔年調査。令和４年４月６日付け総務第10号「審議会の委員の選任に
係る留意事項について」により、審議会等の次期委員について、女性
委員の登用率の向上に努めるよう通知を行った。引き続き女性委員の
登用率の向上に努める。

市窓口へのチラシ・カード配架、婦人検診時のカード配布を実施。11月
の「女性に対する暴力をなくす運動」期間時、市ＨＰや広報にて周知す
る。
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基本目標Ⅰ ともに、思いやり、認め合うまちをつくろう 

目標とする指標は、男女共同参画に係る出前講座となっています。６回の目標

に対し、令和５年度は７回の開催となりました。参加者は延べ 897 名。  

社会通念、慣習、しきたりなどで男女平等と感じる人の割合は、令和４年度時

は 16.7％であり、県内の 10.1％を上回る結果となりました。 

 

基本目標Ⅱ ともに、参画するまちをつくろう 

審議会等における女性委員の登用率、女性委員がいる審議会等の比率は２年

に１回の調査となっており、結果はそれぞれ 32.6％、86.8％となりました。職

場において男女平等と感じる人の割合については、19.3％でした。 

 

基本目標Ⅲ ともに、ワークライフバランスをすすめよう 

ワークライフバランスという言葉の周知度は、令和４年度においては 31.9％

でした。引き続き周知に努めます。また、令和５年度における家族経営協定締結

家庭数は実績が 21 となり、令和３年度に引き続き目標値を上回りました。病児・

病後児保育実施保育所数及び休日保育実施保育所数は、３か所であり、休日保育

の目標値は４か所であったため、引き続きニーズの把握に努めます。 

 

基本目標Ⅳ ともに、支え合うまちをつくろう 

いわて男女共同参画サポーター認定者数は、令和５年度に45名となりました。

引き続き、広報等を通じて受講を呼びかけていきます。また、消防団の女性団員

数は、令和５年度は 21 名となりました。 

 

基本目標Ⅴ ともに、ＤＶのない家庭・まちをつくろう 

ＤＶという言葉の周知度は 92.0％であり、広く認知されていますが、市役所

（福祉事務所）で相談を行っていることを知っている人の割合は 47.7％と、引

き続き周知活動に取り組んでいく必要があります。また、若年層への出前講座は、

市内の学校にてデートＤＶ講座を３回実施しました。ＤＶの言葉自体は認知さ

れてきたため、ＤＶを防止・撲滅するための啓発活動に注力していきます。 

 

 ※ ワークライフバランス： 

性別や年齢を問わず、仕事と生活を両立させ、相乗効果を生み出すこと。 

詳しくは参考資料の 107 ページを参照 

※ ＤＶ： 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。 

詳しくは参考資料の 107 ページを参照 
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２ 久慈市男女共同参画に関する意識調査結果の概要 

第二次計画の実績の確認と次期計画のための見直しを図るため、市民 

1,000人を対象とした意識調査を行いました。調査結果は次のとおりです。 

（調査結果詳細は参考資料として記載） 

 

(1)意識調査の概要 

調査対象者：市内に居住する20 歳以上の男女（男女同数、無作為抽出） 

日程：令和５年２月下旬～令和５年３月10日まで 

回答数：348 人 

 

(2)意識調査の主な結果について 

問８ ＬＧＢＴ・ＬＧＢＴＱという言葉を知っていますか。 

「知っている」が54.6％、「聞いている」の項目に回答した方が

22.1％で全体の７割を超しており、言葉の認知は広がってきています。 

 

問９ ＤＶという言葉を知っていますか。 

「知っている」が91.9％、「聞いている」の項目に回答した方が

0.48％で全体の９割を超しており、周知が行き届いています。 

 

問10 ワークライフバランスという言葉を知っていますか。 

「知っている」が31.9％、「聞いている」の項目に回答した方が

27.9％で全体の６割程度で、言葉は広く周知されています。 

 

問11 性別や性指向、配偶者からの暴力、働く環境などについて、相談で

きる窓口としてどのようなものを知っていますか。 

各相談施設を回答した方は全体の92.1％であり、相談施設は広く認知

されています。 

 

問12 自身が生活する上で、職場での働き方、待遇や賃金、制度利用（育

児休業等の利用）など様々な場面で、男女の地位が平等になっていると

思いますか。 

    「男性のほうが非常に優遇されている」又は「どちらかいえば男性の

ほうが優遇されている」と回答した方は53.1％で、いまだ男尊女卑の傾

向は色濃く、「平等」と答えた方は19.2％で２割程度のため、今後も性

別によらず働きやすい環境づくりに注力していかなければなりません。 
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問13-1 自身が生活する上で、育児や家事、介護、社会通念、慣習、しき

たり、学校生活などで男女の地位や役割は平等になっていると思います

か。 

   「男性のほうが非常に優遇されている」及び「どちらかいえば男性の

ほうが優遇されている」と回答した方は61.5％で、家庭等の環境におい

ても男尊女卑の傾向は根強く、「平等」と答えた方は16.6％で２割以下

のため、家庭等の環境についても、性別を問わず過ごしやすい環境づく

りに注力していかなければなりません。 

 

問14 平常時の防災体制や災害発生後の対応にも男女共同参画の視点が必

要といわれていますがどう思いますか。 

「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した方は

85.3％であり、防災や災害対応において男女共同参画の視点が必要だと

考えられています。今後は積極的に共同参画の視点を取り入れ、ストレ

スの少ない避難所運営等につなげていきます。 

 

問15 性別の違いに配慮した防災・災害対応を行うためには特にどのよう

なことが必要と考えますか。（２つまで選択してください） 

「女性も男性も訓練に参加する」及び「女性と男性が受ける影響やニ

ーズの違いについて理解を深める」及び「女性や若年世代の参画を促進

する」と回答した方は全体の41.2％であり、性別によらない影響やニー

ズ・訓練等への参画意識が醸成されてきていると感じています。これを

意見にとどめず、これからの防災や災害時の対応に活かしていくことが

求められます。 
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１ 基本理念（計画の基本的な考え方）と基本方針 

 ○基本理念 

「性別や環境によらず、誰もが平等で尊重されるまちづくり」 

 

 これまでは、基本理念を「男女がともに輝き、こころ豊かなまちづくり」と

し、働き方改革等に係るセミナーや、岩手県男女共同参画センターのＬＧＢＴ

ＱＩＡ＋やＤＶに係る講座の活用、いわて男女共同参画サポーター養成講座の

案内などを通して、市内における共同参画意識の普及啓発に努めてきました。 

しかし、市民アンケートを参照すると、男尊女卑の考え方・価値観や固定的

性別役割分担の意識は根強く残っており、当市における共同参画社会の実現は

程遠いと感じています。 

また、時勢の流れから性自認や性指向の多様性に対する理解が広がっており、

「男女」という考え方によらない社会となってきました。 

そこで、本計画では、これまでに実施した市民アンケートやワークショップ、

セミナー等での意見や要望を踏まえつつ、第２次計画における課題点の解消及

び共同参画社会の実現を目的として、ＬＧＢＴＱＩＡ＋やＳＤＧｓ・Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ5.0 などの社会情勢の流れを取り入れた、一人ひとりの生活・人生に寄

り添う計画に更新することとしました。 

基本理念はこれまでの理念から見直しを行い、性別や環境に依存しない多様

な考え方・価値観を尊重し、市民の誰もが平等で思いやりがあり、ストレスを

感じずに暮らしていけるまちとしたい、という思いをこめました。 

引き続き、誰もが平等で尊重される共同参画社会のまちの実現に向けて取り

組んでいきます。 

 

 

 〇基本方針 

  基本方針は基本理念をより明確に、かつ共同参画社会の基本に立ち返り、以 

下のとおりに設定しました。 

 

・互いに思いやり、環境を問わず、誰もが平等で尊重されるまちづくり 

・性別や年齢によらず、能力や特性を活かすことができるまちづくり 

・防災意識に厚く、安心して快適に住めるまちづくり 

  

 これらの方針が基本目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとなり、施策の方向性や具体的な取り組 

みにつながっていきます。 
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２ 基本目標と施策の方向性 

【基本目標Ⅰ】 

互いに尊重し合える平等なまちをつくろう 

 

共同参画社会とは、男女やＬＧＢＴＱＩＡ＋という考え方にとらわれず、す

べての人にとって暮らしやすい社会のことです。様々な分野で、性別によらな

い参画を行うことにより、日々の生活におけるストレスを減らし、心の豊かさ

が増して、多様な人々とのつながりから地域が活性化されます。 

  そのためには、市民一人ひとりが平等であるという意識づくり・啓発活動が

重要です。それぞれの多様な価値観や生き方を互いに認め合い、平等なまちづ

くりを推進していきます。 

 

【施策の方向性】 

(1) 個人や地域を含めたあらゆる分野での共同参画のための意識改革 

 （固定的性別役割分担意識の見直しを含む） 

   市民一人ひとりが参画できる社会としていくためには、それぞれの個性

や能力を十分に発揮できるような環境づくり、多様な価値観や生き方が尊

重されることが必要です。 

これまでも、地域における固定的性別役割分担意識の解消に向けて講座や

広報活動等を通じて、意識改革に取り組んできました。 

   しかし、市民アンケートにおいて、職場等における「どちらかというと男

性のほうが優遇されている」と回答した方は 348 人中 149 人となり、「家庭

や社会通念、慣習、しきたり、学校生活などでの男女の平等について」にお

いても、「どちらかいえば男性のほうが優遇されている」と回答した方は 348

人中 164 人と、職場や家庭等において、いまだ根強く性別による固定的性別

役割分担意識や価値観の押し付け等が残っていることが分かります。 

   これまで長年にわたって形成されてきた固定的性別役割分担意識の解消

は今すぐに行えるものではありませんが、自ら希望する生き方や考え方、立

場や役割を選択できるよう、行政や企業、市民などまちを構成する人々が性

別にとらわれない生き方や社会への参画の必要性について課題認識を持ち、

理解を深めることは共同参画社会を実現する上で大事な一歩だと考えます。 

今後も各世代に応じて、共同参画社会についての理解が促進されるよう取

り組んでいきます。 

 

(2) それぞれの性自認・性的指向についての理解の促進 

 （パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入） 
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   国際社会では、男女という考え方を超えて、「ＬＧＢＴＱＩＡ＋」と呼ば

れるような性的マイノリティ（少数者）の方々も増えてきました。性自認や

性的指向の多様性が広がってきていますが、いまだ社会の理解が追いつい

ていない現状があります。 

市民アンケートでは、「ＬＧＢＴ・ＬＧＢＴＱ＋という言葉を知っている

か」について、「知っている」と回答した方は 348 人中 190 人となっており

半数以上の方が知っている状態です。 

しかし、ここで重要なのは、ただ「言葉を知っている」のではなく、「言  

  葉の意味を理解しているか」、「自分の行動に活かしているか」だと考えます。

頭で理解していても、行動が追いついていないことがあるのではないでし

ょうか。 

言葉を知っているだけで、自分とは違う人々のことをのけ者にするような

ことはあってはいけないことです。きちんと意味を理解し、お互いに良い距

離感を持って接することが共同参画社会の実現のために求められます。 

  当市でも、男性・女性だけでない多様化した性自認や性的指向への理解を

促進するため、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入し、

理解の普及啓発に努めます。 

 

※ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度： 

・パートナーシップ：性的マイノリティ（同性のカップル等）に対して、配偶関係にあ 

ると自治体が証するもの。 

・ファミリーシップ：性的マイノリティと家族として暮らしている子ども又は親がいる 

場合、その子ども等を含んで家族の関係性として証するもの。 

詳しくは参考資料の 107 ページを参照 

 

 ※ 性的マイノリティ（少数者）： 

   同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、または性同一性障害などの人々の

ことをいう。 

  詳しくは参考資料の 105 ページを参照 

 

(3) 職場や地域内における性暴力・ＤＶの根絶 

   ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、「配偶者やパートナーから

の暴力」のことで、さまざまな形態の暴力を使い、一方が他方を支配するこ

とです。ＤＶには、身体的暴力だけではなく、性的暴力、精神的暴力、経済

的暴力、社会的暴力も含まれます。 

   市民アンケートによると「ＤＶという言葉を知っている」と回答した方は
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92.0％であり、前回調査の 86.8％に比べて認知度は高まっています。 

  また、相談窓口として知っている場所は「警察」が 77.9％と多く知られ

ており、「市役所（福祉事務所）、婦人相談員」は半数程度の人が知っていま

した。一方、１割程度の人が、「相談窓口を知らない」と回答しています。 

   これらのことからもＤＶに関する理解を深めるとともに、事態が深刻化

しないうちに被害者が相談できるよう、身近な相談窓口についての周知を

進めます。 

   また、近年のインターネット社会では、技術が進化し情報が個人レベルで、

容易に発信・複製・編集・共有等できるため、無意識に加害者になり、また

は、間接的に被害者になるケースも多く発生し、個々のプライバシーを中心

とした権利が侵害される事件や、急速に普及が進んでいる携帯情報端末等

により、ＳＮＳを通じて子どもが犯罪に巻き込まれたり、有害情報に接した

りすることが社会問題となっています。 

   若年層を対象として交際相手間の暴力に関する予防教育や、インターネ

ット社会に対する情報モラル教育を行うなど、ＤＶ等を未然に防止するた

めの教育や啓発にも取り組んでいく必要があります。 

 

 

【基本目標Ⅱ】 

学びやすく、能力や特性を活かして働けるまちをつくろう 

 

働き方改革やワークライフバランスという言葉をよく聞くようになって久

しいですが、性別や環境によることなく、誰もが働きやすい環境であることは

共同参画社会において不可欠なことです。ダイバーシティの考え方に基づき、

様々な取り組みが進む中で、多様な人材の発想、能力や特性を活かしていくこ

とが重要です。 

 具体的には、適正な評価に基づくキャリア・ポストの確保、就業と子育て・

介護とのワークライフバランスの調整、教育にＤＸ[デジタルトランスフォー

メーション]を取り入れるなど、あらゆる分野での多様な働き方・生き方を推

進します。 

 

※ ダイバーシティ： 

性別、年齢、国籍、ライフスタイル、障がいや価値観・発想等にとらわれずに、多様

な人材を生かし、それぞれが最大限の能力を発揮できるようにしようという考え方。 

参考資料の 109 ページを参照 

※ ＤＸ[デジタルトランスフォーメーション] ： 
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デジタル化により、社会や生活の形・スタイルが変わること。 

参考資料の 109 ページを参照 

 

【施策の方向性】 

(1) ワークライフバランスを実現した働き方・環境の実現 

   共同参画社会の実現には、性別によらず社会のあらゆる分野に平等に参

画し、その責任を分かち合うことが求められています。 

 しかしながら、市民アンケートでは、職場において「男性のほうが非常に

優遇されている」又は「どちらかいえば男性のほうが優遇されている」と回

答した方は 53.1％で、いまだ男尊女卑の傾向は色濃く、「平等」と答えた方

は 19.2％で２割程度のため、厳しい雇用環境や、結婚や出産などで一旦仕事

から離れた場合の復帰の難しさなど、若者や女性をはじめとした働きやすい

環境づくりにはいまだ課題が多く、働く意欲を持つ人々が十分に能力を発揮

できる環境にあるとは言えません。 

  子育て等や就業との両立を図るため、職場内で性別によらずお互いを理解

し、協力して活躍できる企業の育成を支援します。 

民間事業者に向けた働き方改革の周知セミナーの実施や、職場でのストレ

スチェックなどにより、心理的安全性を確保できるよう働きやすい環境づく

りに努めます。 

 

(2) 性別や年齢、環境によらないキャリア・ポストの確保 

 人口減少や少子高齢化が進行する中、就業において人材不足が大きく問  

  題化してきましたが、これに対して、女性の労働力への期待が高まっており、 

女性の活躍、いわば「女性の役員登用や女性議員の確保」が望まれていると

ころです。 

   市民アンケートを見ると、女性の役員登用や議員への当選が少ないこと

が如実に示されていますが、性別に応じて支援を行うことが大切なのでは

なく、「性別や年齢、環境によらず、能力や特性に応じてキャリアやポスト

を確保すること」が求められます。これには各々が必要な役割を果たし、お

互いを尊重する姿勢が必要です。 

   市では、性別によらず活躍できるよう、各年代に応じたキャリア・ポス 

トの事例紹介などを行って平等な待遇の実現や、就業への支援や意欲のある 

人材が活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。 

  

(3) 子育てや保育、介護に力を入れたまちづくり 

   近年、女性の産休・育休取得率は少しずつ上昇してきているところですが、
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男性の産休・育休取得率が伸び悩んでいる現状があります。 

久慈市役所を例にとると、男女で育児休業の取得率に明確に差があるこ  

とが分かります。 

 

〇久慈市役所における男女別育児休業取得率（令和５年６月時点） 

 育児休業の取得率 

男性 28.6％ 

女性 100％ 

  ※女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画に係る調査 

 

育児休業については、男性側が仕事を任されていて休めない等の声があり、

市民アンケートを見ても、就業と家事・子育て・介護などの家庭生活の両立

が難しいといった意見が多いところです。 

   地域社会の維持や共同参画社会の実現には、性別によらない参画が必須

条件であり、子育てしやすい・要介護者の方も生活しやすいまちづくりが必

要です。 

このことから、父親の子育て参画に関するパンフレットの配布を行うなど、

引き続き子育てサービス支援を行っていきます。 

   また、地域と共同で子どもたちを育て、要介護者の方を見守れるよう、縦

や横だけではない斜めの関係を意識し、交流の機会の創出や地域における

各種介護や保育の体験講座の実施や相談対応に取り組んでいきます。 

 

(4) 人材育成・ＤＸを取り入れた教育の充実 

   時代の流れとともに、各自治体においてもＤＸが積極的に取り入れられ 

ているところであり、当市でも今後の社会に必要とされるＤＸを積極的に取

り入れ、子育てや教育活動・人材育成に活かしていきます。 

   ＤＸの「Ｘ」は「トランスフォーメーション（変革）」を意味しており、 

地域の課題解決や子どもの教育の「改革」を行うことを念頭に置きながら、 

今後の久慈市を支えるデジタル人材の確保のために取り組みます。 

必要に応じて、他自治体や民間事業者、地域の皆様と協力し、各地区の市 

民センターにてＤＸに関連したＶＲやＡＲ、ロボット・プログラミングなど

の体験型ワークショップの実現ができるよう検討を重ねていきます。 

  

 ※ ＶＲ・ＡＲ： 

ＶＲはバーチャルリアリティーの略であり、仮想現実を意味しており、表面的には現 

実ではないが、ＶＲを通して、限りなく実体験に近い体験が得られる。 
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 ＡＲはアグメンティッド・リアリティの略で、拡張現実を意味する。画像や空間、 

位置で現実世界の情報を認識し、バーチャルの情報を現実世界に重ね合わせることで、 

現実を拡張する技術。 

参考資料の 109 ページを参照 

 

 

【基本目標Ⅲ】 

長く安心して住み続けられるまちをつくろう 

 

  地域の様々な活動に共同参画の視点が反映されることで、よりよい地域づ

くり、まちづくりが推進されます。 

  当市は平成 23 年３月 11 日の東日本大震災をはじめとし、大雨（台風）によ

る洪水や浸水被害、土砂災害等が発生しやすい地域であるため、地域において

自主的・組織的に防災活動に取り組む自主防災組織は欠かすことのできない

重要な存在です。近年では女性の自主防災組織の会長や女性の行政区長も増

えてきており、女性ならではの視点による避難行動や避難所対応は、女性や子

ども、高齢者等などの幅広いニーズに対して重要なものであると考えられま

す。 

 市では性別によらず、能力や特性を活かして活動する地域の方々とつながり

を持ち、行政・企業・住民の協働体制で、今後予想される災害に対しても適切

な対応を図っていきます。 

 

【施策の方向性】 

(1) 共同参画の視点からの自主防災体制の充実 

   東日本大震災で浮き彫りとなった女性や高齢者等への対応、男女によら

ないニーズへの配慮など、細かい視点での対応が求められます。ついては、

共同参画の視点を導入した避難所運営、そのために平常時から、体制の整備

や研修（防災知識の普及、防災訓練）に引き続き力を入れて取り組んでいき

ます。 

具体的には、女性防災士の増加促進や、一人暮らし・障がい者・高齢者等

の方がつつがなく避難を行うための防災訓練や勉強会を行います。 

さらに、自主防災組織や行政区長の女性会長の数を増やすことで、女性な

らではの視点による女性や子どもに配慮した避難所対応の実現を行い、共同

参画を推進する人材の確保のため、小学生などを対象とした地域づくりや防

災のための講座の実施を検討していきます。 
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(2) 地域活動における共同参画社会の促進 

地域活動において性別によらず平等に参画できるよう、地域社会でのつな 

がりや居場所づくりに取り組みます。 

たとえば、各種地域団体・ＮＰＯ法人・事業所・教育機関と協力し、地域 

社会における共同参画の意義の普及・啓発活動の一環として、地域活動の事 

例情報の提供や共同参画を推進する上での意義や目的の周知啓発に努めま 

す。 

加えて、各地域における市民活動への行政・企業・住民等との連携・協働 

  の推進として、地域における社会教育活動、地域活動への参画・協働を進め 

るため、「まちづくりを進めるための協働指針」に基づき、互いの違いを認 

め合うとともに、時代の変化を取り入れ、関わることを進めてつながりや居 

場所づくりが形成されるよう、企業・住民等への声かけや情報共有、連携に 

取り組みます。
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３ 数値目標（久慈市共同参画計画「目標とする指標」） 

   

基準 目標 目標

令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

5

(2023)
6

(2024)

7
(2025)

8
(2026)

9
(2027)

10

(2028)
11

(2029)

12
(2030)

13
(2031)

14
(2032)

15

(2033)

【基本目標Ⅰ　　互いに尊重し合える平等なまちをつくろう】

民生児童委員に
おける男女比率

の均等維持
％ 52.5 50.0 50.0

男女の民生児童委員の比率を均等に保つこ
とで、男女両方からの意見を取り入れた社会
福祉や子供たちを見守り、育てる社会を実現
する。

社会福祉課

市内で「ＬＧＢ
ＴＱＩＡ＋」の
言葉の意味を理
解している人の

割合

％ 54.6 70.0 90.0
言葉自体ではなく、意味を理解している人を
増やすことでマイノリティの人々にも優しく、
平等なまちとしたい。

地域づくり
振興課

市内学校(小中
高)等での啓発機

会の創出
※デートＤＶ、
ＬＧＢＴＱＩＡ
＋、男性の家庭
参画等の出前講

座)

回 6.0 7.0 8.0

教育の場での総合的な学習、あるいはキャリ
ア形成等のテーマの一環で男女共同参画や
多様性をテーマとした講義を行い、若年層の
意識啓発を図る。

地域づくり
振興課

【基本目標Ⅱ　　学びやすく、能力や特性を活かして働けるまちをつくろう】

市内における
「いわて子育て
にやさしい企業
等認証」（いわ
て働き方改革推
進運動、ユース
エールやいわて
イクボス企業宣
言等)の認定を受
けている事業所

数

事
業
所

9 10 20

男女問わず仕事と育児の両立をサポートする
企業を増やすことで、市内におけるワークライ
フバランスの実現を図り、働きやすいまちとし
たい。
⇒事業所向けのアンケートの実施により照会
を行う。

地域づくり
振興課

市内における
「いわて女性活
躍企業等認定制
度」の認定を受
けている事業所

数

事
業
所

23 30 40

女性の活躍（働き方改革）に積極的に取り組
んでいる企業を市内で増やすことで、市内に
おける女性が働きやすく、子育てしやすいま
ちとしたい。
⇒事業所向けのアンケートの実施により照会
を行う。

地域づくり
振興課

市、民間主催の
働き方やワーク
ライフバラン

ス、男性育休等
をテーマとした
研修やセミナー
を行った、また
は参加した事業

所数

事
業
所

0 10 20

男女、年齢等問わずに誰もが仕事と私生活
を両立できる職場づくりのための学びに取り
組む事業所を増やし、地元就職や移住者の
定着等も後押しする。

地域づくり
振興課

【基本目標Ⅲ　　長く安心して住み続けられるまちをつくろう】

市内の防災士に
おける女性の割

合
％ 15.1 20 30

女性の防災士を市内で増加させることで、女
性目線での避難所運営を推進する。

防災危機
管理課

自主防災組織に
おける女性会長

の割合
％ 3.7 8.0 12.0

自主防災組織においても女性会長を増やす
ことで、高齢者や障がい者等に配慮した避難
所対応を実現する。

防災危機
管理課

行政連絡区長に
おける女性の割

合
％ 8.3 12.0 15.0

女性区長数を増やすことで、地域活動におい
て女性の意見を積極的に取り入れ、共同参
画社会を推進する。

生活環境課

指　　　標 単位

実績 実績

取組内容・
現状や方針
担当・
照会先

R5.12/31時点
防災士数：

106人
内、女性数

16人

R5.10/1時点
会長数：

54人
内、女性会長

2人

R5.10/1時点
区長数：
132人

内、女性区長
11人

備　考

R5.10/1時点
民生委員数：
120人(119人)
内、女性委員

63人
男女比＝48：52(％)

R4 意識調査
問8 回答数：

348人
内、知っていると回

答
190人

R5.11月時点
久慈市

９事業所（子）
27事業所（働）
２事業所（ユ）
12事業所（イ）

R5.11月時点
久慈市：23事業所

R6.2/1時点
①デートⅮⅤ（久慈

東高校）
②ⅬＧＢＴ講座（久

慈中学校）
③ⅬＧＢＴ講座（侍

浜中学校）
④ⅬＧＢＴ講座（山

形中学校）
⑤ⅬＧＢＴ講座（長

内中学校）
⑥デートＤＶ講座

（久慈高校）
⑦デートＤＶ防止講
座（久慈高校長内

校）
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〇数値目標ごとの設定理由 

基本目標Ⅰ 

「民生児童委員における男女比率の均等維持」 

⇒「民生委員・児童委員」は、地域住民の最も身近な地域で社会奉仕の精神 

をもって、生活に困っている人、児童、障害者（児）、高齢者、母子世帯 

など援護を必要とする方々の相談、助言にあたる地域の奉仕者です。 

男女の民生児童委員の比率を均等に保つことで、男女両方からの意見 

を取り入れた社会福祉や子供たちに係る相談や助言対応の実現を目的と 

して設定しました。 

 民生児童委員は地域からの選出のため、均等に割合を維持することは 

難しいかもしれませんが、均等維持の働きかけとともに、地域の方々に共 

同参画社会の意義を理解してもらう意識啓発活動を並行して行うことで、 

性別によらず相談や助言が充実していくよう努めます。 

  

 「市内で「ＬＧＢＴＱＩＡ＋」の言葉の意味を理解している人の割合」 

  ⇒ＬＧＢＴＱＩＡ＋などの言葉はニュース等メディアでもよく聞くところ

ですが、言葉自体を知っている又は聞いたことがあるだけではなく、言

葉の意味を理解している人、性的マイノリティの方々を理解する人を増

やすことが性的マイノリティの方々にも優しく、平等なまちにつながる

ことから、引き続き言葉や意味の周知啓発に取り組んでいきます。 

 

  「市内学校(小中高)等での啓発機会の創出」 

⇒教育の場での総合的な学習、あるいはキャリア形成等のテーマの一環で 

共同参画や多様性をテーマとした講義を行い、若年層への意識啓発を継 

続して実施していきます。 

（テーマ：ＬＧＢＴＱＩＡ＋やⅮⅤ・デートⅮⅤなど） 

 

 

 基本目標Ⅱ 

  「市内における「いわて子育てにやさしい企業等認証」（いわて働き方改 

革推進運動、ユースエールやいわてイクボス企業宣言等)の認定を受けて 

いる事業所数」 

  ⇒従業員の男女を問わず、ワークライフバランス（仕事と育児の両立）をサ 

ポートする企業を市内に増やすことで、市におけるワークライフバラン 

スの実現を図り、誰にとっても働きやすいまちにしていきます。 
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   〇市内における取り組み状況（令和５年 11 月時点） 

・いわて子育てにやさしい企業等認証：９事業所 

・いわて働き方改革推進運動：27 事業所 

・ユースエール認定企業：２事業所 

・いわてイクボス企業宣言：12 事業所 

 

  「市内における「いわて女性活躍企業等認定制度」の認定を受けている事 

業所数」 

  ⇒女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進・社会進出に向けて、働き方改 

革等に積極的に取り組んでいる企業を市内で増やすことで、市内におい 

て女性が働きやすく、子育てしやすいまちとしていくための取り組みを 

実施していきます。 

    

   〇市内における取り組み状況（令和５年 11 月時点） 

・いわて女性活躍企業等認定制度：23 事業所 

 

  「市、民間主催の働き方やワークライフバランス、男性育休等をテーマと 

した研修やセミナーを行った、または参加した事業所数」 

  ⇒上記の数値目標の達成のために、男女、年齢等問わずに誰もが仕事と私 

生活を両立できる職場づくりのための学びに取り組む事業所を市内で増 

やし、地元就職の促進や移住者の定着を目的として、積極的に後押しし 

ていきます。 

 

 

 基本目標Ⅲ 

  「市内の防災士における女性の割合」 

  ⇒災害等が発生した際に短期的な避難所運営は行政職員が行いますが、長 

期化した場合は、地域団体等が地域における避難所運営組織を立ち上 

げ、地域住民の方が避難所運営対応を行っていくことになります。 

そこで、女性の防災士を積極的に市内で増加させていくことで、避難 

所運営はもちろん、普段の防災訓練等でも女性ならではの視点での助言 

や行動が実現できるように働きかけていきます。 

 

  「自主防災組織における女性会長の割合」 

  ⇒当市において、令和５年 11 月１日時点で自主防災組織数が 54 団体とな 

り、組織率は 72.5％に達したため、地域における自主的な防災意識が高 
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まってきているところですが、自主防災組織の会長における女性割合を 

増やすことで、高齢者や障がい者等に配慮した避難所対応が実現できる 

よう努めます。 

 

  「行政連絡区長における女性の割合」 

  ⇒地域のことをよく理解し、地域のために主体的に取り組んでいる行政連 

絡区長において、女性の数を増やし割合を増加させることで、地域（社 

会）活動における女性の意見を積極的に取り入れる雰囲気を醸成し、地 

域での共同参画社会を推進していくため、働きかけに取り組んでいきま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

※ いわて子育てにやさしい企業等認証： 

岩手県では、仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに 

取り組む企業等を認証し、顕著な成果があった企業を表彰している。 

参考資料の 109 ページを参照 

※ いわて働き方改革推進運動： 

県内の企業等の魅力ある職場づくりに向けて働き方改革を進める運動。 

参考資料の 109 ページを参照 

※ いわて女性活躍企業等認定制度： 

岩手県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業や団体等を「いわて女性

活躍認定企業等」として認定している。 

参考資料の 110 ページを参照 

※ ユースエール認定企業： 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労

働大臣が認定する制度のこと。 

参考資料の 109 ページを参照  

※ いわてイクボス企業宣言： 

岩手県では、働きやすい職場環境づくりを推進するために、企業・団体からのイク 

ボス宣言を募集している。 

参考資料の 109 ページを参照  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

計画の内容 
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１ 具体的な取り組み 

共同参画社会の実現を図るため、市民アンケート結果や現在の社会情勢か 

ら各施策の現状、課題を把握し、施策の具体的な取組みを定めています。 

 

基本目標Ⅰ 互いに尊重し合える平等なまちをつくろう 

〇 具体的な取り組み 

(1)共同参画推進のための広報・啓発活動 

  ⇒上記により、『民生児童委員における男女比率の均等維持（女性の割合）』 

に努め、性別ごとの平等な意見聴取が行えるようにします。 

 

(2)共同参画推進のための講座・セミナー等の開催 

  ⇒各種ＬＧＢＴＱＩＡ＋に関連した講座を実施し、『市内で「ＬＧＢＴＱ 

ＩＡ＋」の言葉の意味を理解している人の割合』を増加させ、多様な考 

え方や価値観の普及を推進します。 

また、健康相談により、性自認・性的指向に関わる相談・支援対応を 

   行います。 

加えて、男性を対象としたＤＶセミナーや、小学生を対象とした性教 

育、ジェンダー教育の実施など次世代への啓発も検討していきます。 

 

(3)共同参画推進のためのワークショップ・会議等の開催 

  ⇒市民を対象とした共同参画に係るワークショップ等を行い、共同参画の 

意識を理解する市民を増加させ、ロールモデルを増やして見える化し、人 

権や平等性を尊重するまちづくりを進めます。 

（テーマ例：デートＤＶ、ＬＧＢＴＱＩＡ＋、男性の家庭参画等) 

 

 (4)ジェンダーレス社会実現のための広報・講座・セミナー活動（ＬＧＢＴ

ＱＩＡ＋の方々への理解の促進） 

  ⇒ジェンダーレスな社会の実現のために、広報誌や市 HP などを活用し、ジ 

ェンダーレスやＬＧＢＴＱＩＡ＋の方々に係る言葉や内容を周知・案内 

し、市内における理解を促進します。 

 

 (5)ジェンダーレス社会実現のための性別によらず利用しやすい窓口体制の

整備 

  ⇒全国的にも、ジェンダーレス専用の窓口やトイレの整備などが進んでい

る事例もありますが、これによりマジョリティ（多数者）の方々が被害や
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問題を被ることがないよう、どなたにとっても利用しやすい窓口体制の

整備のため、引き続き情報収集や検討に努めてまいります。 

 

 (6)性暴力・ＤＶ及び困難な問題を抱える女性への相談体制の周知 

⇒女性相談を実施し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する 

法律並びに困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、社 

会生活を営む上で何らかの困難な問題を抱えた女性や暴力被害者などか 

らの相談に対応していきます。    

 

〇 ＤＶに関する相談窓口 

相談機関 所在地 電話番号 

久慈市子育て世代包括

支援センター 

028-0014 久慈市旭町 8-100-

1 

0194-66-8282 

久慈警察署 028-0021 久慈市門前 3-1 0194-53-0110 

県北広域振興局保健福

祉環境部 

028-0064 久慈市八日町 1-1 0194-53-4982 

岩手県福祉総合相談セ

ンター 

020-0015 盛岡市本町通 3-

19-1 

019-629-9610（月～金） 

019-652-4152（夜間、土

日祝日） 

岩手県男女共同参画セ

ンター 

020-0045 盛岡市盛岡駅西通

1-7-1 いわて県民情報交流セ

ンター（アイーナ）６階 

019-606-1762 

 

 (7)暴力の根絶に向けた広報・啓発活動 

  ⇒近年のインターネット社会では、情報が個人レベルで容易に発信・複製編

集・共有等ができるため、無意識に加害者になる、または、間接的に被害

者になるケースも多く発生し、社会問題となっています。 

物理的な暴力だけでなく、言葉や間接的な暴力を未然に防いでいくこと 

を目的として、広報誌などを活用し、ＤＶ防止を訴える意識啓発活動に取 

り組みます。 

 

 (8)幅広い世代への性暴力・ＤＶ防止に係る教育講座・セミナーの実施 

  ⇒若年層を対象とした交際相手間の暴力に関する予防教育や、インターネ 

ット社会に対する情報モラル教育を行うなど、ＤＶ等を未然に防止する 

ための教育や啓発に努めます。 
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 (9) 暴力被害者や困難な問題を抱える女性に対する救済支援 

  ⇒配偶者やパートナーからの暴力被害者と社会生活を営む上で困難を抱え 

る女性への支援のため、子育て世代包括支援センターに女性相談支援員 

を置いており、被害の相談や自立に向けた支援、各種制度の情報提供や 

手続き等に関する助言を行っており、引き続き取り組んでまいります。 

 また、市では、岩手県福祉総合相談センター、配偶者暴力支援センタ 

ー（県北広域振興局内）、警察等の関係機関との連携を図りながら、被 

害者の援護、安全確保、就職などの自立に向けた支援も行っています。 

    被害者の援護、安全確保については、これまでと同様に配慮に努めら 

れるように、相談体制や関係機関との連携について、より一層の強化を 

図ります。 

 

参考 久慈市におけるＤＶ相談ケース数 

年度 件数 

Ｈ29 ４ 

Ｈ30 ７ 

Ｒ元 ３ 

Ｒ2 ２ 

Ｒ3 ６ 

Ｒ4 ２ 

 

 

基本目標Ⅱ 学びやすく、能力や特性を活かして働けるまちをつくろう 

〇 具体的な取り組み 

(1)事業所等へのワークライフバランスを実現した働き方及び環境の実現に向

けたマルチスキル体制の広報・啓発活動 

 ⇒職場でのストレスチェックの推進周知などにより、心理的安全性を確保 

できるよう働きやすい環境づくりを進めていきます。 

また、15 分程度の「リフレッシュ休憩（１日の就業時間中における休 

憩時間を 15 分と 45 分に分散させ、時間生産性や気分転換による効率化 

を図る）」の取得を勧めて、さらに、岩手県の働き方改革等に係る認定や宣

言に取り組む事業者を市内で増加させ、地元での就業者が増えるよう努め

ます。 

 

(2)ワークライフバランスを実現した働き方及び環境の実現に向けたマルチス 

キル体制の講座・セミナーの開催 
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  ⇒民間事業者に向けたワークライフバランスや働き方改革に関連した講座 

を実施し、多様な働き方の普及を推進します。 

    また、初めからバッファ（余裕）を設けての業務シェアリングや、リ 

   フレッシュ休暇を連続して取得するなど、先進的に取り組む事業者の取 

り組みを可視化し、同じような取り組みが他の事業者でも実現できるよ 

う、共有していきます。 

 

(3)児童・生徒への進学・就職だけでなく起業や家庭参画を含めたキャリア 

教育支援 

 ⇒児童に向けたキャリア教育として、地域の高校生や久慈市出身の学生との 

交流、市内における起業者の事例紹介を通じて、今後の人生の展望を広げ 

ることや地元への定着化に努めます。 

 

(4)審議会・委員会への積極的な女性や幅広い世代の登用、雇用環境や待遇の 

改善に向けた意識啓発活動 

  ⇒性別により役員登用が阻害される、雇用機会や待遇に差をつけられるこ 

とがないよう、事業者へのポスター・リーフレットの配布などの周知活動 

を実施します。 

 

(5)性別によらない産休・育休や介護休業に係る積極的な取得体制の醸成、広 

報・啓発、講座・セミナー活動 

 ⇒女性はもちろん、男性の産休・育休や介護休業の取得が推進されるよ

う、当たり前に夫婦で休暇が取得できるように市内の事業者に向けたポ

スター・リーフレットの配布などの周知活動を行います。 

 

(6)保育・子育て・介護サービス事業の更なる充実 

 ⇒妊娠届・母子健康手帳の交付などと併せて、男性の育児参画に関するパ

ンフレットの配布を行うなど、引き続き子育てサービスの充実を進めて

いきます。 

   また、各地区の市民センターと共同で、子どもたちを育てていくため、 

縦や横だけではない斜めの関係を意識し、交流発表会なども検討して  

いきます。 

 

(7)ＤＸを積極的に導入、教育活動に生かしながら子どもの自立支援、人材の 

育成につなげる活動 
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⇒ＤＸに関して、必要に応じて他自治体や民間事業者と協力し、体験型ワー 

クショップの実現ができるよう検討を重ねていきます。 

 

(8)ひとり親・高齢者・障がい者への自立支援 

  ⇒生きがいを持った生活のために、ひとり親・高齢者・障がい者の方へ 

の相談体制の充実を図ります。 

 

 

基本目標Ⅲ 長く安心して住み続けられるまちをつくろう 

〇 具体的な取り組み 

(1)共同参画の視点を導入した避難所運営、そのための体制の整備・研修（防

災知識の普及、防災訓練） 

  ⇒市内における女性の防災士を増加させ、避難所での生活を余儀なくされ

たとしても、女性市民が問題なく生活を送れるように努めます。一人暮

らし・障がい者・要介護者の方もつつがなく避難を行うための防災訓練

や勉強会を行います。 

また、避難所とは別の交流の場や、生理用品などの日用品を持ち出し 

やすい環境づくりも模索していきます。 

 

(2)自主防災組織における地域の特性を活かした参画の推進 

 ⇒自主防災組織における女性会長や女性の行政区長の数を増やすことで、 

女性ならではの視点から、地域において女性や子どもに対する様々なニ 

ーズに配慮した避難所対応の実現に取り組みます。 

 また、男性の自主防災組織会長や行政連絡区長であっても、多様なニ

ーズに対応できるよう意識啓発に努めます。 

 

(3)共同参画を推進する人材の確保 

  ⇒共同参画を推進する人材の確保のため、小学生などを対象とした地域づ 

くりや防災のための講座の実施を検討していきます。 

 

(4)各種地域団体・ＮＰＯ法人・事業所・教育機関と協力し、地域社会におけ 

 る共同参画の意義の普及・啓発活動 

⇒地域活動の事例情報の提供や共同参画を推進する上での意義や目的を周

知啓発する活動に努めます。 

 

(5)各地域における市民活動への行政・企業・住民等との連携・協働の推進 
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⇒各地域において社会教育活動、地域活動への参画・協働を進めるため、 

互いの違いを認め合い、時代の流れの変化を取り入れて関わることを進 

められるよう、企業・住民等への声かけや情報共有、連携に取り組みま 

す。 
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ら
ず
、

能
力

や
特

性
を

活
か

す

こ
と

が
で

き
る

ま
ち

づ

く
り

�

Ⅱ
�

学
び

や
す

く
、

特
性

を
活

か
し

て
働

け
る

ま
ち

を
つ
く
ろ

う
�

１
�

ワ
ー

ク
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

を
実

現
し

た
働

き
方

・
環

境
づ
く
り

�

（
１
）
事

業
所
等

へ
の
ワ

ー
ク
ラ

イ
フ
バ

ラ
ン
ス
を
実

現
し
た

働
き
方

及
び
環

境
の
実

現
に
向
け
た

マ
ル
チ

ス
キ
ル

体
制
の

広
報
・
啓

発
活
動

�

（
２
）
ワ

ー
ク
ラ

イ
フ
バ

ラ
ン
ス

を
実
現

し
た

働
き
方

及
び
環

境
の
実

現
に
向

け
た

マ
ル

チ
ス
キ
ル

体
制
の

講
座
・

セ
ミ
ナ

ー
の
開

催
�

２
�
性
別

や
年
齢

、
環

境
に
よ

ら
な
い

キ
ャ

リ
ア
・
ポ
ス
ト

の
確
保

�

（
１
）
児

童
・
生

徒
へ
の

進
学
・

就
職
だ

け
で
な
く

起
業
や
家

庭
参
画

を
含
め

た
キ
ャ

リ
ア
教
育
支

援
�

（
２
）
審

議
会
・

委
員
会

へ
の
積

極
的
な

女
性

や
幅
広

い
世
代

の
登
用

、
雇
用

環
境
や

待
遇
の
改
善

に
向
け

た
意
識

啓
発
活

動
�

３
�
子
育

て
や
保

育
、
介

護
に
力

を
入
れ

た
ま
ち
づ
く

り
�

（
１
）
性

別
に
よ

ら
な
い

産
休
・

育
休
や

介
護
休
業
に

係
る
積

極
的
な

取
得

体
制
の
醸

成
、
広
報
・

啓
発
、

講
座
・

セ
ミ
ナ

ー
活
動

�

（
２
）
保

育
・
子

育
て
・

介
護
サ

ー
ビ
ス

事
業
の
更
な

る
充
実

�

４
�
人
材

育
成
・

Ｄ
Ｘ
を

取
り
入

れ
た
教

育
の
充
実

�

（
１
）
Ｄ

Ｘ
を
積

極
的
に

導
入
、

教
育
活

動
に
生
か
し

な
が
ら

子
ど
も

の
自
立

支
援
、

人
材
の
育
成

に
つ
な

げ
る
活

動
�

（
２
）
ひ

と
り
親

・
高
齢

者
・
障

が
い
者

へ
の
自
立
支

援
�

防
災
意
識

に
厚
く

、
安
心

し
て

快
適

に
住

め
る

ま

ち
づ
く
り

�

Ⅲ
�

長
く

安
心

し
て

住
み

続
け

ら
れ

る
ま

ち
を

つ
く

ろ
う

�

１
�
共
同

参
画
の

視
点
か

ら
の
自

主
防
災

体
制
の
充
実

�

（
１
）
共

同
参
画

の
視
点

を
導
入

し
た
避

難
所
運
営
、

そ
の
た

め
の
体

制
の
整

備
・
研

修
（
防
災
知

識
の
普

及
、
防

災
訓
練

）
�

（
２
）
自

主
防
災

組
織
に

お
け
る

地
域
の

特
性
を
活
か

し
た
参

画
の
推

進
�

２
�
地
域

活
動
に

お
け
る

共
同
参

画
社
会

の
促
進

�

（
１
）
共

同
参
画

を
推
進

す
る
人

材
の
確

保
�

（
２
）
各

種
地
域

団
体
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
・

事
業
所
・
教

育
機
関

と
協
力

し
、
地

域
社
会

に
お
け
る
共

同
参
画

の
意
義

の
普
及

・
啓
発

活
動

�

（
３
）
各

地
域
に

お
け
る

市
民
活

動
へ
の

行
政
・
企
業

・
住
民

等
と
の

連
携
・

協
働
の

推
進

�

※
マ

ル
チ

ス
キ

ル
：

多
能

工
を

意
味
し

、
�

各
人

に
よ

ら
ず

、
複

数
の

業
務

を
カ
バ

ー
で

き
る

状
態
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○計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

(1)市民の活動推進 

市民の男女共同参画社会形成に取り組む意識醸成を進めるため、男女共同

参画に係る様々な分野の学習機会の提供を図ります。また、いわて男女共同

参画サポーター養成講座の案内を継続し、市民の男女共同参画に係る活動の

支援を行います。 

 

(2)推進体制の充実 

本計画推進のために、実効性ある具体的施策の実行において、随時関係課

と取組状況の進捗について情報を共有し、連携しながら施策を推進します。 

 

(3)市民、教育機関、事業所との連携 

共同参画を推進するため、市民や教育機関、事業所と協力・連携を図り、

共同参画を推進するため情報の共有を密に行います。 

 

２ 計画の評価 

本計画については、進捗状況を男女共同参画担当課で管理を行い、男女共同

参画推進委員及び男女共同参画計画連絡調整会議委員から適宜意見聴取を行

い、適正に進めてまいります。 

また、進捗状況や各種意見、社会情勢等を踏まえて相対的に評価し、見直し

を行います。 

 

３ 計画の進行管理 

 計画の進行状況は男女共同参画担当課にて年度ごとに把握・点検・評価

し、その状況に応じて、事業や取り組みを適宜見直し、施策を実施します。 
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・久慈市共同参画計画策定の経過 

・久慈市男女共同参画推進委員会委員名簿 

・久慈市男女共同参画計画連絡調整会議委員名簿 
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・岩手県男女共同参画推進条例 

（平成 14 年 10 月９日条例第 61 号) 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成 13 年４月 13 日法律第 31 号) 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成 27 年９月４日法律第 64 号） 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

（令和４年５月 25 日法律第 52 号） 

・久慈市男女共同参画推進委員会要綱 

（平成 18 年３月６日告示第 23 号） 

・久慈市男女共同参画計画連絡調整会議設置要領 
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・共同参画社会に係る言葉の解説 
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久慈市共同参画計画[第３次久慈市男女共同参画計画]策定の経過 

令和４年度  

年月日 経過 内容 

Ｒ4.8.24 
第３次久慈市男女共同参画計画

策定に係る打合せ 

・計画策定に向けた段取り、情報の集約、審

議会委員構成について 

〇参加者（敬称略） 

アドバイザー 後藤 大平 

Ｒ4.10.21 
第３次久慈市男女共同参画計画

策定に係る意見交換会 

・ワークライフバランスの実現に向けて、民

間事業者における制度の創設や取組み、課

題点などのヒアリング 

〇参加企業（敬称略） 

（株）十文字チキンカンパニー 

（株）細谷地、 

Ｒ4.12.21 

第３次久慈市男女共同参画計画

策定に関する意見交換会（女性

市議会議員） 

・計画策定に係るアドバイザーと市議会女性

議員による対談から、課題点のリストアッ

プ 

〇参加者（敬称略） 

アドバイザー 後藤 大平 

久慈市議会  橋上 洋子 議員 

同    豊巻 直子 議員 

同    川村 妙子 議員 

Ｒ4.12.21 

第３次久慈市男女共同参画計画

策定に係る意見交換会（高校

生） 

・計画策定に係るアドバイザーと高校生及び

引率の先生による対談から、課題点のリス

トアップ 

〇参加者（敬称略） 

アドバイザー 後藤 大平 

岩手県立久慈高校 

岩手県立久慈東高校 

（上記学生及び引率の先生） 

Ｒ5.2.15 
令和４年度 久慈市男女共同参

画推進委員会 

・第２次計画の「目標とする指標」の達成状  

 況 

・男女共同参画推進事業のＲ4年度実績及び

来年度の計画 

・次期計画に係る意識調査 

・次期計画案についてグループワーク 

Ｒ5.2.22 

～Ｒ5.3.10 

久慈市男女共同参画計画に関す

る意識調査 

・20歳以上の市民 1,000 人を対象としたアン

ケート 
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令和５年度  

年月日 経過 内容 

Ｒ5.6.27 
令和５年度 第１回 久慈市男女

共同参画推進委員会議 

・第２次計画の「目標とする指標」の最終達 

成状況 

・第３次久慈市男女共同参計画（案）の策定 

に係る意識調査結果 

・久慈市共同参画計画[第３次計画]案に係る 

意見交換 

Ｒ5.8.23 
令和５年度 第１回 久慈市男女

共同参画計画連絡調整会議 

・第２次計画の「目標とする指標」の最終達 

成状況 

・久慈市共同参画計画[第３次計画]案に係る 

意見交換 

・久慈市共同参画計画[第３次計画]」の市政 

における位置付け 

・計画に係る市の取組み事業について 

Ｒ5.9.19 
久慈市共同参画計画策定に係る

意見交換会（大学生） 

・計画策定に係り、大学生と課題点や取組み 

案の意見聴取 

〇参加者（敬称略） 

岩手県立大学 

Ｒ5.9.19 
令和５年度 第２回 久慈市男女

共同参画推進委員会議 

・久慈市共同参画計画[第３次計画]案の取組 

みを検討するグループワーク 

Ｒ6.1.23 
令和５年度 第３回 久慈市男女

共同参画推進委員会議 

・久慈市共同参画計画[第３次計画]の最終稿

に係る意見聴取 

・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓

制度の導入に係る意見聴取 

Ｒ6.1.31 
令和５年度 第２回 久慈市男女

共同参画計画連絡調整会議 

・久慈市共同参画計画[第３次久慈市男女共同

参画計画]の策定に係る意見聴取 

・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓

制度の導入に係る意見聴取 

Ｒ6.2.1 

～Ｒ6.2.15 
パブリックコメント実施 ・意見数 ０件 

Ｒ6.2.16 議会に対する事務事業説明会 ・計画案について説明 

Ｒ6.3.1 

「久慈市共同参画計画 

[第３次久慈市男女共同参画計

画]」策定 
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久慈市男女共同参画推進委員会委員名簿 

委 員 長  成 田 敦 子  公募委員 

副委員長  久 慈 ミ ヨ  ＪＡ新いわて女性部久慈支部 

委 員  野 中 祥 子  久慈公共職業安定所  

米 沢 玲 子  久慈市民生児童委員協議会  

佐々木 裕美子  久慈市校長会 

中軽米 央 子  久慈市校長会 

沢 里 厚 子  久慈市民間保育園園長会 

細 田 康 輝  久慈青年会議所 

米 内 松 司  久慈商工会議所 

嵯 峨 一 江  久慈市漁業協同組合 

小 向 由紀子  久慈市保健推進委員連絡協議会 

藤 原 みよ子  二戸人権擁護委員協議会 

久保田 翔 子  いわて女性活躍認定企業 

澤 瀬 清 巳  公募委員 

橋 本 栄 子  公募委員 

 

久慈市男女共同参画計画連絡調整会議委員名簿 

委 員 長  総合政策部長        下 山 琢 也 

副委員長  地域づくり振興課長        橋 本 直 幸 

総務課長             中 居 弘 美 

政策推進課長        小 倉   宏 

市民課長             晴 山 博 樹 

社会福祉課長           安 部 信 二 

子育て世代包括支援センター所長  岩 花 由紀子 

農政課長             中新井田  理 

企業立地課長           工 藤 健 二 

建設企画課長           播 磨   隆 

ふるさと振興課長         新井谷 保 彦 

教育総務課長           久 慈 志 織 

参 考 人  財政課長             小野寺   真 

防災危機管理課長         田 中 淳 茂 

 

 

久慈市男女共同参画計画策定に係るアドバイザー 

後 藤 大 平  特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン  
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第百四十五回通常国会 
小渕内閣 

改正 平成一一年七月一六日法律第
一〇二号 

同一一年一二月二二日同第一六〇号 
男女共同参画社会基本法をここに

公布する。 
男女共同参画社会基本法 
目次 

前文 
第一章 総則（第一条―第十二条） 
第二章 男女共同参画社会の形成の
促進に関する基本的施策（第十三条
―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一
条―第二十八条） 

附則 
我が国においては、日本国憲法に個

人の尊重と法の下の平等がうたわれ、
男女平等の実現に向けた様々な取組
が、国際社会における取組とも連動し
つつ、着実に進められてきたが、なお
一層の努力が必要とされている。 
一方、少子高齢化の進展、国内経済

活動の成熟化等我が国の社会経済情
勢の急速な変化に対応していく上で、
男女が、互いにその人権を尊重しつつ
責任も分かち合い、性別にかかわりな
く、その個性と能力を十分に発揮する
ことができる男女共同参画社会の実
現は、緊要な課題となっている。 
このような状況にかんがみ、男女共

同参画社会の実現を二十一世紀の我
が国社会を決定する最重要課題と位
置付け、社会のあらゆる分野において、
男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策の推進を図っていくことが
重要である。 
ここに、男女共同参画社会の形成に

ついての基本理念を明らかにしてそ
の方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画
社会の形成に関する取組を総合的か
つ計画的に推進するため、この法律を
制定する。 

第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、男女の人権が尊
重され、かつ、社会経済情勢の変化
に対応できる豊かで活力ある社会
を実現することの緊要性にかんが
み、男女共同参画社会の形成に関し、
基本理念を定め、並びに国、地方公
共団体及び国民の責務を明らかに
するとともに、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の基本と
なる事項を定めることにより、男女
共同参画社会の形成を総合的かつ
計画的に推進することを目的とす
る。 

（定義） 
第二条 この法律において、次の各号
に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。 
一 男女共同参画社会の形成 男女
が、社会の対等な構成員として、
自らの意思によって社会のあら
ゆる分野における活動に参画す
る機会が確保され、もって男女が
均等に政治的、経済的、社会的及
び文化的利益を享受することが
でき、かつ、共に責任を担うべき
社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定す
る機会に係る男女間の格差を改
善するため必要な範囲内におい
て、男女のいずれか一方に対し、
当該機会を積極的に提供するこ
とをいう。 

（男女の人権の尊重） 
第三条 男女共同参画社会の形成は、
男女の個人としての尊厳が重んぜ
られること、男女が性別による差別
的取扱いを受けないこと、男女が個
人として能力を発揮する機会が確
保されることその他の男女の人権
が尊重されることを旨として、行わ

男女共同参画社会基本法 

（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 
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れなければならない。 
（社会における制度又は慣行につい
ての配慮） 
第四条 男女共同参画社会の形成に
当たっては、社会における制度又は
慣行が、性別による固定的な役割分
担等を反映して、男女の社会におけ
る活動の選択に対して中立でない
影響を及ぼすことにより、男女共同
参画社会の形成を阻害する要因と
なるおそれがあることにかんがみ、
社会における制度又は慣行が男女
の社会における活動の選択に対し
て及ぼす影響をできる限り中立な
ものとするように配慮されなけれ
ばならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参
画） 
第五条 男女共同参画社会の形成は、
男女が、社会の対等な構成員として、
国若しくは地方公共団体における
政策又は民間の団体における方針
の立案及び決定に共同して参画す
る機会が確保されることを旨とし
て、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動
の両立） 
第六条 男女共同参画社会の形成は、
家族を構成する男女が、相互の協力
と 社会の支援の下に、子の養育、
家族の介護その他の家庭生活にお
ける活動について家族の一員とし
ての役割を円滑に果たし、かつ、当
該活動以外の活動を行うことがで
きるようにすることを旨として、行
われなければならない。 

（国際的協調） 
第七条 男女共同参画社会の形成の
促進が国際社会における取組と密
接な関係を有していることにかん
がみ、男女共同参画社会の形成は、
国際的協調の下に行われなければ
ならない。 

（国の責務） 
第八条 国は、第三条から前条までに
定める男女共同参画社会の形成に

ついての基本理念（以下「基本理念」
という。）にのっとり、男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策（積
極的改善措置を含む。以下同じ。）を
総合的に策定し、及び実施する責務
を有する。 

（地方公共団体の責務） 
第九条 地方公共団体は、基本理念に
のっとり、男女共同参画社会の形成
の促進に関し、国の施策に準じた施
策及びその他のその地方公共団体
の区域の特性に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 
第十条 国民は、職域、学校、地域、
家庭その他の社会のあらゆる分野
において、基本理念にのっとり、男
女共同参画社会の形成に寄与する
ように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 
第十一条 政府は、男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策を実施
するため必要な法制上又は財政上
の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。 

（年次報告等） 
第十二条 政府は、毎年、国会に、男
女共同参画社会の形成の状況及び
政 府が講じた男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策につい
ての報告を提出しなければならな
い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る
男女共同参画社会の形成の状況を
考慮して講じようとする男女共同
参画社会の形成の促進に関する施
策を明らかにした文書を作成し、こ
れを国会に提出しなければならな
い。 
第二章 男女共同参画社会の形 

成の促進に関する基本的施
策 

（男女共同参画基本計画） 
第十三条 政府は、男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図るため、男
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女共同参画社会の形成の促進に関
する基本的な計画（以下「男女共同
参画基本計画」という。）を定めなけ
ればならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲
げる事項について定めるものとす
る。 
一 総合的かつ長期的に講ずべき男
女共同参画社会の形成の促進に
関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女
共同参画社会の形成の促進に関
する施策を総合的かつ計画的に
推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会
議の意見を聴いて、男女共同参画基
本計画の案を作成し、閣議の決定を
求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定によ
る閣議の決定があったときは、遅滞
なく、男女共同参画基本計画を公表
しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基
本計画の変更について準用する。 

（平一一法一六〇・一部改正） 
（都道府県男女共同参画計画等） 
第十四条 都道府県は、男女共同参画
基本計画を勘案して、当該都道府県
の区域における男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策につい
ての基本的な計画（以下「都道府県
男女共同参画計画」という。）を定め
なければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次
に掲げる事項について定めるもの
とする。 
一 都道府県の区域において総合的
かつ長期的に講ずべき男女共同
参画社会の形成の促進に関する
施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道
府県の区域における男女共同参
画 社会の形成の促進に関する
施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画

及び都道府県男女共同参画計画を
勘案して、当該市町村の区域におけ
る男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策についての基本的な
計画（以下「市町村男女共同参画計
画」という。）を定めるように努めな
ければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県
男女共同参画計画又は市町村男女
共同参画計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 
第十五条 国及び地方公共団体は、男
女共同参画社会の形成に影響を及
ぼすと認められる施策を策定し、及
び実施するに当たっては、男女共同
参画社会の形成に配慮しなければ
ならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 
第十六条 国及び地方公共団体は、広
報活動等を通じて、基本理念に関す
る国民の理解を深めるよう適切な
措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 
第十七条 国は、政府が実施する男女
共同参画社会の形成の促進に関す
る 施策又は男女共同参画社会の
形成に影響を及ぼすと認められる
施策についての苦情の処理のため
に必要な措置及び性別による差別
的取扱いその他の男女共同参画社
会の形成を阻害する要因によって
人権が侵害された場合における被
害者の救済を図るために必要な措
置を講じなければならない。 

（調査研究） 
第十八条 国は、社会における制度又
は慣行が男女共同参画社会の形成
に及ぼす影響に関する調査研究そ
の他の男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策の策定に必要な
調査研究を推進するように努める
ものとする。 

（国際的協調のための措置） 
第十九条 国は、男女共同参画社会の
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形成を国際的協調の下に促進する
ため、外国政府又は国際機関との情
報の交換その他男女共同参画社会
の形成に関する国際的な相互協力
の円滑な推進を図るために必要な
措置を講ずるように努めるものと
する。 

（地方公共団体及び民間の団体に対
する支援） 
第二十条 国は、地方公共団体が実施
する男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策及び民間の団体が
男女共同参画社会の形成の促進に
関して行う活動を支援するため、情
報の提供その他の必要な措置を講
ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 
（平一一法一〇二・全改） 
（設置） 
第二十一条 内閣府に、男女共同参画
会議（以下「会議」という。）を置く。 

（平一一法一〇二・全改） 
（所掌事務） 
第二十二条 会議は、次に掲げる事務
をつかさどる。 
一 男女共同参画基本計画に関し、
第十三条第三項に規定する事項
を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣
総理大臣又は関係各大臣の諮問
に応じ、男女共同参画社会の形成
の促進に関する基本的な方針、基
本的な政策及び重要事項を調査
審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、
調査審議し、必要があると認める
ときは、内閣総理大臣及び関係各
大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策の
実施状況を監視し、及び政府の施
策が男女共同参画社会の形成に
及ぼす影響を調査し、必要がある
と認めるときは、内閣総理大臣及
び関係各大臣に対し、意見を述べ
ること。 

（平一一法一〇二・全改） 
（組織） 
第二十三条 会議は、議長及び議員二
十四人以内をもって組織する。 

（平一一法一〇二・全改） 
（議長） 
第二十四条 議長は、内閣官房長官を
もって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 
（平一一法一〇二・全改） 
（議員） 
第二十五条 議員は、次に掲げる者を
もって充てる。 
一 内閣官房長官以外の国務大臣の
うちから、内閣総理大臣が指定す
る者 

二 男女共同参画社会の形成に関し
優れた識見を有する者のうちか
ら、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に
規定する議員の総数の十分の五未
満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女
のいずれか一方の議員の数は、同号
に規定する議員の総数の十分の四
未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤と
する。 

（平一一法一〇二・全改） 
（議員の任期） 
第二十六条 前条第一項第二号の議
員の任期は、二年とする。ただし、
補欠の議員の任期は、前任者の残任
期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任
されることができる。 

（平一一法一〇二・全改） 
（資料提出の要求等） 
第二十七条 会議は、その所掌事務を
遂行するために必要があると認め
るときは、関係行政機関の長に対し、
監視又は調査に必要な資料その他
の資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることがで
きる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行する
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ために特に必要があると認めると
きは、前項に規定する者以外の者に
対しても、必要な協力を依頼するこ
とができる。 

（平一一法一〇二・全改） 
（政令への委任） 
第二十八条 この章に定めるものの
ほか、会議の組織及び議員その他の
職員その他会議に関し必要な事項
は、政令で定める。 

（平一一法一〇二・全改） 
附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施
行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 
第二条 男女共同参画審議会設置法
（平成九年法律第七号）は、廃止す
る。 

（経過措置） 
第三条 前条の規定による廃止前の
男女共同参画審議会設置法（以下
「旧審議会設置法」という。）第一条
の規定により置かれた男女共同参
画審議会は、第二十一条第一項の規
定により置かれた審議会となり、同
一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議
会設置法第四条第一項の規定によ
り任命された男女共同参画審議会
の委員である者は、この法律の施行
の日に、第二十三条第一項の規定に
より、審議会の委員として任命され
たものとみなす。この場合において、
その任命されたものとみなされる
者の任期は、同条第二項の規定にか
かわらず、同日における旧審議会設
置法第四条第二項の規定により任
命された男女共同参画審議会の委
員としての任期の残任期間と同一
の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議
会設置法第五条第一項の規定によ
り 定められた男女共同参画審議
会の会長である者又は同条第三項
の規定により指名された委員であ

る者は、それぞれ、この法律の施行
の日に、第二十四条第一項の規定に
より審議会の会長として定められ、
又は同条第三項の規定により審議
会の会長の職務を代理する委員と
して指名されたものとみなす。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律
第一〇二号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、内閣法の一部を
改正する法律（平成十一年法律第八
十八号）の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成一三年一月六日） 
一 略 
二 附則第十条第一項及び第五項、
第十四条第三項、第二十三条、第
二十八条並びに第三十条の規定 
公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 
第二十八条 この法律の施行の日の
前日において次に掲げる従前の審
議会その他の機関の会長、委員その
他の職員である者（任期の定めのな
い者を除く。）の任期は、当該会長、
委員その他の職員の任期を定めた
それぞれの法律の規定にかかわら
ず、その日に満了する。 
一から十まで 略 
十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 
第三十条 第二条から前条までに規
定するもののほか、この法律の施行
に伴い必要となる経過措置は、別に
法律で定める。 

 
○中央省庁等改革関係法施行法（平成
一一法律一六〇）抄 
（処分、申請等に関する経過措置） 
第千三百一条 中央省庁等改革関係
法及びこの法律（以下「改革関係法
等」と総称する。）の施行前に法令の
規定により従前の国の機関がした
免許、許可、認可、承認、指定その
他の処分又は通知その他の行為は、
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法令に別段の定めがあるもののほ
か、改革関係法等の施行後は、改革
関係法等の施行後の法令の相当規
定に基づいて、相当の国の機関がし
た免許、許可、認可、承認、指定そ
の他の処分又は通知その他の行為
とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法
令の規定により従前の国の機関に
対してされている申請、届出その他
の行為は、法令に別段の定めがある
もののほか、改革関係法等の施行後
は、改革関係法等の施行後の法令の
相当規定に基づいて、相当の国の機
関に対してされた申請、届出その他
の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の
規定により従前の国の機関に対し
報告、届出、提出その他の手続をし
なければならないとされている事
項で、改革関係法等の施行の日前に
その手続がされていないものにつ
いては、法令に別段の定めがあるも
ののほか、改革関係法等の施行後は、
これを、改革関係法等の施行後の法
令の相当規定により相当の国の機
関に対して報告、届出、提出その他
の手続をしなければならないとさ
れた事項についてその手続がされ
ていないものとみなして、改革関係
法等の施行後の法令の規定を適用
する。 

（政令への委任） 
第千三百四十四条 第七十一条から
第七十六条まで及び第千三百一条
から前条まで並びに中央省庁等改
革関係法に定めるもののほか、改革
関係法等の施行に関し必要な経過
措置（罰則に関する経過措置を含
む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法
律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律（第二条及び第三条
を除く。）は、平成十三年一月六日か
ら施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。 
一 第九百九十五条（核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関
する法律の一部を改正する法律
附則の改正規定に係る部分に限
る。）、第千三百五条、第千三百六
条、第千三百二十四条第二項、第
千三百二十六条第二項及び第千
三百四十四条の規定 公布の日 

―――――――――― 
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個人の尊重と法の下の平等は、日本

国憲法にうたわれており、国において
は、男女平等の実現に向けた取組が、
女子に対するあらゆる形態の差別の
撤廃に関する条約を軸とした国際的
な取組と連動しつつ、着実に進められ
てきた。本県においても、国際社会や
国内の動向を踏まえた様々な取組が
なされてきた。 
しかしながら、依然として、性別に

よって役割分担を固定的にとらえる
意識やこれに基づいた社会における
制度又は慣行が存在し、男女平等の実
現に多くの課題が残されている。 
一方、少子高齢化の進展等社会経済情
勢の急激な変化に的確に対応してい
く上で、男女が性別にかかわりなく、
その個性と能力が十分に発揮でき、も
って男女が喜びと責任を分かち合う
男女共同参画社会の実現が強く求め
られている。 
このような状況の中で、男女共同参

画社会基本法において、男女共同参画
社会の実現が 21 世紀の我が国社会を
決定する最重要課題として位置付け
られたことを踏まえ、本県においても、
男女共同参画社会の実現を目指し、職
場、学校、地域、家庭その他の社会の
あらゆる分野において、県、県民、事
業者及び市町村が協働し、不断の努力
を重ねて、共同参画社会の形成のため
男女共同参画を推進し、すべての県民
の日常生活の中に男女共同参画の定
着を図ることが必要である。 
ここに私たちは、男女共同参画社会

の実現を図ることを決意し、男女がと
もに輝く心豊かな社会を創造してい
くため、この条例を制定する。 
 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の
推進に関し、基本理念を定め、県、
県民及び事業者の責務を明らかに
するとともに、男女共同参画の推進
に関する施策の基本となる事項を
定めることにより、男女共同参画を
総合的かつ計画的に推進すること
を目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号
に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。 
(1) 男女共同参画  男女が、社
会の対等な構成員として、自らの
意 思によって社会のあらゆる
分野における活動に参画する機
会が確保されることにより、男女
が均等に政治的、経済的、社会的
及び文化的利益を享受し、かつ、
共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置  前号に規
定する機会に係る男女間の格差
を改善するため必要な範囲内に
おいて、男女のいずれか一方に対
し、当該機会を積極的に提供する
ことをいう。 

（基本理念） 
第３条 男女共同参画の推進は、次に
掲げる事項を基本理念として行わ
なければならない。 
(1) 男女の個人としての尊厳が重
んぜられ、直接的なものであると
間接的なものであるとを問わず、
性別による差別的取扱いを受け
ないこと、男女が社会のあらゆる
分野において個人としての能力
を発揮する機会が確保されるこ
とその他の男女の人権が尊重さ
れること。 

(2) 社会における制度又は慣行が、
性別による固定的な役割分担等
を反映して、男女の社会における
活動の選択に対して及ぼす影響
をできる限り中立なものとする
ように配慮されること。 

(3) 男女が社会の対等な構成員と

岩手県男女共同参画推進条例

（平成 14 年 10 月 9 日岩手県条例第 61 号) 
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して、県における政策又は民間の
団体における方針の立案及び決
定に共同して参画する機会が確
保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互
の協力と社会の支援の下に、子の
養育、家族の介護その他の家庭生
活における活動について家族の
一員としての役割を円滑に果た
し、かつ、家庭以外の職場、学校、
地域その他の社会の分野におけ
る活動を行うことができるよう
にすること。 

(5) 男女共同参画の推進が国際社
会における取組と密接な関係を
有していることにかんがみ、国際
社会の動向を勘案して行われる
こと。 

(6) 男女が互いの性について理解
を深めることにより、生涯にわた
り健康な生活を営むことができ
ること及び生殖に関する事項に
関し双方の意思が尊重されるこ
と。 

(7) 配偶者間その他の男女間にお
ける暴力的行為(精神的に著しく
苦痛を与える行為を含む。以下同
じ。)を根絶するよう積極的な対
応がなされること。 

（県の責務） 
第４条 県は、前条に規定する基本理
念（以下「基本理念」という。）にの
っとり、男女共同参画の推進に関す
る施策(積極的改善措置を含む。以
下同じ。)を総合的に策定し、及び実
施するものとする。 

２ 県は、男女共同参画の推進に関す
る施策の実施に当たっては、県民、
事業者、市町村及び国との連携を図
りながら自ら率先して取り組むも
のとする。 

（県民の責務） 
第５条 県民は、職場、学校、地域、
家庭その他の社会のあらゆる分野
において、基本理念にのっとり、男
女共同参画の推進につとめなけれ

ばならない。 
２ 県民は、県が実施する男女共同参
画の推進に関する施策に協力する
よう努めなければならない。 

（事業者の責務） 
第６条 事業者は、基本理念にのっと
り、その雇用する男女について、雇
用上の均等な機会及び待遇を確保
するとともに、職業生活における活
動と家庭生活における活動とを両
立させることができるよう就労環
境の整備につとめなければならな
い。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同
参画の推進に関する施策に協力す
るよう努めなければならない。 

（性別による人権侵害の禁止） 
第７条 何人も、職場、学校、地域、
家庭その他の社会のあらゆる場に
おいて、性別による差別的取扱い、
男女間における暴力的行為又はセ
クシュアル・ハラスメント(性的な
言動により相手方の生活環境を害
し、又は性的な言動に対する相手方
の対応によってその者に不利益を
与えることをいう。)を行ってはな
らない。 

（公衆に表示する情報に関する留意） 
第８条 何人も、公衆に表示する情報
において、性別による役割分担の固
定化又は男女間における暴力的行
為を助長し、又は連想させる表現及
び男女共同参画の推進を阻害する
おそれのある過度の性的な表現を
用いないよう努めなければならな
い。 

 
第２章 男女共同参画の推進に 

関する基本的施策 
（男女共同参画計画） 
第９条 知事は、男女共同参画社会基
本法（平成 11 年法律第 78 号。以下
｢法｣という。）第 14 条第 1項に規定
する男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策についての基本的
な計画（以下「男女共同参画計画」
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という。）を定めるに当たっては、男
女共同参画の推進に関する施策の
総合的かつ計画的な実施を図るた
め、次に掲げる事項について定める
ものとする。 
(1) 男女共同参画の推進に関する
総合的かつ長期的な目標及び施
策の方向 

(2) 前号に定める事項に基づき実
施すべき具体的な男女共同参画
の推進に関する施策 

(3) 前２号に掲げるもののほか、
男女共同参画の推進に関する施
策を総合的かつ計画的に実施す
るために必要な事項 

２ 知事は、男女共同参画計画を定め
るに当たっては、県民の意見を反映
することができるよう必要な措置
を講ずるとともに、岩手県男女共同
参画審議会の意見を聴かなければ
ならない。 

３ 前項の規定は、男女共同参画計画
の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 
第10条 県は、男女共同参画の推進に
影響を及ぼすと認められる施策を
策定し、及びこれを実施するに当た
っては、男女共同参画の推進に配慮
しなければならない。 

（附属機関等における積極的改善措
置） 
第11条 県は、その設置する附属機関
その他これに準ずるものの委員そ
の他の構成員の任命又は委嘱に当
たっては、積極的改善措置を講ずる
ことにより、男女の構成員の数の均
衡を図るよう努めるものとする。 

（県民及び事業者の理解を深めるた
めの措置） 
第12条 県は、広報活動等を通じて、
県民及び事業者の男女共同参画に
関する理解を深めるため必要な措
置を講ずるものとする。 

（男女共同参画推進月間） 
第13条 県は、男女共同参画の推進に
ついて、県民、事業者及び市町村の

関心と理解を深めるとともに、男女
共同参画の推進に関する活動が積
極的に行われるようにするため、男
女共同参画推進月間を設けるもの
とする。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年 6
月とする。 

（教育及び学習の推進）  
第14条 県は、学校教育、社会教育そ
の他の教育及び県民の学習の場に
おいて男女共同参画に関する教育
及び学習の推進について必要な措
置を講ずるものとする。 

（農林水産業、商工業等のうち自営業
における環境整備の推進） 
第15条 県は、農林水産業、商工業等
のうち個人事業主及びその家族等
により営まれている事業に従事す
る男女が、経営における役割につい
て適正な評価を受け、社会の対等な
構成員として、自らの意思によって
経営及びこれに関連する活動に共
同して参画する機会を確保され、並
びに当該経営に関する活動と家庭
生活における活動とを両立させる
ことができるよう、必要な環境整備
を推進するものとする。 

（苦情及び相談の処理） 
第16条 知事は、県が実施する男女共
同参画の推進に関する施策若しく
は男女共同参画の推進に影響を及
ぼすと認められる施策についての
苦情又は男女共同参画の推進を阻
害する要因によって人権が侵害さ
れた事案に関する相談について、県
民又は事業者からの申出を適切か
つ迅速に処理するための委員（以下
この条において「委員」という。）を
置くものとする。 

２ 県民又は事業者は、委員に、前項
の苦情又は相談の申出を行うこと
ができる。 

３ 委員は、前項の規定に基づき苦情
の申出があった場合において、必要
に応じて、第 1項に規定する施策を
行う県の機関に対し、説明等を求め、
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必要があると認めるときは、是正そ
の他の措置を講ずるよう助言、指導
又は勧告を行うものとする。 

４ 委員は、第 2 項の規定に基づき相
談の申出があった場合において、必
要に応じて、第１項に規定する人権
が侵害された事案に係る関係者に
対し、その協力を得た上で説明等を
求め、必要があると認めるときは、
助言、是正の要望等を行うものとす
る。 

（調査研究） 
第17条 県は、男女共同参画の推進に
関する施策の策定及び実施に必要
な調査研究を行うものとする。 

（市町村に対する支援） 
第18条 県は、市町村が行う法第 14 条
第3項の市町村男女共同参画計画そ
の他の男女共同参画の推進に関す
る基本的な計画の策定及び市町村
が実施する男女共同参画の推進に
関する施策を支援するため、情報の
提供、技術的な助言その他の必要な
措置を講ずるよう努めるものとす
る。 

（民間の団体との連携及び協働等） 
第19条 県は、男女共同参画を推進す
るため、特定非営利活動法人（特定
非営利活動促進法(平成10年法律第
7 号)第 2 条第 2 項の特定非営利活
動法人をいう。以下同じ。）その他の
民間の団体との連携及び協働に努
めるものとする。 

２ 県は、特定非営利活動法人その他
の民間の団体が行う男女共同参画
計画の推進に関する活動を促進す
るとともに、これらの活動の支援に
努めるものとする。 

（拠点となる機能の整備） 
第20条 県は、男女共同参画の推進に
関する施策を実施し、県民、事業者
及び市町村による男女共同参画の
推進に関する取組を支援するため
の総合的な拠点となる機能の整備
に努めるものとする。 

（推進体制の整備等） 

第21条 県は、男女共同参画の推進に
関する施策を実施するため、推進体
制を整備するとともに、必要な財政
上の措置を講ずるよう努めるもの
とする。 

（年次報告） 
第22条 知事は、毎年、男女共同参画
の推進の状況及び男女共同参画の
推進に関する施策の状況を明らか
にする報告書を作成し、これを公表
しなければならない。 

 
第３章 岩手県男女共同参画審 

議会 
（設置） 
第23条 男女共同参画の推進に関す
る重要事項を調査審議させるため、
知事の諮問機関として岩手県男女
共同参画審議会（以下「審議会」と
いう。）を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に
関する重要事項又は男女共同参画
の推進に影響を及ぼすと認められ
る重要事項について、必要があると
認めるときは、知事に意見を述べる
ことができる。 

（所掌） 
第24条 審議会の所掌事項は、次のと
おりとする。 
(1) 男女共同参画の推進に関する
基本的かつ総合的な施策に関す
ること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、男
女共同参画の推進に関する施策
又は男女共同参画の推進に影響
を及ぼすと認められる施策に関
すること。 

（組織） 
第25条 審議会は、委員 20 人以内をも
って組織し、委員は、男女共同参画
に関し優れた識見を有する者及び
関係行政機関の職員のうちから知
事が任命する。 

２ 前項の場合において、男女のいず
れか一方の委員の数は、委員の総数
の 10 分の 4 未満とならないものと
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する。ただし、知事がやむを得ない
事情があると認める場合は、この限
りでない。 

（任期） 
第26条 委員の任期は、2 年とする。
ただし、欠員が生じた場合における
補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。 

（会長） 
第27条 審議会に、会長を置き、委員
の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議
長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長
が欠けたときは、会長があらかじめ
指名する委員がその職務を代理す
る。 

（会議） 
第28条 審議会は、会長が招集する。 
２ 審議会は、委員の半数以上が出席
しなければ会議を開くことができ
ない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半
数で決し、可否同数のときは、議長
の決するところによる。 

（部会） 
第29条 審議会は、専門部会を設ける
ことができる。 

２ 専門部会に部会長を置き、会長が
指名する委員がこれに当たる。 

３ 専門部会に属すべき委員は、会長
が指名する。 

（庶務） 
第30条 審議会の庶務は、環境生活部
において処理する。 

（会長への委任） 
第31条 この章に定めるもののほか、
審議会の運営に関し必要な事項は、
会長が審議会に諮って定める。 

 
第４章 雑則 

（補則） 
第32条 この条例に定めるもののほ
か、この条例の実施に関し必要な事
項は、知事が定める。 

 

附 則 
１ この条例は、公布の日から施行す
る。ただし、第 16 条の規定は、平成
15 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この条例の施行の際限に定めら
れている男女共同参画計画は、この
条例に規定する手続きにより定め
られた男女共同参画計画とみなす。 
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第百五十一回通常国会 
第二次森内閣 

改正 平成一六年六月二日法律第六
四号 

同一九年七月一一日同第一一三号 
同二五年七月三日同第七二号 

同二六年四月二三日同第二八号 
令和元年六月二六日同第四六号 
同四年五月二五日同第五二号 
同四年六月一七日同第六八号 
同五年五月一九日同第三〇号 
同五年六月一四日同第五三号 

配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律をここに公布
する。 

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律 
（平二五法七二・改称） 

目次 
前文 
第一章 総則（第一条・第二条） 
第一章の二 基本方針及び都道府

県基本計画等（第二条の
二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援セン
ター等（第三条―第五条
の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―
第九条の二） 
第四章 保護命令（第十条―第二

十二条） 
第五章 雑則（第二十三条―第二

十八条） 
第五章の二 補則（第二十八条の

二） 
第六章 罰則（第二十九条―第三

十一条） 
附則 
我が国においては、日本国憲法に

個人の尊重と法の下の平等がうたわ
れ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 
ところが、配偶者からの暴力は、

犯罪となる行為をも含む重大な人権
侵害であるにもかかわらず、被害者
の救済が必ずしも十分に行われてこ
なかった。また、配偶者からの暴力
の被害者は、多くの場合女性であ
り、経済的自立が困難である女性に
対して配偶者が暴力を加えること
は、個人の尊厳を害し、男女平等の
実現の妨げとなっている。 
このような状況を改善し、人権の

擁護と男女平等の実現を図るために
は、配偶者からの暴力を防止し、被
害者を保護するための施策を講ずる
ことが必要である。このことは、女
性に対する暴力を根絶しようと努め
ている国際社会における取組にも沿
うものである。 
ここに、配偶者からの暴力に係る

通報、相談、保護、自立支援等の体
制を整備することにより、配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護を
図るため、この法律を制定する。 

（平一六法六四・一部改
正） 

第一章 総則 
（定義） 

第一条 この法律において「配偶者
からの暴力」とは、配偶者からの
身体に対する暴力（身体に対する
不法な攻撃であって生命又は身体
に危害を及ぼすものをいう。以下
同じ。）又はこれに準ずる心身に
有害な影響を及ぼす言動（以下こ
の項及び第二十八条の二において
「身体に対する暴力等」と総称す
る。）をいい、配偶者からの身体
に対する暴力等を受けた後に、そ
の者が離婚をし、又はその婚姻が
取り消された場合にあっては、当
該配偶者であった者から引き続き
受ける身体に対する暴力等を含む
ものとする。 

２ この法律において「被害者」と
は、配偶者からの暴力を受けた者

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律

（平成 13 年４月 13 日法律第 31 号) 
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をいう。 
３ この法律にいう「配偶者」に
は、婚姻の届出をしていないが事
実上婚姻関係と同様の事情にある
者を含み、「離婚」には、婚姻の
届出をしていないが事実上婚姻関
係と同様の事情にあった者が、事
実上離婚したと同様の事情に入る
ことを含むものとする。 

（平一六法六四・平二五法
七二・一部改正） 

（国及び地方公共団体の責務） 
第二条 国及び地方公共団体は、配
偶者からの暴力を防止するととも
に、被害者の保護（被害者の自立
を支援することを含む。以下同
じ。）を図る責務を有する。 

（平一六法六四・令五法三
〇・一部改正） 

第一章の二 基本方針及び都
道府県基本計画等 

（平一六法六四・追加、平
一九法一一三・改称） 

（基本方針） 
第二条の二 内閣総理大臣、国家公
安委員会、法務大臣及び厚生労働
大臣（以下この条及び次条第五項
において「主務大臣」という。）
は、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護のための施策に関す
る基本的な方針（以下この条並び
に次条第一項及び第三項において
「基本方針」という。）を定めな
ければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げ
る事項につき、次条第一項の都道
府県基本計画及び同条第三項の市
町村基本計画の指針となるべきも
のを定めるものとする。 
一 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する基本的な事
項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のための施策の内容
に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策を実施
するために必要な国、地方公共
団体及び民間の団体の連携及び
協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配
偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護のための施策に関する
重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、
又はこれを変更しようとするとき
は、あらかじめ、関係行政機関の
長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、
又はこれを変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければなら
ない。 

（平一六法六四・追加、平
一九法一一三・令五法三
〇・一部改正） 

（都道府県基本計画等） 
第二条の三 都道府県は、基本方針
に即して、当該都道府県における
配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護のための施策の実施に関
する基本的な計画（以下この条に
おいて「都道府県基本計画」とい
う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、
次に掲げる事項を定めるものとす
る。 
一 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する基本的な方
針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のための施策の実施
内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のための施策を実施
するために必要な当該都道府
県、関係地方公共団体及び民間
の団体の連携及び協力に関する
事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配
偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護のための施策の実施に
関する重要事項 
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３ 市町村（特別区を含む。以下同
じ。）は、基本方針に即し、か
つ、都道府県基本計画を勘案し
て、当該市町村における配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本
的な計画（以下この条において
「市町村基本計画」という。）を
定めるよう努めなければならな
い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府
県基本計画又は市町村基本計画を
定め、又は変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければなら
ない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町
村に対し、都道府県基本計画又は
市町村基本計画の作成のために必
要な助言その他の援助を行うよう
努めなければならない。 

（平一六法六四・追加、平
一九法一一三・令五法三
〇・一部改正） 

第二章 配偶者暴力相談支援
センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 
第三条 都道府県は、当該都道府県
が設置する女性相談支援センター
その他の適切な施設において、当
該各施設が配偶者暴力相談支援セ
ンターとしての機能を果たすよう
にするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置す
る適切な施設において、当該各施
設が配偶者暴力相談支援センター
としての機能を果たすようにする
よう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センター
は、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護のため、次に掲げる
業務を行うものとする。 
一 被害者に関する各般の問題につ
いて、相談に応ずること又は女
性相談支援員若しくは相談を行
う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させ

るため、医学的又は心理学的な
指導その他の必要な指導を行う
こと。 

三 被害者（被害者がその家族を同
伴する場合にあっては、被害者
及びその同伴する家族。次号、
第六号、第五条、第八条の三及
び第九条において同じ。）の緊
急時における安全の確保及び一
時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活すること
を促進するため、就業の促進、
住宅の確保、援護等に関する制
度の利用等について、情報の提
供、助言、関係機関との連絡調
整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度
の利用について、情報の提供、
助言、関係機関への連絡その他
の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設
の利用について、情報の提供、
助言、関係機関との連絡調整そ
の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性
相談支援センターが、自ら行い、
又は厚生労働大臣が定める基準を
満たす者に委託して行うものとす
る。 

５ 前項の規定による委託を受けた
者若しくはその役員若しくは職員
又はこれらの者であった者は、正
当な理由がなく、その委託を受け
た業務に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センター
は、その業務を行うに当たって
は、必要に応じ、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護を図る
ための活動を行う民間の団体との
連携に努めるものとする。 

（平一六法六四・平一九法
一一三・令元法四六・令四
法五二・令五法三〇・一部
改正） 

（女性相談支援員による相談等） 
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第四条 女性相談支援員は、被害者
の相談に応じ、必要な援助を行う
ことができる。 

（令四法五二・令五法三
〇・一部改正） 

（女性自立支援施設における保
護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援
施設において被害者の保護を行う
ことができる。 

（令四法五二・一部改正） 
（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又
は共同して、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護を図るた
め、関係機関、関係団体、配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保
護に関連する職務に従事する者そ
の他の関係者（第五項において
「関係機関等」という。）により
構成される協議会（以下「協議
会」という。）を組織するよう努
めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同し
て、協議会を組織することができ
る。 

３ 協議会は、被害者に関する情報
その他被害者の保護を図るために
必要な情報の交換を行うととも
に、被害者に対する支援の内容に
関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当
該地方公共団体は、内閣府令で定
めるところにより、その旨を公表
しなければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情
報の交換及び協議を行うため必要
があると認めるときは、関係機関
等に対し、資料又は情報の提供、
意見の開陳その他必要な協力を求
めることができる。 

（令五法三〇・追加） 
（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事す
る者又は従事していた者は、正当
な理由がなく、協議会の事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。 

（令五法三〇・追加） 
（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるものの
ほか、協議会の組織及び運営に関
し必要な事項は、協議会が定め
る。 

（令五法三〇・追加） 
第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者によ
る通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者
又は配偶者であった者からの身体
に対する暴力に限る。以下この章
において同じ。）を受けている者
を発見した者は、その旨を配偶者
暴力相談支援センター又は警察官
に通報するよう努めなければなら
ない。 

２ 医師その他の医療関係者は、そ
の業務を行うに当たり、配偶者か
らの暴力によって負傷し又は疾病
にかかったと認められる者を発見
したときは、その旨を配偶者暴力
相談支援センター又は警察官に通
報することができる。この場合に
おいて、その者の意思を尊重する
よう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五
号）の秘密漏示罪の規定その他の
守秘義務に関する法律の規定は、
前二項の規定により通報すること
を妨げるものと解釈してはならな
い。 

４ 医師その他の医療関係者は、そ
の業務を行うに当たり、配偶者か
らの暴力によって負傷し又は疾病
にかかったと認められる者を発見
したときは、その者に対し、配偶
者暴力相談支援センター等の利用
について、その有する情報を提供
するよう努めなければならない。 

（平一六法六四・一部改
正） 

（配偶者暴力相談支援センターに



 

 

55 

 

よる保護についての説明等） 
第七条 配偶者暴力相談支援センタ
ーは、被害者に関する通報又は相
談を受けた場合には、必要に応
じ、被害者に対し、第三条第三項
の規定により配偶者暴力相談支援
センターが行う業務の内容につい
て説明及び助言を行うとともに、
必要な保護を受けることを勧奨す
るものとする。 

（平一六法六四・一部改
正） 

（警察官による被害の防止） 
第八条 警察官は、通報等により配
偶者からの暴力が行われていると
認めるときは、警察法（昭和二十
九年法律第百六十二号）、警察官
職務執行法（昭和二十三年法律第
百三十六号）その他の法令の定め
るところにより、暴力の制止、被
害者の保護その他の配偶者からの
暴力による被害の発生を防止する
ために必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。 
（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府
県警察本部長（道警察本部の所在
地を包括する方面を除く方面につ
いては、方面本部長。第十五条第
三項において同じ。）又は警察署
長は、配偶者からの暴力を受けて
いる者から、配偶者からの暴力に
よる被害を自ら防止するための援
助を受けたい旨の申出があり、そ
の申出を相当と認めるときは、当
該配偶者からの暴力を受けている
者に対し、国家公安委員会規則で
定めるところにより、当該被害を
自ら防止するための措置の教示そ
の他配偶者からの暴力による被害
の発生を防止するために必要な援
助を行うものとする。 

（平一六法六四・追加） 
（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十
六年法律第四十五号）に定める福

祉に関する事務所（次条において
「福祉事務所」という。）は、生
活保護法（昭和二十五年法律第百
四十四号）、児童福祉法（昭和二
十二年法律第百六十四号）、母子
及び父子並びに寡婦福祉法（昭和
三十九年法律第百二十九号）その
他の法令の定めるところにより、
被害者の自立を支援するために必
要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。 

（平一六法六四・追加、平
二六法二八・一部改正） 

（被害者の保護のための関係機関
の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センタ
ー、都道府県警察、福祉事務所、
児童相談所その他の都道府県又は
市町村の関係機関その他の関係機
関は、被害者の保護を行うに当た
っては、その適切な保護が行われ
るよう、相互に連携を図りながら
協力するよう努めるものとする。 

（平一六法六四・令元法四
六・一部改正） 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 
第九条の二 前条の関係機関は、被
害者の保護に係る職員の職務の執
行に関して被害者から苦情の申出
を受けたときは、適切かつ迅速に
これを処理するよう努めるものと
する。 

（平一六法六四・追加） 
第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 
第十条 被害者（配偶者からの身体
に対する暴力又は生命、身体、自
由、名誉若しくは財産に対し害を
加える旨を告知してする脅迫（以
下この章において「身体に対する
暴力等」という。）を受けた者に
限る。以下この条並びに第十二条
第一項第三号及び第四号において
同じ。）が、配偶者（配偶者から
の身体に対する暴力等を受けた後
に、被害者が離婚をし、又はその
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婚姻が取り消された場合にあって
は、当該配偶者であった者。以下
この条及び第十二条第一項第二号
から第四号までにおいて同じ。）
からの更なる身体に対する暴力等
により、その生命又は心身に重大
な危害を受けるおそれが大きいと
きは、裁判所は、被害者の申立て
により、当該配偶者に対し、命令
の効力が生じた日から起算して一
年間、被害者の住居（当該配偶者
と共に生活の本拠としている住居
を除く。以下この項において同
じ。）その他の場所において被害
者の身辺につきまとい、又は被害
者の住居、勤務先その他その通常
所在する場所の付近をはいかいし
てはならないことを命ずるものと
する。 

２ 前項の場合において、同項の規
定による命令（以下「接近禁止命
令」という。）を発する裁判所又
は発した裁判所は、被害者の申立
てにより、当該配偶者に対し、命
令の効力が生じた日以後、接近禁
止命令の効力が生じた日から起算
して一年を経過する日までの間、
被害者に対して次に掲げる行為を
してはならないことを命ずるもの
とする。 
一 面会を要求すること。 
二 その行動を監視していると思わ
せるような事項を告げ、又はそ
の知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をす
ること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は
緊急やむを得ない場合を除き、
連続して、電話をかけ、文書を
送付し、通信文その他の情報
（電気通信（電気通信事業法
（昭和五十九年法律第八十六
号）第二条第一号に規定する電
気通信をいう。以下この号及び
第六項第一号において同じ。）
の送信元、送信先、通信日時そ

の他の電気通信を行うために必
要な情報を含む。以下この条に
おいて「通信文等」という。）
をファクシミリ装置を用いて送
信し、若しくは電子メールの送
信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、
午後十時から午前六時までの間
に、電話をかけ、通信文等をフ
ァクシミリ装置を用いて送信
し、又は電子メールの送信等を
すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著し
く不快又は嫌悪の情を催させる
ような物を送付し、又はその知
り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、
又はその知り得る状態に置くこ
と。 

八 その性的羞恥心を害する事項を
告げ、若しくはその知り得る状
態に置き、その性的羞恥心を害
する文書、図画、電磁的記録
（電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる
記録であって、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるもの
をいう。以下この号において同
じ。）に係る記録媒体その他の
物を送付し、若しくはその知り
得る状態に置き、又はその性的
羞恥心を害する電磁的記録その
他の記録を送信し、若しくはそ
の知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持
する位置情報記録・送信装置
（当該装置の位置に係る位置情
報（地理空間情報活用推進基本
法（平成十九年法律第六十三
号）第二条第一項第一号に規定
する位置情報をいう。以下この
号において同じ。）を記録し、
又は送信する機能を有する装置
で政令で定めるものをいう。以
下この号及び次号において同
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じ。）（同号に規定する行為が
された位置情報記録・送信装置
を含む。）により記録され、又
は送信される当該位置情報記
録・送信装置の位置に係る位置
情報を政令で定める方法により
取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持
する物に位置情報記録・送信装
置を取り付けること、位置情報
記録・送信装置を取り付けた物
を交付することその他その移動
に伴い位置情報記録・送信装置
を移動し得る状態にする行為と
して政令で定める行為をするこ
と。 

３ 第一項の場合において、被害者
がその成年に達しない子（以下こ
の項及び次項並びに第十二条第一
項第三号において単に「子」とい
う。）と同居しているときであっ
て、配偶者が幼年の子を連れ戻す
と疑うに足りる言動を行っている
ことその他の事情があることから
被害者がその同居している子に関
して配偶者と面会することを余儀
なくされることを防止するため必
要があると認めるときは、接近禁
止命令を発する裁判所又は発した
裁判所は、被害者の申立てによ
り、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、接近禁止命令
の効力が生じた日から起算して一
年を経過する日までの間、当該子
の住居（当該配偶者と共に生活の
本拠としている住居を除く。以下
この項において同じ。）、就学す
る学校その他の場所において当該
子の身辺につきまとい、又は当該
子の住居、就学する学校その他そ
の通常所在する場所の付近をはい
かいしてはならないこと及び当該
子に対して前項第二号から第十号
までに掲げる行為（同項第五号に
掲げる行為にあっては、電話をか
けること及び通信文等をファクシ

ミリ装置を用いて送信することに
限る。）をしてはならないことを
命ずるものとする。ただし、当該
子が十五歳以上であるときは、そ
の同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者
が被害者の親族その他被害者と社
会生活において密接な関係を有す
る者（被害者と同居している子及
び配偶者と同居している者を除
く。以下この項及び次項並びに第
十二条第一項第四号において「親
族等」という。）の住居に押し掛
けて著しく粗野又は乱暴な言動を
行っていることその他の事情があ
ることから被害者がその親族等に
関して配偶者と面会することを余
儀なくされることを防止するため
必要があると認めるときは、接近
禁止命令を発する裁判所又は発し
た裁判所は、被害者の申立てによ
り、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、接近禁止命令
の効力が生じた日から起算して一
年を経過する日までの間、当該親
族等の住居（当該配偶者と共に生
活の本拠としている住居を除く。
以下この項において同じ。）その
他の場所において当該親族等の身
辺につきまとい、又は当該親族等
の住居、勤務先その他その通常所
在する場所の付近をはいかいして
はならないことを命ずるものとす
る。 

５ 前項の申立ては、当該親族等
（被害者の十五歳未満の子を除
く。以下この項において同じ。）
の同意（当該親族等が十五歳未満
の者又は成年被後見人である場合
にあっては、その法定代理人の同
意）がある場合に限り、すること
ができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電
子メールの送信等」とは、次の各
号のいずれかに掲げる行為（電話
をかけること及び通信文等をファ
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クシミリ装置を用いて送信するこ
とを除く。）をいう。 
一 電子メール（特定電子メールの
送信の適正化等に関する法律
（平成十四年法律第二十六号）
第二条第一号に規定する電子メ
ールをいう。）その他のその受
信をする者を特定して情報を伝
達するために用いられる電気通
信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子
情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用す
る方法であって、内閣府令で定
めるものを用いて通信文等の送
信を行うこと。 

（平一六法六四・平一九法
一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（退去等命令） 
第十条の二 被害者（配偶者からの
身体に対する暴力又は生命等に対
する脅迫（被害者の生命又は身体
に対し害を加える旨を告知してす
る脅迫をいう。以下この章におい
て同じ。）を受けた者に限る。以
下この条及び第十八条第一項にお
いて同じ。）が、配偶者（配偶者
からの身体に対する暴力又は生命
等に対する脅迫を受けた後に、被
害者が離婚をし、又はその婚姻が
取り消された場合にあっては、当
該配偶者であった者。以下この
条、第十二条第二項第二号及び第
十八条第一項において同じ。）か
ら更に身体に対する暴力を受ける
ことにより、その生命又は身体に
重大な危害を受けるおそれが大き
いときは、裁判所は、被害者の申
立てにより、当該配偶者に対し、
命令の効力が生じた日から起算し
て二月間（被害者及び当該配偶者
が生活の本拠として使用する建物
又は区分建物（不動産登記法（平
成十六年法律第百二十三号）第二
条第二十二号に規定する区分建物

をいう。）の所有者又は賃借人が
被害者のみである場合において、
被害者の申立てがあったときは、
六月間）、被害者と共に生活の本
拠としている住居から退去するこ
と及び当該住居の付近をはいかい
してはならないことを命ずるもの
とする。ただし、申立ての時にお
いて被害者及び当該配偶者が生活
の本拠を共にする場合に限る。 

（令五法三〇・追加） 
（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の
規定による命令（以下「退去等命
令」という。）の申立てに係る事
件は、相手方の住所（日本国内に
住所がないとき又は住所が知れな
いときは居所）の所在地を管轄す
る地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の
各号に掲げる地を管轄する地方裁
判所にもすることができる。 
一 申立人の住所又は居所の所在地 
二 当該申立てに係る配偶者からの
身体に対する暴力等が行われた
地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各
号に掲げる地を管轄する地方裁判
所にもすることができる。 
一 申立人の住所又は居所の所在地 
二 当該申立てに係る配偶者からの
身体に対する暴力又は生命等に
対する脅迫が行われた地 

（平一六法六四・平一九法
一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（接近禁止命令等の申立て等） 
第十二条 接近禁止命令及び第十条
第二項から第四項までの規定によ
る命令の申立ては、次に掲げる事
項を記載した書面でしなければな
らない。 
一 配偶者からの身体に対する暴力
等を受けた状況（当該身体に対
する暴力等を受けた後に、被害
者が離婚をし、又はその婚姻が
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取り消された場合であって、当
該配偶者であった者からの身体
に対する暴力等を受けたときに
あっては、当該配偶者であった
者からの身体に対する暴力等を
受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶
者からの更なる身体に対する暴
力等により、生命又は心身に重
大な危害を受けるおそれが大き
いと認めるに足りる申立ての時
における事情 

三 第十条第三項の規定による命令
（以下この号並びに第十七条第
三項及び第四項において「三項
命令」という。）の申立てをす
る場合にあっては、被害者が当
該同居している子に関して配偶
者と面会することを余儀なくさ
れることを防止するため当該三
項命令を発する必要があると認
めるに足りる申立ての時におけ
る事情 

四 第十条第四項の規定による命令
の申立てをする場合にあって
は、被害者が当該親族等に関し
て配偶者と面会することを余儀
なくされることを防止するため
当該命令を発する必要があると
認めるに足りる申立ての時にお
ける事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの
職員又は警察職員に対し、前各
号に掲げる事項について相談
し、又は援助若しくは保護を求
めた事実の有無及びその事実が
あるときは、次に掲げる事項 
イ 当該配偶者暴力相談支援セン
ター又は当該警察職員の所属
官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保
護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは
保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対し
て執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲
げる事項を記載した書面でしなけ
ればならない。 
一 配偶者からの身体に対する暴力
又は生命等に対する脅迫を受け
た状況（当該身体に対する暴力
又は生命等に対する脅迫を受け
た後に、被害者が離婚をし、又
はその婚姻が取り消された場合
であって、当該配偶者であった
者からの身体に対する暴力又は
生命等に対する脅迫を受けたと
きにあっては、当該配偶者であ
った者からの身体に対する暴力
又は生命等に対する脅迫を受け
た状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶
者から更に身体に対する暴力を
受けることにより、生命又は身
体に重大な危害を受けるおそれ
が大きいと認めるに足りる申立
ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの
職員又は警察職員に対し、前二
号に掲げる事項について相談
し、又は援助若しくは保護を求
めた事実の有無及びその事実が
あるときは、次に掲げる事項 
イ 当該配偶者暴力相談支援セン
ター又は当該警察職員の所属
官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保
護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは
保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対し
て執られた措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」
という。）に第一項第五号イから
ニまで又は前項第三号イからニま
でに掲げる事項の記載がない場合
には、申立書には、第一項第一号
から第四号まで又は前項第一号及
び第二号に掲げる事項についての
申立人の供述を記載した書面で公
証人法（明治四十一年法律第五十
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三号）第五十八条ノ二第一項の認
証を受けたものを添付しなければ
ならない。 

（平一六法六四・平一九法
一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（迅速な裁判） 
第十三条 裁判所は、接近禁止命
令、第十条第二項から第四項まで
の規定による命令及び退去等命令
（以下「保護命令」という。）の
申立てに係る事件については、速
やかに裁判をするものとする。 

（平一六法六四・令五法三
〇・一部改正） 

（保護命令事件の審理の方法） 
第十四条 保護命令は、口頭弁論又
は相手方が立ち会うことができる
審尋の期日を経なければ、これを
発することができない。ただし、
その期日を経ることにより保護命
令の申立ての目的を達することが
できない事情があるときは、この
限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号
イからニまで又は同条第二項第三
号イからニまでに掲げる事項の記
載がある場合には、裁判所は、当
該配偶者暴力相談支援センター又
は当該所属官署の長に対し、申立
人が相談し、又は援助若しくは保
護を求めた際の状況及びこれに対
して執られた措置の内容を記載し
た書面の提出を求めるものとす
る。この場合において、当該配偶
者暴力相談支援センター又は当該
所属官署の長は、これに速やかに
応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める
場合には、前項の配偶者暴力相談
支援センター若しくは所属官署の
長又は申立人から相談を受け、若
しくは援助若しくは保護を求めら
れた職員に対し、同項の規定によ
り書面の提出を求めた事項に関し
て更に説明を求めることができ

る。 
（平一六法六四・平一九法
一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（期日の呼出し） 
第十四条の二 保護命令に関する手
続における期日の呼出しは、呼出
状の送達、当該事件について出頭
した者に対する期日の告知その他
相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件につ
いて出頭した者に対する期日の告
知以外の方法による期日の呼出し
をしたときは、期日に出頭しない
者に対し、法律上の制裁その他期
日の不遵守による不利益を帰する
ことができない。ただし、その者
が期日の呼出しを受けた旨を記載
した書面を提出したときは、この
限りでない。 

（令五法三〇・追加） 
（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手
続における公示送達は、裁判所書
記官が送達すべき書類を保管し、
いつでも送達を受けるべき者に交
付すべき旨を裁判所の掲示場に掲
示してする。 

（令五法三〇・追加） 
（電子情報処理組織による申立て
等） 

第十四条の四 保護命令に関する手
続における申立てその他の申述
（以下この条において「申立て
等」という。）のうち、当該申立
て等に関するこの法律その他の法
令の規定により書面等（書面、書
類、文書、謄本、抄本、正本、副
本、複本その他文字、図形等人の
知覚によって認識することができ
る情報が記載された紙その他の有
体物をいう。次項及び第四項にお
いて同じ。）をもってするものと
されているものであって、最高裁
判所の定める裁判所に対してする
もの（当該裁判所の裁判長、受命
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裁判官、受託裁判官又は裁判所書
記官に対してするものを含む。）
については、当該法令の規定にか
かわらず、最高裁判所規則で定め
るところにより、電子情報処理組
織（裁判所の使用に係る電子計算
機（入出力装置を含む。以下この
項及び第三項において同じ。）と
申立て等をする者の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織をいう。）
を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て
等については、当該申立て等を書
面等をもってするものとして規定
した申立て等に関する法令の規定
に規定する書面等をもってされた
ものとみなして、当該申立て等に
関する法令の規定を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立
て等は、同項の裁判所の使用に係
る電子計算機に備えられたファイ
ルへの記録がされた時に、当該裁
判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申
立て等に関する他の法令の規定に
より署名等（署名、記名、押印そ
の他氏名又は名称を書面等に記載
することをいう。以下この項にお
いて同じ。）をすることとされて
いるものについては、当該申立て
等をする者は、当該法令の規定に
かかわらず、当該署名等に代え
て、最高裁判所規則で定めるとこ
ろにより、氏名又は名称を明らか
にする措置を講じなければならな
い。 

５ 第一項の規定によりされた申立
て等が第三項に規定するファイル
に記録されたときは、第一項の裁
判所は、当該ファイルに記録され
た情報の内容を書面に出力しなけ
ればならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立
て等に係るこの法律その他の法令
の規定による事件の記録の閲覧若

しくは謄写又はその正本、謄本若
しくは抄本の交付は、前項の書面
をもってするものとする。当該申
立て等に係る書類の送達又は送付
も、同様とする。 

（令五法三〇・追加） 
（保護命令の申立てについての決
定等） 

第十五条 保護命令の申立てについ
ての決定には、理由を付さなけれ
ばならない。ただし、口頭弁論を
経ないで決定をする場合には、理
由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決
定書の送達又は相手方が出頭した
口頭弁論若しくは審尋の期日にお
ける言渡しによって、その効力を
生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判
所書記官は、速やかにその旨及び
その内容を申立人の住所又は居所
を管轄する警視総監又は道府県警
察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合におい
て、申立人が配偶者暴力相談支援
センターの職員に対し相談し、又
は援助若しくは保護を求めた事実
があり、かつ、申立書に当該事実
に係る第十二条第一項第五号イか
らニまで又は同条第二項第三号イ
からニまでに掲げる事項の記載が
あるときは、裁判所書記官は、速
やかに、保護命令を発した旨及び
その内容を、当該申立書に名称が
記載された配偶者暴力相談支援セ
ンター（当該申立書に名称が記載
された配偶者暴力相談支援センタ
ーが二以上ある場合にあっては、
申立人がその職員に対し相談し、
又は援助若しくは保護を求めた日
時が最も遅い配偶者暴力相談支援
センター）の長に通知するものと
する。 

５ 保護命令は、執行力を有しな
い。 

（平一六法六四・平一九法
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一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（即時抗告） 
第十六条 保護命令の申立てについ
ての裁判に対しては、即時抗告を
することができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の
効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合におい
て、保護命令の取消しの原因とな
ることが明らかな事情があること
につき疎明があったときに限り、
抗告裁判所は、申立てにより、即
時抗告についての裁判が効力を生
ずるまでの間、保護命令の効力の
停止を命ずることができる。事件
の記録が原裁判所に存する間は、
原裁判所も、この処分を命ずるこ
とができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令
の効力の停止を命ずる場合におい
て、第十条第二項から第四項まで
の規定による命令が発せられてい
るときは、裁判所は、当該命令の
効力の停止をも命じなければなら
ない。 

５ 前二項の規定による裁判に対し
ては、不服を申し立てることがで
きない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取
り消す場合において、第十条第二
項から第四項までの規定による命
令が発せられているときは、抗告
裁判所は、当該命令をも取り消さ
なければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知が
されている保護命令について、第
三項若しくは第四項の規定により
その効力の停止を命じたとき又は
抗告裁判所がこれを取り消したと
きは、裁判所書記官は、速やか
に、その旨及びその内容を当該通
知をした配偶者暴力相談支援セン
ターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及
び第四項の場合並びに抗告裁判所

が保護命令を取り消した場合につ
いて準用する。 

（平一六法六四・平一九法
一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（保護命令の取消し） 
第十七条 保護命令を発した裁判所
は、当該保護命令の申立てをした
者の申立てがあった場合には、当
該保護命令を取り消さなければな
らない。接近禁止命令又は第十条
第二項から第四項までの規定によ
る命令にあっては接近禁止命令が
効力を生じた日から起算して三月
を経過した日以後において、退去
等命令にあっては当該退去等命令
が効力を生じた日から起算して二
週間を経過した日以後において、
これらの命令を受けた者が申し立
て、当該裁判所がこれらの命令の
申立てをした者に異議がないこと
を確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止
命令を発した裁判所が前項の規定
により当該接近禁止命令を取り消
す場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁
止命令が効力を生じた日から起算
して六月を経過した日又は当該三
項命令が効力を生じた日から起算
して三月を経過した日のいずれか
遅い日以後において、当該三項命
令を発した裁判所に対し、第十条
第三項に規定する要件を欠くに至
ったことを理由として、当該三項
命令の取消しの申立てをすること
ができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判
をするときは、当該取消しに係る
三項命令の申立てをした者の意見
を聴かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについ
ての裁判に対しては、即時抗告を
することができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定
しなければその効力を生じない。 
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７ 第十五条第三項及び前条第七項
の規定は、第一項から第三項まで
の場合について準用する。 

（平一六法六四・平一九法
一一三・令五法三〇・一部
改正） 

（退去等命令の再度の申立て） 
第十八条 退去等命令が発せられた
後に当該発せられた退去等命令の
申立ての理由となった身体に対す
る暴力又は生命等に対する脅迫と
同一の事実を理由とする退去等命
令の再度の申立てがあったとき
は、裁判所は、配偶者と共に生活
の本拠としている住居から転居し
ようとする被害者がその責めに帰
することのできない事由により当
該発せられた命令の期間までに当
該住居からの転居を完了すること
ができないことその他の退去等命
令を再度発する必要があると認め
るべき事情があるときに限り、退
去等命令を発するものとする。た
だし、当該退去等命令を発するこ
とにより当該配偶者の生活に特に
著しい支障を生ずると認めるとき
は、当該退去等命令を発しないこ
とができる。 

２ 前項の申立てをする場合におけ
る第十二条の規定の適用について
は、同条第二項各号列記以外の部
分中「事項」とあるのは「事項及
び第十八条第一項本文の事情」
と、同項第三号中「事項に」とあ
るのは「事項及び第十八条第一項
本文の事情に」と、同条第三項中
「事項に」とあるのは「事項並び
に第十八条第一項本文の事情に」
とする。 

（平一六法六四・全改、平
一九法一一三・令五法三
〇・一部改正） 

（事件の記録の閲覧等） 
第十九条 保護命令に関する手続に
ついて、当事者は、裁判所書記官
に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは
抄本の交付又は事件に関する事項
の証明書の交付を請求することが
できる。ただし、相手方にあって
は、保護命令の申立てに関し口頭
弁論若しくは相手方を呼び出す審
尋の期日の指定があり、又は相手
方に対する保護命令の送達がある
までの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 
（令五法三〇） 

（民事訴訟法の準用） 
第二十一条 この法律に特別の定め
がある場合を除き、保護命令に関
する手続に関しては、その性質に
反しない限り、民事訴訟法（平成
八年法律第百九号）第一編から第
四編までの規定（同法第七十一条
第二項、第九十一条の二、第九十
二条第九項及び第十項、第九十二
条の二第二項、第九十四条、第百
条第二項、第一編第五章第四節第
三款、第百十一条、第一編第七
章、第百三十三条の二第五項及び
第六項、第百三十三条の三第二
項、第百五十一条第三項、第百六
十条第二項、第百八十五条第三
項、第二百五条第二項、第二百十
五条第二項、第二百二十七条第二
項並びに第二百三十二条の二の規
定を除く。）を準用する。この場
合において、次の表の上欄に掲げ
る同法の規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句に読み替えるものとす
る。 

第百十二
条第一項
本文 

前条の規定
による措置
を開始した 

裁判所書記官
が送達すべき
書類を保管
し、いつでも
送達を受ける
べき者に交付
すべき旨の裁
判所の掲示場
への掲示を始
めた 
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第百十二
条第一項
ただし書 

前条の規定
による措置
を開始した 

当該掲示を始
めた 

第百十三
条 

書類又は電
磁的記録 

書類 

 記載又は記
録 

記載 

 第百十一条
の規定によ
る措置を開
始した 

裁判所書記官
が送達すべき
書類を保管
し、いつでも
送達を受ける
べき者に交付
すべき旨の裁
判所の掲示場
への掲示を始
めた 

第百三十
三条の三
第一項 

記載され、
又は記録さ
れた書面又
は電磁的記
録 

記載された書
面 

当該書面又
は電磁的記
録 

当該書面 

 又は電磁的
記録その他
これに類す
る書面又は
電磁的記録 

その他これに
類する書面 

第百五十
一条第二
項及び第
二百三十
一条の二
第二項 

方法又は最
高裁判所規
則で定める
電子情報処
理組織を使
用する方法 

方法 

第百六十
条第一項 

最高裁判所
規則で定め
るところに
より、電子
調書（期日
又は期日外
における手
続の方式、
内容及び経
過等の記録

調書 

及び公証を
するために
この法律そ
の他の法令
の規定によ
り裁判所書
記官が作成
する電磁的
記録をい
う。以下同
じ。） 

第百六十
条第三項 

前項の規定
によりファ
イルに記録
された電子
調書の内容
に 

調書の記載に
ついて 

第百六十
条第四項 

第二項の規
定によりフ
ァイルに記
録された電
子調書 

調書 

 当該電子調
書 

当該調書 

第百六十
条の二第
一項 

前条第二項
の規定によ
りファイル
に記録され
た電子調書
の内容 

調書の記載 

第百六十
条の二第
二項 

その旨をフ
ァイルに記
録して 

調書を作成し
て 

第二百五
条第三項 

事項又は前
項の規定に
よりファイ
ルに記録さ
れた事項若
しくは同項
の記録媒体
に記録され
た事項 

事項 

第二百十
五条第四
項 

事項又は第
二項の規定
によりファ
イルに記録

事項 
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された事項
若しくは同
項の記録媒
体に記録さ
れた事項 

第二百三
十一条の
三第二項 

若しくは送
付し、又は
最高裁判所
規則で定め
る電子情報
処理組織を
使用する 

又は送付する 

第二百六
十一条第
四項 

電子調書 調書 
記録しなけ
れば 

記載しなけれ
ば 

（令五法三〇・全改） 
（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもの
のほか、保護命令に関する手続に
関し必要な事項は、最高裁判所規
則で定める。 

第五章 雑則 
（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係
る被害者の保護、捜査、裁判等に
職務上関係のある者（次項におい
て「職務関係者」という。）は、
その職務を行うに当たり、被害者
の心身の状況、その置かれている
環境等を踏まえ、被害者の国籍、
障害の有無等を問わずその人権を
尊重するとともに、その安全の確
保及び秘密の保持に十分な配慮を
しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関
係者に対し、被害者の人権、配偶
者からの暴力の特性等に関する理
解を深めるために必要な研修及び
啓発を行うものとする。 

（平一六法六四・一部改
正） 

（教育及び啓発） 
第二十四条 国及び地方公共団体
は、配偶者からの暴力の防止に関
する国民の理解を深めるための教
育及び啓発に努めるものとする。 

（平一六法六四・一部改
正） 

（調査研究の推進等） 
第二十五条 国及び地方公共団体
は、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に資するため、加害
者の更生のための指導の方法、被
害者の心身の健康を回復させるた
めの方法等に関する調査研究の推
進並びに被害者の保護に係る人材
の養成及び資質の向上に努めるも
のとする。 
（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体
は、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護を図るための活動を
行う民間の団体に対し、必要な援
助を行うよう努めるものとする。 
（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号
に掲げる費用を支弁しなければな
らない。 
一 第三条第三項の規定に基づき同
項に掲げる業務を行う女性相談
支援センターの運営に要する費
用（次号に掲げる費用を除
く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基
づき女性相談支援センターが行
う一時保護（同条第四項に規定
する厚生労働大臣が定める基準
を満たす者に委託して行う場合
を含む。）及びこれに伴い必要
な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県
が置く女性相談支援員が行う業
務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県
が行う保護（市町村、社会福祉
法人その他適当と認める者に委
託して行う場合を含む。）及び
これに伴い必要な事務に要する
費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づ
き市町村が置く女性相談支援員が
行う業務に要する費用を支弁しな
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ければならない。 
（平一六法六四・令四法五
二・一部改正） 

（国の負担及び補助） 
第二十八条 国は、政令の定めると
ころにより、都道府県が前条第一
項の規定により支弁した費用のう
ち、同項第一号及び第二号に掲げ
るものについては、その十分の五
を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、
次の各号に掲げる費用の十分の五
以内を補助することができる。 
一 都道府県が前条第一項の規定に
より支弁した費用のうち、同項
第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定によ
り支弁した費用 

（令四法五二・一部改正） 
第五章の二 補則 
（平二五法七二・追加） 

（この法律の準用） 
第二十八条の二 第二条及び第一章
の二から前章までの規定は、生活
の本拠を共にする交際（婚姻関係
における共同生活に類する共同生
活を営んでいないものを除く。）
をする関係にある相手からの暴力
（当該関係にある相手からの身体
に対する暴力等をいい、当該関係
にある相手からの身体に対する暴
力等を受けた後に、その者が当該
関係を解消した場合にあっては、
当該関係にあった者から引き続き
受ける身体に対する暴力等を含
む。）及び当該暴力を受けた者に
ついて準用する。この場合におい
て、これらの規定（同条を除
く。）中「配偶者からの暴力」と
あるのは、「特定関係者からの暴
力」と読み替えるほか、次の表の
上欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下
欄に掲げる字句に読み替えるもの
とする。 

第二条 配偶者 第二十八条の二

に規定する関係
にある相手（以
下「特定関係
者」という。） 

 、被害者 、被害者（特定
関係者からの暴
力を受けた者を
いう。以下同
じ。） 

第六条第
一項 

配偶者又
は配偶者
であった
者 

特定関係者又は
特定関係者であ
った者 

第十条第
一項から
第四項ま
で、第十
条の二、
第十一条
第二項第
二号及び
第三項第
二号、第
十二条第
一項第一
号から第
四号まで
並びに第
二項第一
号及び第
二号並び
に第十八
条第一項 

配偶者 特定関係者 

第十条第
一項、第
十条の二
並びに第
十二条第
一項第一
号及び第
二項第一
号 

離婚を
し、又は
その婚姻
が取り消
された場
合 

第二十八条の二
に規定する関係
を解消した場合 

（平二五法七二・追加、令
五法三〇・一部改正） 

第六章 罰則 
第二十九条 保護命令（前条におい
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て読み替えて準用する第十条第一
項から第四項まで及び第十条の二
の規定によるものを含む。第三十
一条において同じ。）に違反した
者は、二年以下の懲役又は二百万
円以下の罰金に処する。 

（平二五法七二・令五法三
〇・一部改正） 

第三十条 第三条第五項又は第五条
の三の規定に違反して秘密を漏ら
した者は、一年以下の拘禁刑又は
五十万円以下の罰金に処する。 

（令五法三〇・追加） 
第三十一条 第十二条第一項若しく
は第二項（第十八条第二項の規定
により読み替えて適用する場合を
含む。）又は第二十八条の二にお
いて読み替えて準用する第十二条
第一項若しくは第二項（第二十八
条の二において準用する第十八条
第二項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の規定によ
り記載すべき事項について虚偽の
記載のある申立書により保護命令
の申立てをした者は、十万円以下
の過料に処する。 

（平一六法六四・平二五法
七二・一部改正、令五法三
〇・旧第三十条繰下・一部
改正） 

附 則 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から
起算して六月を経過した日から施
行する。ただし、第二章、第六条
（配偶者暴力相談支援センターに
係る部分に限る。）、第七条、第
九条（配偶者暴力相談支援センタ
ーに係る部分に限る。）、第二十
七条及び第二十八条の規定は、平
成十四年四月一日から施行する。 
（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日ま
でに婦人相談所に対し被害者が配
偶者からの身体に対する暴力に関
して相談し、又は援助若しくは保

護を求めた場合における当該被害
者からの保護命令の申立てに係る
事件に関する第十二条第一項第四
号並びに第十四条第二項及び第三
項の規定の適用については、これ
らの規定中「配偶者暴力相談支援
センター」とあるのは、「婦人相
談所」とする。 

（平一六法六四・一部改
正） 

（検討） 
第三条 この法律の規定について
は、この法律の施行後三年を目途
として、この法律の施行状況等を
勘案し、検討が加えられ、その結
果に基づいて必要な措置が講ぜら
れるものとする。 

附 則 （平成一六年六月二
日法律第六四号） 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から
起算して六月を経過した日から施
行する。 
（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこ
の法律による改正前の配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律（次項において「旧
法」という。）第十条の規定によ
る命令の申立てに係る同条の規定
による命令に関する事件について
は、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による
命令が発せられた後に当該命令の
申立ての理由となった身体に対す
る不法な攻撃であって生命又は身
体に危害を及ぼすものと同一の事
実を理由とするこの法律による改
正後の配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護に関する法律（以
下「新法」という。）第十条第一
項第二号の規定による命令の申立
て（この法律の施行後最初にされ
るものに限る。）があった場合に
おける新法第十八条第一項の規定
の適用については、同項中「二
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月」とあるのは、「二週間」とす
る。 
（検討） 

第三条 新法の規定については、こ
の法律の施行後三年を目途とし
て、新法の施行状況等を勘案し、
検討が加えられ、その結果に基づ
いて必要な措置が講ぜられるもの
とする。 

附 則 （平成一九年七月一
一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から
起算して六月を経過した日から施
行する。 
（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこ
の法律による改正前の配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律第十条の規定による命
令の申立てに係る同条の規定によ
る命令に関する事件については、
なお従前の例による。 

附 則 （平成二五年七月三
日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算
して六月を経過した日から施行す
る。 

附 則 （平成二六年四月二
三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十七年
四月一日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。 
一 略 
二 第二条並びに附則第三条、第七
条から第十条まで、第十二条及
び第十五条から第十八条までの
規定 平成二十六年十月一日 
附 則 （令和元年六月二六
日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和二年四月
一日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。 
一 附則第四条、第七条第一項及び
第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委
任） 

第四条 前二条に規定するもののほ
か、この法律の施行に伴い必要な
経過措置は、政令で定める。 
（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号
に掲げる規定の施行後三年を目途
に、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律第六
条第一項及び第二項の通報の対象
となる同条第一項に規定する配偶
者からの暴力の形態並びに同法第
十条第一項から第四項までの規定
による命令の申立てをすることが
できる同条第一項に規定する被害
者の範囲の拡大について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲
げる規定の施行後三年を目途に、
配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律第一条第
一項に規定する配偶者からの暴力
に係る加害者の地域社会における
更生のための指導及び支援の在り
方について検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。 

附 則 （令和四年五月二五
日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和六年四月
一日から施行する。ただし、次の
各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。 
一 次条並びに附則第三条、第五条
及び第三十八条の規定 公布の
日 

（政令への委任） 
第三十八条 この附則に定めるもの
のほか、この法律の施行に関し必
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要な経過措置は、政令で定める。 
―――――――――― 
○刑法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の
整理等に関する法律（令和
四法律六八）抄 

（経過措置の政令への委任） 
第五百九条 この編に定めるものの
ほか、刑法等一部改正法等の施行
に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。 

附 則 （令和四年六月一七
日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、刑法等一部改正法
施行日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。 

（施行日＝令和七年六月一
日） 

一 第五百九条の規定 公布の日 
―――――――――― 
附 則 （令和五年五月一九
日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和六年四月
一日から施行する。ただし、次の
各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。 
一 附則第七条の規定 公布の日 
二 第二十一条の改正規定 民事訴
訟法等の一部を改正する法律
（令和四年法律第四十八号。附
則第三条において「民事訴訟法
等改正法」という。）附則第一
条第四号に掲げる規定の施行の
日 

（施行の日＝令和六年三月
一日） 

（保護命令事件に係る経過措置） 
第二条 この法律による改正後の配
偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する法律（以下「新
法」という。）第十条及び第十条
の二の規定は、この法律の施行の
日（以下この条において「施行

日」という。）以後にされる保護
命令の申立てに係る事件について
適用し、施行日前にされた保護命
令の申立てに係る事件について
は、なお従前の例による。 

２ 新法第十一条第二項及び第三項
並びに第十二条第一項及び第二項
の規定は、施行日以後にされる保
護命令の申立てについて適用し、
施行日前にされた保護命令の申立
てについては、なお従前の例によ
る。 

３ 新法第十八条第一項の規定は、
施行日以後にされる同項に規定す
る再度の申立てに係る事件につい
て適用し、施行日前にされた同項
に規定する再度の申立てに係る事
件については、なお従前の例によ
る。 
（民事訴訟法等改正法の施行の日
の前日までの間の経過措置） 

第三条 新法第十四条の二から第十
四条の四までの規定は、民事訴訟
法等改正法の施行の日の前日まで
の間は、適用しない。 

２ 附則第一条第二号に規定する規
定の施行の日から民事訴訟法等改
正法の施行の日の前日までの間に
おける新法第二十一条の規定の適
用については、同条中「第七十一
条第二項、第九十一条の二、第九
十二条第九項及び第十項、第九十
二条の二第二項、第九十四条、第
百条第二項、第一編第五章第四節
第三款、第百十一条、第一編第七
章、第百三十三条の二第五項及び
第六項、第百三十三条の三第二
項、第百五十一条第三項、第百六
十条第二項、第百八十五条第三
項、第二百五条第二項、第二百十
五条第二項、第二百二十七条第二
項並びに第二百三十二条の二の規
定を除く。）を準用する。この場
合において、次の表の上欄に掲げ
る同法の規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の下欄に
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掲げる字句に読み替えるものとす
る」とあるのは、「第八十七条の
二の規定を除く。）を準用する」
とする。 
（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 刑法等の一部を改正する法
律（令和四年法律第六十七号）の
施行の日（以下この条において
「刑法施行日」という。）の前日
までの間における新法第三十条の
規定の適用については、同条中
「拘禁刑」とあるのは、「懲役」
とする。刑法施行日以後における
刑法施行日前にした行為に対する
同条の規定の適用についても、同
様とする。 
（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほ
か、この法律の施行に関し必要な
経過措置（罰則に関する経過措置
を含む。）は、政令で定める。 
（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後
三年を経過した場合において、新
法の施行の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、新法の規定
について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。 

―――――――――― 
○民事関係手続等における情
報通信技術の活用等の推進
を図るための関係法律の整
備に関する法律（令和五法
律五三）抄 

（政令への委任） 
第三百八十八条 この法律に定める
もののほか、この法律の施行に関
し必要な経過措置は、政令で定め
る。 

附 則 （令和五年六月一四
日法律第五三号） 抄 

この法律は、公布の日から起算し
て五年を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。 
一 第三十二章の規定及び第三百八十
八条の規定 公布の日 

二 第一条中民事執行法第二十二条第
五号の改正規定、同法第二十五条
の改正規定、同法第二十六条の改
正規定、同法第二十九条の改正規
定（「の謄本」の下に「又は電磁
的記録に記録されている事項の全
部を記録した電磁的記録」を加え
る部分を除く。）、同法第九十一
条第一項第三号の改正規定、同法
第百四十一条第一項第三号の改正
規定、同法第百八十一条第一項の
改正規定、同条第四項の改正規
定、同法第百八十三条の改正規
定、同法第百八十九条の改正規定
及び同法第百九十三条第一項の改
正規定、第十二条、第三十三条、
第三十四条、第三十六条及び第三
十七条の規定、第四十二条中組織
的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
制等に関する法律第三十九条第二
項の改正規定、第四十五条の規定
（民法第九十八条第二項及び第百
五十一条第四項の改正規定を除
く。）、第四十七条中鉄道抵当法
第四十一条の改正規定及び同法第
四十三条第三項の改正規定、第四
十八条及び第四章の規定、第八十
八条中民事訴訟費用等に関する法
律第二条の改正規定、第九十一条
の規定、第百八十五条中配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律第十二条第三項の
改正規定、第百九十八条の規定並
びに第三百八十七条の規定 公布
の日から起算して二年六月を超え
ない範囲内において政令で定める
日 

―――――――――― 
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第百八十九回通常国会 
第三次安倍内閣 

改正 平成二九年三月三一日法律第
一四号 

令和元年六月五日同第二四号 
同四年三月三一日同第一二号 
同四年六月一七日同第六八号 

女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律をここに公布する。 

女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律 

目次 
第一章 総則（第一条―第四条） 
第二章 基本方針等（第五条・第

六条） 
第三章 事業主行動計画等 
第一節 事業主行動計画策定指

針（第七条） 
第二節 一般事業主行動計画等

（第八条―第十八条） 
第三節 特定事業主行動計画

（第十九条） 
第四節 女性の職業選択に資す

る情報の公表（第二十
条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における
活躍を推進するための支
援措置（第二十二条―第
二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十
三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三
十九条） 

附則 
第一章 総則 

（目的） 
第一条 この法律は、近年、自らの
意思によって職業生活を営み、又
は営もうとする女性がその個性と
能力を十分に発揮して職業生活に
おいて活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」とい
う。）が一層重要となっているこ
とに鑑み、男女共同参画社会基本
法（平成十一年法律第七十八号）
の基本理念にのっとり、女性の職
業生活における活躍の推進につい
て、その基本原則を定め、並びに
国、地方公共団体及び事業主の責
務を明らかにするとともに、基本
方針及び事業主の行動計画の策
定、女性の職業生活における活躍
を推進するための支援措置等につ
いて定めることにより、女性の職
業生活における活躍を迅速かつ重
点的に推進し、もって男女の人権
が尊重され、かつ、急速な少子高
齢化の進展、国民の需要の多様化
その他の社会経済情勢の変化に対
応できる豊かで活力ある社会を実
現することを目的とする。 
（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活
躍の推進は、職業生活における活
躍に係る男女間の格差の実情を踏
まえ、自らの意思によって職業生
活を営み、又は営もうとする女性
に対する採用、教育訓練、昇進、
職種及び雇用形態の変更その他の
職業生活に関する機会の積極的な
提供及びその活用を通じ、かつ、
性別による固定的な役割分担等を
反映した職場における慣行が女性
の職業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性
と能力が十分に発揮できるように
することを旨として、行われなけ
ればならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の
推進は、職業生活を営む女性が結
婚、妊娠、出産、育児、介護その
他の家庭生活に関する事由により
やむを得ず退職することが多いこ
とその他の家庭生活に関する事由
が職業生活に与える影響を踏ま
え、家族を構成する男女が、男女

女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律 

（平成 27 年９月４日法律第 64 号) 
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の別を問わず、相互の協力と社会
の支援の下に、育児、介護その他
の家庭生活における活動について
家族の一員としての役割を円滑に
果たしつつ職業生活における活動
を行うために必要な環境の整備等
により、男女の職業生活と家庭生
活との円滑かつ継続的な両立が可
能となることを旨として、行われ
なければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の
推進に当たっては、女性の職業生
活と家庭生活との両立に関し、本
人の意思が尊重されるべきもので
あることに留意されなければなら
ない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前
条に定める女性の職業生活におけ
る活躍の推進についての基本原則
（次条及び第五条第一項において
「基本原則」という。）にのっと
り、女性の職業生活における活躍
の推進に関して必要な施策を策定
し、及びこれを実施しなければな
らない。 
（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっ
とり、その雇用し、又は雇用しよ
うとする女性労働者に対する職業
生活に関する機会の積極的な提
供、雇用する労働者の職業生活と
家庭生活との両立に資する雇用環
境の整備その他の女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組
を自ら実施するよう努めるととも
に、国又は地方公共団体が実施す
る女性の職業生活における活躍の
推進に関する施策に協力しなけれ
ばならない。 

第二章 基本方針等 
（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっと
り、女性の職業生活における活躍
の推進に関する施策を総合的かつ
一体的に実施するため、女性の職

業生活における活躍の推進に関す
る基本方針（以下「基本方針」と
いう。）を定めなければならな
い。 

２ 基本方針においては、次に掲げ
る事項を定めるものとする。 
一 女性の職業生活における活躍の
推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業
生活における活躍の推進に関す
る取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の
推進に関する施策に関する次に
掲げる事項 
イ 女性の職業生活における活躍
を推進するための支援措置に
関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立
を図るために必要な環境の整
備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する施策に
関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女
性の職業生活における活躍を推
進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案
を作成し、閣議の決定を求めなけ
ればならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定に
よる閣議の決定があったときは、
遅滞なく、基本方針を公表しなけ
ればならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変
更について準用する。 
（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘
案して、当該都道府県の区域内に
おける女性の職業生活における活
躍の推進に関する施策についての
計画（以下この条において「都道
府県推進計画」という。）を定め
るよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県
推進計画が定められているとき
は、基本方針及び都道府県推進計
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画）を勘案して、当該市町村の区
域内における女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する施策につ
いての計画（次項において「市町
村推進計画」という。）を定める
よう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府
県推進計画又は市町村推進計画を
定め、又は変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければなら
ない。 

第三章 事業主行動計画等 
第一節 事業主行動計画策

定指針 
第七条 内閣総理大臣、厚生労働大
臣及び総務大臣は、事業主が女性
の職業生活における活躍の推進に
関する取組を総合的かつ効果的に
実施することができるよう、基本
方針に即して、次条第一項に規定
する一般事業主行動計画及び第十
九条第一項に規定する特定事業主
行動計画（次項において「事業主
行動計画」と総称する。）の策定
に関する指針（以下「事業主行動
計画策定指針」という。）を定め
なければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針におい
ては、次に掲げる事項につき、事
業主行動計画の指針となるべきも
のを定めるものとする。 
一 事業主行動計画の策定に関する
基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組の内容に関す
る事項 

三 その他女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組に関す
る重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及
び総務大臣は、事業主行動計画策
定指針を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。 

（令元法二四・一部改正） 
第二節 一般事業主行動計

画等 
（令元法二四・改称） 

（一般事業主行動計画の策定等） 
第八条 国及び地方公共団体以外の
事業主（以下「一般事業主」とい
う。）であって、常時雇用する労
働者の数が百人を超えるものは、
事業主行動計画策定指針に即し
て、一般事業主行動計画（一般事
業主が実施する女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する取組に
関する計画をいう。以下同じ。）
を定め、厚生労働省令で定めると
ころにより、厚生労働大臣に届け
出なければならない。これを変更
したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画において
は、次に掲げる事項を定めるもの
とする。 
一 計画期間 
二 女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組の実施により
達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生
活における活躍の推進に関する
取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主
は、一般事業主行動計画を定め、
又は変更しようとするときは、厚
生労働省令で定めるところによ
り、採用した労働者に占める女性
労働者の割合、男女の継続勤務年
数の差異、労働時間の状況、管理
的地位にある労働者に占める女性
労働者の割合その他のその事業に
おける女性の職業生活における活
躍に関する状況を把握し、女性の
職業生活における活躍を推進する
ために改善すべき事情について分
析した上で、その結果を勘案し
て、これを定めなければならな
い。この場合において、前項第二
号の目標については、採用する労
働者に占める女性労働者の割合、
男女の継続勤務年数の差異の縮小
の割合、労働時間、管理的地位に
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ある労働者に占める女性労働者の
割合その他の数値を用いて定量的
に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主
は、一般事業主行動計画を定め、
又は変更したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、これを
労働者に周知させるための措置を
講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主
は、一般事業主行動計画を定め、
又は変更したときは、厚生労働省
令で定めるところにより、これを
公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主
は、一般事業主行動計画に基づく
取組を実施するとともに、一般事
業主行動計画に定められた目標を
達成するよう努めなければならな
い。 

７ 一般事業主であって、常時雇用
する労働者の数が百人以下のもの
は、事業主行動計画策定指針に即
して、一般事業主行動計画を定
め、厚生労働省令で定めるところ
により、厚生労働大臣に届け出る
よう努めなければならない。これ
を変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する
一般事業主が一般事業主行動計画
を定め、又は変更しようとする場
合について、第四項から第六項ま
での規定は前項に規定する一般事
業主が一般事業主行動計画を定
め、又は変更した場合について、
それぞれ準用する。 

（令元法二四・一部改正） 
（基準に適合する一般事業主の認
定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一
項又は第七項の規定による届出を
した一般事業主からの申請に基づ
き、厚生労働省令で定めるところ
により、当該事業主について、女
性の職業生活における活躍の推進
に関する取組に関し、当該取組の

実施の状況が優良なものであるこ
とその他の厚生労働省令で定める
基準に適合するものである旨の認
定を行うことができる。 
（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事
業主（以下「認定一般事業主」と
いう。）は、商品、役務の提供の
用に供する物、商品又は役務の広
告又は取引に用いる書類若しくは
通信その他の厚生労働省令で定め
るもの（次項及び第十四条第一項
において「商品等」という。）に
厚生労働大臣の定める表示を付す
ることができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合
を除くほか、商品等に同項の表示
又はこれと紛らわしい表示を付し
てはならない。 

（令元法二四・一部改正） 
（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一
般事業主が次の各号のいずれかに
該当するときは、第九条の認定を
取り消すことができる。 
一 第九条に規定する基準に適合し
なくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく
命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定
を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主
の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一
般事業主からの申請に基づき、厚
生労働省令で定めるところによ
り、当該事業主について、女性の
職業生活における活躍の推進に関
する取組に関し、当該事業主の策
定した一般事業主行動計画に基づ
く取組を実施し、当該一般事業主
行動計画に定められた目標を達成
したこと、雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律（昭和四十七年法律
第百十三号）第十三条の二に規定
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する業務を担当する者及び育児休
業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律
（平成三年法律第七十六号）第二
十九条に規定する業務を担当する
者を選任していること、当該女性
の職業生活における活躍の推進に
関する取組の実施の状況が特に優
良なものであることその他の厚生
労働省令で定める基準に適合する
ものである旨の認定を行うことが
できる。 

（令元法二四・追加） 
（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般
事業主（以下「特例認定一般事業
主」という。）については、第八
条第一項及び第七項の規定は、適
用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労
働省令で定めるところにより、毎
年少なくとも一回、女性の職業生
活における活躍の推進に関する取
組の実施の状況を公表しなければ
ならない。 

（令元法二四・追加） 
（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、
商品等に厚生労働大臣の定める表
示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の
表示について準用する。 

（令元法二四・追加） 
（特例認定一般事業主の認定の取
消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認
定一般事業主が次の各号のいずれ
かに該当するときは、第十二条の
認定を取り消すことができる。 
一 第十一条の規定により第九条の
認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合
しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公
表をせず、又は虚偽の公表をし
たとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この
法律又はこの法律に基づく命令
に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認
定を受けたとき。 

（令元法二四・追加） 
（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構
成員である中小事業主（一般事業
主であって、常時雇用する労働者
の数が三百人以下のものをいう。
以下この項及び次項において同
じ。）が、当該承認中小事業主団
体をして女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組の実施に
関し必要な労働者の募集を行わせ
ようとする場合において、当該承
認中小事業主団体が当該募集に従
事しようとするときは、職業安定
法（昭和二十二年法律第百四十一
号）第三十六条第一項及び第三項
の規定は、当該構成員である中小
事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認
中小事業主団体」とは、事業協同
組合、協同組合連合会その他の特
別の法律により設立された組合若
しくはその連合会であって厚生労
働省令で定めるもの又は一般社団
法人で中小事業主を直接又は間接
の構成員とするもの（厚生労働省
令で定める要件に該当するものに
限る。）のうち、その構成員であ
る中小事業主に対して女性の職業
生活における活躍の推進に関する
取組を実施するための人材確保に
関する相談及び援助を行うもので
あって、その申請に基づいて、厚
生労働大臣が、当該相談及び援助
を適切に行うための厚生労働省令
で定める基準に適合する旨の承認
を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業
主団体が前項に規定する基準に適
合しなくなったと認めるときは、
同項の承認を取り消すことができ
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る。 
４ 承認中小事業主団体は、第一項
に規定する募集に従事しようとす
るときは、厚生労働省令で定める
ところにより、募集時期、募集人
員、募集地域その他の労働者の募
集に関する事項で厚生労働省令で
定めるものを厚生労働大臣に届け
出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の
規定は前項の規定による届出があ
った場合について、同法第五条の
三第一項及び第四項、第五条の四
第一項及び第二項、第五条の五、
第三十九条、第四十一条第二項、
第四十二条、第四十八条の三第一
項、第四十八条の四、第五十条第
一項及び第二項並びに第五十一条
の規定は前項の規定による届出を
して労働者の募集に従事する者に
ついて、同法第四十条の規定は同
項の規定による届出をして労働者
の募集に従事する者に対する報酬
の供与について、同法第五十条第
三項及び第四項の規定はこの項に
おいて準用する同条第二項に規定
する職権を行う場合について、そ
れぞれ準用する。この場合におい
て、同法第三十七条第二項中「労
働者の募集を行おうとする者」と
あるのは「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律第十六
条第四項の規定による届出をして
労働者の募集に従事しようとする
者」と、同法第四十一条第二項中
「当該労働者の募集の業務の廃止
を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と読み替えるものとす
る。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及
び第四十二条の二の規定の適用に
ついては、同法第三十六条第二項
中「前項の」とあるのは「被用者
以外の者をして労働者の募集に従
事させようとする者がその被用者
以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二中「第三十九
条に規定する募集受託者」とある
のは「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律（平成二十
七年法律第六十四号）第十六条第
四項の規定による届出をして労働
者の募集に従事する者」と、「同
項に」とあるのは「次項に」とす
る。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業
主団体に対し、第二項の相談及び
援助の実施状況について報告を求
めることができる。 

（平二九法一四・一部改
正、令元法二四・旧第十二
条繰下・一部改正、令四法
一二・一部改正） 

第十七条 公共職業安定所は、前条
第四項の規定による届出をして労
働者の募集に従事する承認中小事
業主団体に対して、雇用情報及び
職業に関する調査研究の成果を提
供し、かつ、これらに基づき当該
募集の内容又は方法について指導
することにより、当該募集の効果
的かつ適切な実施を図るものとす
る。 

（令元法二四・旧第十三条
繰下） 

（一般事業主に対する国の援助） 
第十八条 国は、第八条第一項若し
くは第七項の規定により一般事業
主行動計画を策定しようとする一
般事業主又はこれらの規定による
届出をした一般事業主に対して、
一般事業主行動計画の策定、労働
者への周知若しくは公表又は一般
事業主行動計画に基づく措置が円
滑に実施されるように相談その他
の援助の実施に努めるものとす
る。 

（令元法二四・旧第十四条
繰下） 
第三節 特定事業主行動計

画 
第十九条 国及び地方公共団体の機
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関、それらの長又はそれらの職員
で政令で定めるもの（以下「特定
事業主」という。）は、政令で定
めるところにより、事業主行動計
画策定指針に即して、特定事業主
行動計画（特定事業主が実施する
女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組に関する計画をい
う。以下この条において同じ。）
を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画において
は、次に掲げる事項を定めるもの
とする。 
一 計画期間 
二 女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組の実施により
達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生
活における活躍の推進に関する
取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動
計画を定め、又は変更しようとす
るときは、内閣府令で定めるとこ
ろにより、採用した職員に占める
女性職員の割合、男女の継続勤務
年数の差異、勤務時間の状況、管
理的地位にある職員に占める女性
職員の割合その他のその事務及び
事業における女性の職業生活にお
ける活躍に関する状況を把握し、
女性の職業生活における活躍を推
進するために改善すべき事情につ
いて分析した上で、その結果を勘
案して、これを定めなければなら
ない。この場合において、前項第
二号の目標については、採用する
職員に占める女性職員の割合、男
女の継続勤務年数の差異の縮小の
割合、勤務時間、管理的地位にあ
る職員に占める女性職員の割合そ
の他の数値を用いて定量的に定め
なければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動
計画を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを職員に周知
させるための措置を講じなければ

ならない。 
５ 特定事業主は、特定事業主行動
計画を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも
一回、特定事業主行動計画に基づ
く取組の実施の状況を公表しなけ
ればならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動
計画に基づく取組を実施するとと
もに、特定事業主行動計画に定め
られた目標を達成するよう努めな
ければならない。 

（令元法二四・旧第十五条
繰下） 
第四節 女性の職業選択に

資する情報の公表 
（一般事業主による女性の職業選
択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する
一般事業主（常時雇用する労働者
の数が三百人を超えるものに限
る。）は、厚生労働省令で定める
ところにより、職業生活を営み、
又は営もうとする女性の職業選択
に資するよう、その事業における
女性の職業生活における活躍に関
する次に掲げる情報を定期的に公
表しなければならない。 
一 その雇用し、又は雇用しようと
する女性労働者に対する職業生
活に関する機会の提供に関する
実績 

二 その雇用する労働者の職業生活
と家庭生活との両立に資する雇
用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事
業主（前項に規定する一般事業主
を除く。）は、厚生労働省令で定
めるところにより、職業生活を営
み、又は営もうとする女性の職業
選択に資するよう、その事業にお
ける女性の職業生活における活躍
に関する前項各号に掲げる情報の
少なくともいずれか一方を定期的
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に公表しなければならない。 
３ 第八条第七項に規定する一般事
業主は、厚生労働省令で定めると
ころにより、職業生活を営み、又
は営もうとする女性の職業選択に
資するよう、その事業における女
性の職業生活における活躍に関す
る第一項各号に掲げる情報の少な
くともいずれか一方を定期的に公
表するよう努めなければならな
い。 

（令元法二四・旧第十六条
繰下・一部改正） 

（特定事業主による女性の職業選
択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府
令で定めるところにより、職業生
活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事
務及び事業における女性の職業生
活における活躍に関する次に掲げ
る情報を定期的に公表しなければ
ならない。 
一 その任用し、又は任用しようと
する女性に対する職業生活に関
する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と
家庭生活との両立に資する勤務
環境の整備に関する実績 

（令元法二四・旧第十七条
繰下・一部改正） 

第四章 女性の職業生活にお
ける活躍を推進する
ための支援措置 

（職業指導等の措置等） 
第二十二条 国は、女性の職業生活
における活躍を推進するため、職
業指導、職業紹介、職業訓練、創
業の支援その他の必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生
活における活躍を推進するため、
前項の措置と相まって、職業生活
を営み、又は営もうとする女性及
びその家族その他の関係者からの
相談に応じ、関係機関の紹介その

他の情報の提供、助言その他の必
要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定す
る業務に係る事務の一部を、その
事務を適切に実施することができ
るものとして内閣府令で定める基
準に適合する者に委託することが
できる。 

４ 前項の規定による委託に係る事
務に従事する者又は当該事務に従
事していた者は、正当な理由な
く、当該事務に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない。 

（令元法二四・旧第十八条
繰下） 

（財政上の措置等） 
第二十三条 国は、女性の職業生活
における活躍の推進に関する地方
公共団体の施策を支援するために
必要な財政上の措置その他の措置
を講ずるよう努めるものとする。 

（令元法二四・旧第十九条
繰下） 

（国等からの受注機会の増大） 
第二十四条 国は、女性の職業生活
における活躍の推進に資するた
め、国及び公庫等（沖縄振興開発
金融公庫その他の特別の法律によ
って設立された法人であって政令
で定めるものをいう。）の役務又
は物件の調達に関し、予算の適正
な使用に留意しつつ、認定一般事
業主、特例認定一般事業主その他
の女性の職業生活における活躍に
関する状況又は女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する取組の
実施の状況が優良な一般事業主
（次項において「認定一般事業主
等」という。）の受注の機会の増
大その他の必要な施策を実施する
ものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準
じて、認定一般事業主等の受注の
機会の増大その他の必要な施策を
実施するように努めるものとす



 

 

79 

 

る。 
（令元法二四・旧第二十条
繰下・一部改正） 

（啓発活動） 
第二十五条 国及び地方公共団体
は、女性の職業生活における活躍
の推進について、国民の関心と理
解を深め、かつ、その協力を得る
とともに、必要な啓発活動を行う
ものとする。 

（令元法二四・旧第二十一
条繰下） 

（情報の収集、整理及び提供） 
第二十六条 国は、女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組
に資するよう、国内外における女
性の職業生活における活躍の状況
及び当該取組に関する情報の収
集、整理及び提供を行うものとす
る。 

（令元法二四・旧第二十二
条繰下） 

（協議会） 
第二十七条 当該地方公共団体の区
域において女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する事務及び事
業を行う国及び地方公共団体の機
関（以下この条において「関係機
関」という。）は、第二十二条第
一項の規定により国が講ずる措置
及び同条第二項の規定により地方
公共団体が講ずる措置に係る事例
その他の女性の職業生活における
活躍の推進に有用な情報を活用す
ることにより、当該区域において
女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組が効果的かつ円滑
に実施されるようにするため、関
係機関により構成される協議会
（以下「協議会」という。）を組
織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、
当該地方公共団体の区域内におい
て第二十二条第三項の規定による
事務の委託がされている場合に
は、当該委託を受けた者を協議会

の構成員として加えるものとす
る。 

３ 協議会を組織する関係機関は、
必要があると認めるときは、協議
会に次に掲げる者を構成員として
加えることができる。 
一 一般事業主の団体又はその連合
団体 

二 学識経験者 
三 その他当該関係機関が必要と認
める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項
の構成員（以下この項において
「関係機関等」という。）が相互
の連絡を図ることにより、女性の
職業生活における活躍の推進に有
用な情報を共有し、関係機関等の
連携の緊密化を図るとともに、地
域の実情に応じた女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組
について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当
該地方公共団体は、内閣府令で定
めるところにより、その旨を公表
しなければならない。 

（令元法二四・旧第二十三
条繰下・一部改正） 

（秘密保持義務） 
第二十八条 協議会の事務に従事す
る者又は協議会の事務に従事して
いた者は、正当な理由なく、協議
会の事務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。 

（令元法二四・旧第二十四
条繰下） 

（協議会の定める事項） 
第二十九条 前二条に定めるものの
ほか、協議会の組織及び運営に関
し必要な事項は、協議会が定め
る。 

（令元法二四・旧第二十五
条繰下） 

第五章 雑則 
（報告の徴収並びに助言、指導及
び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法
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律の施行に関し必要があると認め
るときは、第八条第一項に規定す
る一般事業主又は認定一般事業主
若しくは特例認定一般事業主であ
る同条第七項に規定する一般事業
主に対して、報告を求め、又は助
言、指導若しくは勧告をすること
ができる。 

（令元法二四・旧第二十六
条繰下・一部改正） 

（公表） 
第三十一条 厚生労働大臣は、第二
十条第一項若しくは第二項の規定
による公表をせず、若しくは虚偽
の公表をした第八条第一項に規定
する一般事業主又は第二十条第三
項に規定する情報に関し虚偽の公
表をした認定一般事業主若しくは
特例認定一般事業主である第八条
第七項に規定する一般事業主に対
し、前条の規定による勧告をした
場合において、当該勧告を受けた
者がこれに従わなかったときは、
その旨を公表することができる。 

（令元法二四・追加・一部
改正） 

（権限の委任） 
第三十二条 第八条、第九条、第十
一条、第十二条、第十五条、第十
六条、第三十条及び前条に規定す
る厚生労働大臣の権限は、厚生労
働省令で定めるところにより、そ
の一部を都道府県労働局長に委任
することができる。 

（令元法二四・旧第二十七
条繰下・一部改正） 

（政令への委任） 
第三十三条 この法律に定めるもの
のほか、この法律の実施のため必
要な事項は、政令で定める。 

（令元法二四・旧第二十八
条繰下） 

第六章 罰則 
第三十四条 第十六条第五項におい
て準用する職業安定法第四十一条
第二項の規定による業務の停止の

命令に違反して、労働者の募集に
従事した者は、一年以下の懲役又
は百万円以下の罰金に処する。 

（令元法二四・旧第二十九
条繰下・一部改正） 

第三十五条 次の各号のいずれかに
該当する者は、一年以下の懲役又
は五十万円以下の罰金に処する。 
一 第二十二条第四項の規定に違反
して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘
密を漏らした者 

（令元法二四・旧第三十条
繰下・一部改正） 

第三十六条 次の各号のいずれかに
該当する者は、六月以下の懲役又
は三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十六条第四項の規定による届
出をしないで、労働者の募集に
従事した者 

二 第十六条第五項において準用す
る職業安定法第三十七条第二項
の規定による指示に従わなかっ
た者 

三 第十六条第五項において準用す
る職業安定法第三十九条又は第
四十条の規定に違反した者 

（令元法二四・旧第三十一
条繰下・一部改正） 

第三十七条 次の各号のいずれかに
該当する者は、三十万円以下の罰
金に処する。 
一 第十条第二項（第十四条第二項
において準用する場合を含
む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用す
る職業安定法第五十条第一項の
規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用す
る職業安定法第五十条第二項の
規定による立入り若しくは検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避
し、又は質問に対して答弁をせ
ず、若しくは虚偽の陳述をした
者 
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四 第十六条第五項において準用す
る職業安定法第五十一条第一項
の規定に違反して秘密を漏らし
た者 

（平二九法一四・一部改
正、令元法二四・旧第三十
二条繰下・一部改正） 

第三十八条 法人の代表者又は法人
若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、第三十四条、第三十
六条又は前条の違反行為をしたと
きは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑を科する。 

（令元法二四・旧第三十三
条繰下・一部改正） 

第三十九条 第三十条の規定による
報告をせず、又は虚偽の報告をし
た者は、二十万円以下の過料に処
する。 

（令元法二四・旧第三十四
条繰下・一部改正） 

附 則 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から
施行する。ただし、第三章（第七
条を除く。）、第五章（第二十八
条を除く。）及び第六章（第三十
条を除く。）の規定並びに附則第
五条の規定は、平成二十八年四月
一日から施行する。 
（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年
三月三十一日限り、その効力を失
う。 

２ 第二十二条第三項の規定による
委託に係る事務に従事していた者
の当該事務に関して知り得た秘密
については、同条第四項の規定
（同項に係る罰則を含む。）は、
前項の規定にかかわらず、同項に
規定する日後も、なおその効力を
有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者
の当該事務に関して知り得た秘密

については、第二十八条の規定
（同条に係る罰則を含む。）は、
第一項の規定にかかわらず、同項
に規定する日後も、なおその効力
を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に
対する罰則の適用については、こ
の法律は、第一項の規定にかかわ
らず、同項に規定する日後も、な
おその効力を有する。 

（令元法二四・一部改正） 
（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項まで
に規定するもののほか、この法律
の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。 
（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後
三年を経過した場合において、こ
の法律の施行の状況を勘案し、必
要があると認めるときは、この法
律の規定について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を講
ずるものとする。 

附 則 （平成二九年三月三
一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十九年
四月一日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。 
一 第一条中雇用保険法第六十四条
の次に一条を加える改正規定及
び附則第三十五条の規定 公布
の日 

二及び三 略 
四 第二条中雇用保険法第十条の四
第二項、第五十八条第一項、第
六十条の二第四項、第七十六条
第二項及び第七十九条の二並び
に附則第十一条の二第一項の改
正規定並びに同条第三項の改正
規定（「百分の五十を」を「百
分の八十を」に改める部分に限
る。）、第四条の規定並びに第
七条中育児・介護休業法第五十
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三条第五項及び第六項並びに第
六十四条の改正規定並びに附則
第五条から第八条まで及び第十
条の規定、附則第十三条中国家
公務員退職手当法（昭和二十八
年法律第百八十二号）第十条第
十項第五号の改正規定、附則第
十四条第二項及び第十七条の規
定、附則第十八条（次号に掲げ
る規定を除く。）の規定、附則
第十九条中高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律（昭和四十
六年法律第六十八号）第三十八
条第三項の改正規定（「第四条
第八項」を「第四条第九項」に
改める部分に限る。）、附則第
二十条中建設労働者の雇用の改
善等に関する法律（昭和五十一
年法律第三十三号）第三十条第
一項の表第四条第八項の項、第
三十二条の十一から第三十二条
の十五まで、第三十二条の十六
第一項及び第五十一条の項及び
第四十八条の三及び第四十八条
の四第一項の項の改正規定、附
則第二十一条、第二十二条、第
二十六条から第二十八条まで及
び第三十二条の規定並びに附則
第三十三条（次号に掲げる規定
を除く。）の規定 平成三十年
一月一日 

（罰則に関する経過措置） 
第三十四条 この法律（附則第一条
第四号に掲げる規定にあっては、
当該規定）の施行前にした行為に
対する罰則の適用については、な
お従前の例による。 
（その他の経過措置の政令への委
任） 

第三十五条 この附則に規定するも
ののほか、この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定め
る。 

附 則 （令和元年六月五日
法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から
起算して一年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施
行する。 

（令和元年政令第一七四号
で令和二年六月一日から施
行） 

一 第三条中労働施策の総合的な推
進並びに労働者の雇用の安定及
び職業生活の充実等に関する法
律第四条の改正規定並びに次条
及び附則第六条の規定 公布の
日 

二 第二条の規定 公布の日から起
算して三年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日 

（令和元年政令第一七四号
で令和四年四月一日から施
行） 

（罰則に関する経過措置） 
第五条 この法律の施行前にした行
為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。 
（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほ
か、この法律の施行に関して必要
な経過措置は、政令で定める。 
（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後
五年を経過した場合において、こ
の法律による改正後の規定の施行
の状況について検討を加え、必要
があると認めるときは、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるも
のとする。 

附 則 （令和四年三月三一
日法律第一二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和四年四月
一日から施行する。ただし、次の
各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。 
一 第二条中職業安定法第三十二条
及び第三十二条の十一第一項の
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改正規定並びに附則第二十八条
の規定 公布の日 

二 略 
三 第一条中雇用保険法第十条の四
第二項及び第五十八条第一項の
改正規定、第二条の規定（第一
号に掲げる改正規定並びに職業
安定法の目次の改正規定（「第
四十八条」を「第四十七条の
三」に改める部分に限る。）、
同法第五条の二第一項の改正規
定及び同法第四章中第四十八条
の前に一条を加える改正規定を
除く。）並びに第三条の規定
（職業能力開発促進法第十条の
三第一号の改正規定、同条に一
項を加える改正規定、同法第十
五条の二第一項の改正規定及び
同法第十八条に一項を加える改
正規定を除く。）並びに次条並
びに附則第五条、第六条及び第
十条の規定、附則第十一条中国
家公務員退職手当法第十条第十
項の改正規定、附則第十四条中
青少年の雇用の促進等に関する
法律（昭和四十五年法律第九十
八号）第四条第二項及び第十八
条の改正規定並びに同法第三十
三条の改正規定（「、第十一条
中「公共職業安定所」とあるの
は「地方運輸局」と、「厚生労
働省令」とあるのは「国土交通
省令」と、「職業安定法第五条

の五第一項」とあるのは「船員
職業安定法第十五条第一項」
と」を削る部分を除く。）並び
に附則第十五条から第二十二条
まで、第二十四条、第二十五条
及び第二十七条の規定 令和四
年十月一日 

（政令への委任） 
第二十八条 この附則に定めるもの
のほか、この法律の施行に伴い必
要な経過措置は、政令で定める。 

―――――――――― 
○刑法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の
整理等に関する法律（令和
四法律六八）抄 

（経過措置の政令への委任） 
第五百九条 この編に定めるものの
ほか、刑法等一部改正法等の施行
に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。 

附 則 （令和四年六月一七
日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、刑法等一部改正法
施行日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。 
一 第五百九条の規定 公布の日 

―――――――――― 
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第二百八回通常国会 
第二次岸田内閣 

改正 令和四年六月一五日法律第六
六号 

同四年六月一七日同第六八号 
困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律をここに公布する。 
困難な問題を抱える女性への支援に
関する法律 
目次 
第一章 総則（第一条―第六条） 
第二章 基本方針及び都道府県基

本計画等（第七条・第八
条） 

第三章 女性相談支援センターによ
る支援等（第九条―第十五
条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二
条） 

第五章 罰則（第二十三条） 
附則 

第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、女性が日常生
活又は社会生活を営むに当たり女
性であることにより様々な困難な
問題に直面することが多いことに
鑑み、困難な問題を抱える女性の
福祉の増進を図るため、困難な問
題を抱える女性への支援に関する
必要な事項を定めることにより、
困難な問題を抱える女性への支援
のための施策を推進し、もって人
権が尊重され、及び女性が安心し
て、かつ、自立して暮らせる社会
の実現に寄与することを目的とす
る。 

（定義） 
第二条 この法律において「困難な
問題を抱える女性」とは、性的な
被害、家庭の状況、地域社会との

関係性その他の様々な事情により
日常生活又は社会生活を円滑に営
む上で困難な問題を抱える女性
（そのおそれのある女性を含
む。）をいう。 

（基本理念） 
第三条 困難な問題を抱える女性へ
の支援のための施策は、次に掲げ
る事項を基本理念として行われな
ければならない。 
一 女性の抱える問題が多様化す
るとともに複合化し、そのため
に複雑化していることを踏ま
え、困難な問題を抱える女性
が、それぞれの意思が尊重され
ながら、抱えている問題及びそ
の背景、心身の状況等に応じた
最適な支援を受けられるように
することにより、その福祉が増
進されるよう、その発見、相
談、心身の健康の回復のための
援助、自立して生活するための
援助等の多様な支援を包括的に
提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への
支援が、関係機関及び民間の団
体の協働により、早期から切れ
目なく実施されるようにするこ
と。 

三 人権の擁護を図るとともに、
男女平等の実現に資することを
旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第四条 国及び地方公共団体は、前
条の基本理念にのっとり、困難な
問題を抱える女性への支援のため
に必要な施策を講ずる責務を有す
る。 

（関連施策の活用） 
第五条 国及び地方公共団体は、困
難な問題を抱える女性への支援の
ための施策を講ずるに当たって
は、必要に応じて福祉、保健医
療、労働、住まい及び教育に関す
る施策その他の関連施策の活用が

困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律 

（令和４年５月 25 日法律第 52 号) 



 

 

85 

 

図られるよう努めなければならな
い。 

（緊密な連携） 
第六条 国及び地方公共団体は、困
難な問題を抱える女性への支援の
ための施策を講ずるに当たって
は、関係地方公共団体相互間の緊
密な連携が図られるとともに、こ
の法律に基づく支援を行う機関と
福祉事務所（社会福祉法（昭和二
十六年法律第四十五号）に規定す
る福祉に関する事務所をい
う。）、児童相談所、児童福祉施
設（児童福祉法（昭和二十二年法
律第百六十四号）第七条第一項に
規定する児童福祉施設をい
う。）、保健所、医療機関、職業
紹介機関（労働施策の総合的な推
進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律
（昭和四十一年法律第百三十二
号）第二条に規定する職業紹介機
関をいう。）、職業訓練機関、教
育機関、都道府県警察、日本司法
支援センター（総合法律支援法
（平成十六年法律第七十四号）第
十三条に規定する日本司法支援セ
ンターをいう。）、配偶者暴力相
談支援センター（配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護等に関
する法律（平成十三年法律第三十
一号）第三条第一項に規定する配
偶者暴力相談支援センターをい
う。）その他の関係機関との緊密
な連携が図られるよう配慮しなけ
ればならない。 
第二章 基本方針及び都道府県 

基本計画等 
（基本方針） 
第七条 厚生労働大臣は、困難な問
題を抱える女性への支援のための
施策に関する基本的な方針（以下
「基本方針」という。）を定めな
ければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げ
る事項につき、次条第一項の都道

府県基本計画及び同条第三項の市
町村基本計画の指針となるべきも
のを定めるものとする。 
一 困難な問題を抱える女性への
支援に関する基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への
支援のための施策の内容に関す
る事項 

三 その他困難な問題を抱える女
性への支援のための施策の実施
に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定
め、又はこれを変更しようとする
ときは、あらかじめ、関係行政機
関の長に協議しなければならな
い。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定
め、又はこれを変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。 

（都道府県基本計画等） 
第八条 都道府県は、基本方針に即
して、当該都道府県における困難
な問題を抱える女性への支援のた
めの施策の実施に関する基本的な
計画（以下この条において「都道
府県基本計画」という。）を定め
なければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、
次に掲げる事項を定めるものとす
る。 
一 困難な問題を抱える女性への
支援に関する基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への
支援のための施策の実施内容に
関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女
性への支援のための施策の実施
に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同
じ。）は、基本方針に即し、か
つ、都道府県基本計画を勘案し
て、当該市町村における困難な問
題を抱える女性への支援のための
施策の実施に関する基本的な計画
（以下この条において「市町村基
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本計画」という。）を定めるよう
努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府
県基本計画又は市町村基本計画を
定め、又は変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければなら
ない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は
市町村に対し、都道府県基本計画
又は市町村基本計画の作成のため
に必要な助言その他の援助を行う
よう努めなければならない。 
第三章 女性相談支援センター 

による支援等 
（女性相談支援センター） 
第九条 都道府県は、女性相談支援
センターを設置しなければならな
い。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律
第六十七号）第二百五十二条の十
九第一項の指定都市（以下「指定
都市」という。）は、女性相談支
援センターを設置することができ
る。 

３ 女性相談支援センターは、困難
な問題を抱える女性への支援に関
し、主として次に掲げる業務を行
うものとする。 
一 困難な問題を抱える女性に関
する各般の問題について、困難
な問題を抱える女性の立場に立
って相談に応ずること又は第十
一条第一項に規定する女性相談
支援員若しくは相談を行う機関
を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困
難な問題を抱える女性がその家
族を同伴する場合にあっては、
困難な問題を抱える女性及びそ
の同伴する家族。次号から第五
号まで及び第十二条第一項にお
いて同じ。）の緊急時における
安全の確保及び一時保護を行う
こと。 

三 困難な問題を抱える女性の心
身の健康の回復を図るため、医

学的又は心理学的な援助その他
の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自
立して生活することを促進する
ため、就労の支援、住宅の確
保、援護、児童の保育等に関す
る制度の利用等について、情報
の提供、助言、関係機関との連
絡調整その他の援助を行うこ
と。 

五 困難な問題を抱える女性が居
住して保護を受けることができ
る施設の利用について、情報の
提供、助言、関係機関との連絡
調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その
業務を行うに当たっては、その支
援の対象となる者の抱えている問
題及びその背景、心身の状況等を
適切に把握した上で、その者の意
向を踏まえながら、最適な支援を
行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長
その他所要の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第
三項第二号の一時保護を行う施設
を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊
急に保護することが必要と認めら
れる場合その他厚生労働省令で定
める場合に、女性相談支援センタ
ーが、自ら行い、又は厚生労働大
臣が定める基準を満たす者に委託
して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた
者若しくはその役員若しくは職員
又はこれらの者であった者は、正
当な理由がなく、その委託を受け
た業務に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当た
っては、その対象となる者が監護
すべき児童を同伴する場合には、
当該児童の状況に応じて、当該児
童への学習に関する支援が行われ
るものとする。 
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10 女性相談支援センターは、その
業務を行うに当たっては、必要に
応じ、困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する活動を行う民間の
団体との連携に努めるものとす
る。 

11 前各項に定めるもののほか、女
性相談支援センターに関し必要な
事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長によ
る報告等） 
第十条 女性相談支援センターの所
長は、困難な問題を抱える女性で
あって配偶者のないもの又はこれ
に準ずる事情にあるもの及びその
者の監護すべき児童について、児
童福祉法第二十三条第二項に規定
する母子保護の実施が適当である
と認めたときは、これらの者を当
該母子保護の実施に係る都道府県
又は市町村の長に報告し、又は通
知しなければならない。 

（女性相談支援員） 
第十一条 都道府県（女性相談支援
センターを設置する指定都市を含
む。第二十条第一項（第四号から
第六号までを除く。）並びに第二
十二条第一項及び第二項第一号に
おいて同じ。）は、困難な問題を
抱える女性について、その発見に
努め、その立場に立って相談に応
じ、及び専門的技術に基づいて必
要な援助を行う職務に従事する職
員（以下「女性相談支援員」とい
う。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センター
を設置する指定都市を除く。第二
十条第二項及び第二十二条第二項
第二号において同じ。）は、女性
相談支援員を置くよう努めるもの
とする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっ
ては、その職務を行うのに必要な
能力及び専門的な知識経験を有す
る人材の登用に特に配慮しなけれ
ばならない。 

（女性自立支援施設） 
第十二条 都道府県は、困難な問題
を抱える女性を入所させて、その
保護を行うとともに、その心身の
健康の回復を図るための医学的又
は心理学的な援助を行い、及びそ
の自立の促進のためにその生活を
支援し、あわせて退所した者につ
いて相談その他の援助を行うこと
（以下「自立支援」という。）を
目的とする施設（以下「女性自立
支援施設」という。）を設置する
ことができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設
における自立支援を、その対象と
なる者の意向を踏まえながら、自
ら行い、又は市町村、社会福祉法
人その他適当と認める者に委託し
て行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立
支援に当たっては、その対象とな
る者が監護すべき児童を同伴する
場合には、当該児童の状況に応じ
て、当該児童への学習及び生活に
関する支援が行われるものとす
る。 

（民間の団体との協働による支援） 
第十三条 都道府県は、困難な問題
を抱える女性への支援に関する活
動を行う民間の団体と協働して、
その自主性を尊重しつつ、困難な
問題を抱える女性について、その
意向に留意しながら、訪問、巡
回、居場所の提供、インターネッ
トの活用、関係機関への同行その
他の厚生労働省令で定める方法に
より、その発見、相談その他の支
援に関する業務を行うものとす
る。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える
女性への支援に関する活動を行う
民間の団体と協働して、その自主
性を尊重しつつ、困難な問題を抱
える女性について、その意向に留
意しながら、前項の業務を行うこ
とができる。 
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（民生委員等の協力） 
第十四条 民生委員法（昭和二十三
年法律第百九十八号）に定める民
生委員、児童福祉法に定める児童
委員、人権擁護委員法（昭和二十
四年法律第百三十九号）に定める
人権擁護委員、保護司法（昭和二
十五年法律第二百四号）に定める
保護司及び更生保護事業法（平成
七年法律第八十六号）に定める更
生保護事業を営む者は、この法律
の施行に関し、女性相談支援セン
ター及び女性相談支援員に協力す
るものとする。 

（支援調整会議） 
第十五条 地方公共団体は、単独で
又は共同して、困難な問題を抱え
る女性への支援を適切かつ円滑に
行うため、関係機関、第九条第七
項又は第十二条第二項の規定によ
る委託を受けた者、困難な問題を
抱える女性への支援に関する活動
を行う民間の団体及び困難な問題
を抱える女性への支援に従事する
者その他の関係者（以下この条に
おいて「関係機関等」という。）
により構成される会議（以下この
条において「支援調整会議」とい
う。）を組織するよう努めるもの
とする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を
抱える女性への支援を適切かつ円
滑に行うために必要な情報の交換
を行うとともに、困難な問題を抱
える女性への支援の内容に関する
協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定す
る情報の交換及び協議を行うため
必要があると認めるときは、関係
機関等に対し、資料又は情報の提
供、意見の開陳その他必要な協力
を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定によ
る求めがあった場合には、これに
協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議
を構成する関係機関等の区分に従
い、当該各号に定める者は、正当
な理由がなく、支援調整会議の事
務に関して知り得た秘密を漏らし
てはならない。 
一 国又は地方公共団体の機関 
当該機関の職員又は職員であっ
た者 

二 法人 当該法人の役員若しく
は職員又はこれらの者であった
者 

三 前二号に掲げる者以外の者 
支援調整会議を構成する者又は
当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支
援調整会議の組織及び運営に関し
必要な事項は、支援調整会議が定
める。 
第四章 雑則 

（教育及び啓発） 
第十六条 国及び地方公共団体は、
この法律に基づく困難な問題を抱
える女性への支援に関し国民の関
心と理解を深めるための教育及び
啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己が
かけがえのない個人であることに
ついての意識の涵

かん

養に資する教育
及び啓発を含め、女性が困難な問
題を抱えた場合にこの法律に基づ
く支援を適切に受けることができ
るようにするための教育及び啓発
に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 
第十七条 国及び地方公共団体は、
困難な問題を抱える女性への支援
に資するため、効果的な支援の方
法、その心身の健康の回復を図る
ための方法等に関する調査研究の
推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 
第十八条 国及び地方公共団体は、
困難な問題を抱える女性への支援
に従事する者の適切な処遇の確保
のための措置、研修の実施その他
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の措置を講ずることにより、困難
な問題を抱える女性への支援に係
る人材の確保、養成及び資質の向
上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 
第十九条 国及び地方公共団体は、
困難な問題を抱える女性への支援
に関する活動を行う民間の団体に
対し、必要な援助を行うよう努め
るものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 
第二十条 都道府県は、次に掲げる
費用（女性相談支援センターを設
置する指定都市にあっては、第一
号から第三号までに掲げる費用に
限る。）を支弁しなければならな
い。 
一 女性相談支援センターに要す
る費用（次号に掲げる費用を除
く。） 

二 女性相談支援センターが行う
第九条第三項第二号の一時保護
（同条第七項に規定する厚生労
働大臣が定める基準を満たす者
に委託して行う場合を含む。）
及びこれに伴い必要な事務に要
する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援
員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立
支援施設の設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市
町村、社会福祉法人その他適当
と認める者に委託して行う場合
を含む。）及びこれに伴い必要
な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により
都道府県が自ら行い、又は民間
の団体に委託して行う困難な問
題を抱える女性への支援に要す
る費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相
談支援員に要する費用を支弁しな
ければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規
定により市町村が自ら行い、又は

民間の団体に委託して行う困難な
問題を抱える女性への支援に要す
る費用を支弁しなければならな
い。 

（都道府県等の補助） 
第二十一条 都道府県は、社会福祉
法人が設置する女性自立支援施設
の設備に要する費用の四分の三以
内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三
条第一項又は第二項の規定に基づ
く業務を行うに当たって、法令及
び予算の範囲内において、困難な
問題を抱える女性への支援に関す
る活動を行う民間の団体の当該活
動に要する費用（前条第一項第六
号の委託及び同条第三項の委託に
係る委託費の対象となる費用を除
く。）の全部又は一部を補助する
ことができる。 

（国の負担及び補助） 
第二十二条 国は、政令で定めると
ころにより、都道府県が第二十条
第一項の規定により支弁した費用
のうち、同項第一号及び第二号に
掲げるものについては、その十分
の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、
次に掲げる費用の十分の五以内を
補助することができる。 
一 都道府県が第二十条第一項の
規定により支弁した費用のう
ち、同項第三号及び第五号に掲
げるもの（女性相談支援センタ
ーを設置する指定都市にあって
は、同項第三号に掲げるものに
限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規
定により支弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、
都道府県が第二十条第一項の規定
により支弁した費用のうち同項第
六号に掲げるもの及び市町村が同
条第三項の規定により支弁した費
用並びに都道府県及び市町村が前
条第二項の規定により補助した金
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額の全部又は一部を補助すること
ができる。 
第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十
五条第五項の規定に違反して秘密
を漏らした者は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処す
る。 

附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、令和六年四月
一日から施行する。ただし、次の
各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。 
一 次条並びに附則第三条、第五
条及び第三十八条の規定 公布
の日 

二 附則第三十四条の規定 この
法律の公布の日又は児童福祉法
等の一部を改正する法律（令和
四年法律第六十六号）の公布の
日のいずれか遅い日 
（児童福祉法等の一部を改正する
法律の公布の日＝令和四年六月一
五日） 

三 略 
四 附則第三十六条の規定 この
法律の公布の日又は刑法等の一
部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整理等に関する法律
（令和四年法律第六十八号）の
公布の日のいずれか遅い日 
（刑法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法律の整理等に関
する法律の公布の日＝令和四年六
月一七日） 

（検討） 
第二条 政府は、この法律の公布後
三年を目途として、この法律に基
づく支援を受ける者の権利を擁護
する仕組みの構築及び当該支援の
質を公正かつ適切に評価する仕組
みの構築について検討を加え、そ
の結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほ
か、この法律の施行後三年を目途
として、この法律の施行の状況に
ついて検討を加え、必要があると
認めるときは、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとす
る。 

（準備行為） 
第三条 厚生労働大臣は、この法律
の施行の日（以下「施行日」とい
う。）前においても、第七条第一
項から第三項までの規定の例によ
り、基本方針を定めることができ
る。この場合において、厚生労働
大臣は、同条第四項の規定の例に
より、これを公表することができ
る。 

２ 前項の規定により定められ、公
表された基本方針は、施行日にお
いて、第七条第一項から第三項ま
での規定により定められ、同条第
四項の規定により公表された基本
方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 
第十条 婦人補導院法は、廃止す
る。 
（婦人補導院法の廃止に伴う経過
措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条
の規定による手当金の支給及び旧
婦人補導院法第十九条の規定によ
る遺留金品の措置については、な
お従前の例による。この場合にお
いて、これらに関する事務は、法
務省令で定める法務省の職員が行
うものとする。 

（政令への委任） 
第三十八条 この附則に定めるもの
のほか、この法律の施行に関し必
要な経過措置は、政令で定める。 
附 則 （令和四年六月一五日法
律第六六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和六年四月
一日から施行する。ただし、次の
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各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。 
一 附則第七条、第八条及び第十
七条の規定 公布の日 

（政令への委任） 
第十七条 附則第三条から前条まで
に規定するもののほか、この法律
の施行に伴い必要な経過措置（罰
則に関する経過措置を含む。）
は、政令で定める。 

―――――――――― 
○刑法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整理等に関す
る法律（令和四法律六八）抄 

（経過措置の政令への委任） 
第五百九条 この編に定めるものの
ほか、刑法等一部改正法等の施行
に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律
第六八号） 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、刑法等一部改正法
施行日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。 
一 第五百九条の規定 公布の日 

―――――――――― 
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平成18年３月６日 

告示第23号 
改正 平成21年８月７日告示第137号 

平成27年３月26日告示第26号 
 

男女共同参画推進委員会要綱を次
のように定め、平成18年３月６日か

ら施行する。なお、平成18年３月６
日から、平成20年４月20日までの間
に委嘱される委員（第３第２項ただ
し書に規定する補欠の委員を除
く。）の任期は同項本文の規定にか
かわらず、平成20年４月30日までと
する。 
（設置） 
第１ 男女共同参画の推進に関し、
広く意見を求め男女共同参画社会
づくりに資するため、久慈市男女

共同参画推進委員会（以下「委員
会」という。）を置く。 

（所掌事務） 
第２ 委員会の所掌事務は、次のと
おりとする。 
(１) 男女共同参画計画の推進に
関すること。 

(２) 市が行う男女共同参画推進
施策の協力に関すること。 

(３) その他男女共同参画に関
し、市長が必要と認める事項に

関すること。 
（組織） 
第３ 委員会は、委員15人以内をも
って組織し、委員は、次に掲げる
者のうちから、市長が委嘱する。 
(１) 公募による者 
(２) 関係団体が推薦する者 
(３) 識見を有する者 

２ 委員の任期は、２年とする。た
だし、補欠の委員の任期は、前任
者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができ
る。 

（委員長及び副委員長） 
第４ 委員会に委員長及び副委員長
１人を置き、委員の互選により選
任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議
の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、

委員長に事故があるとき、又は委
員長が欠けたときは、その職務を
代理する。 

（会議） 
第５ 委員会は、市長が招集する。 
（意見の聴取） 
第６ 委員会は、必要があると認め
たときは、関係者の出席を求め、
その意見を聴くことができる。 

（庶務） 
第７ 委員会の庶務は、総合政策部

地域づくり振興課において処理す
る。 

（補則） 
第８ この告示に定めるもののほ
か、委員会の運営に関し必要な事
項は、委員長が委員会に諮って定
める。 

改正文（平成21年８月７日告示第137
号）抄 
平成21年４月１日から適用する。 
改正文（平成27年３月26日告示第26

号）抄 
平成27年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画推進委員会要綱 
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（設置） 
第１ 男女共同参画計画の策定及び
円滑な推進を図るため、久慈市男女
共同参画計画連絡調整会議（以下
「連絡調整会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 
第２ 連絡調整会議の所掌事項は、次
のとおりとする。 

 (１) 男女共同参画計画の策定に
関すること。 

 (２) 男女共同参画計画に係る施
策の推進を図るために必要な事
項に関すること。 

 (３) その他男女共同参画計画に
係る施策の推進を図るために必
要な事項に関すること。 

（組織） 
第３ 連絡調整会議は、委員長、副委
員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は総合政策部長を、副委員
長は地域づくり振興課長をもって
充てる。 

３ 委員は、次の者をもって充てる。 
  総務課長、政策推進課長、市民課
長、社会福祉課長、子育て世代包括
支援センター所長、農政課長、企業
立地港湾課長、建設企画課長、ふる

さと振興課長及び教育総務課長 
（委員長及び副委員長） 
第４ 委員長は、連絡調整会議を総括
し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委
員長に事故があるとき又は委員長
が欠けたときは、その職務を代理す
る。 

（会議） 
第５ 連絡調整会議は、必要に応じて
委員長が召集する。 

（庶務） 
第６ 連絡調整会議の庶務は、総合政
策部地域づくり振興課において処
理する。 

（補則） 
第７ この要領に定めるもののほか、
連絡調整会議の運営に関し必要な
事項は、委員長が定める。 

 

附 則 
 この要領は、平成 25 年５月９日か
ら施行する。 
附 則 
 この要領は、平成 29 年１月 27 日か
ら施行する。 
附 則 
 この要領は、平成 30 年 12 月７日か
ら施行する。 
  附 則 
 この要領は、令和２年２月 20 日か

ら施行する。 
  附 則 
 この要領は、令和３年２月３日から
施行する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

久慈市男女共同参画計画連絡

調整会議設置要領 
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久慈市男女共同参画に関する意識調査（一般）の概要 

１ 目的 

 令和５年度で「第２次久慈市男女共同参画計画」が終了することから、久慈市共同参画

計画[第３次久慈市男女共同参画計画]の策定に向けた基礎資料を得るとともに、男女共

同参画計画に対する意識や考え方、現状について幅広い年代においてアンケートにより

調査を実施する。 

２ 名称 

久慈市男女共同参画に関するアンケート 

３ 意識調査の種類、対象 

 20 歳以上の市民 1,000 人 

４ 調査内容 

 （１）回答者属性（性別、年齢層、婚姻、職業、世帯等） 

 （２）男女共同参画に係る言葉等について 

 （３）男女平等に対する意識について 

 （４）防災・避難について 

５ 調査方法 

 20 歳以上の市民から無作為に抽出した男女各 500 人に調査票を郵送し、同封の返信用

封筒で回収する。 

６ 調査期間 

 日程 令和５年２月下旬～令和５年３月 10 日まで 

７ 回収結果 

1,000 人のうち回収者数 348 人（34.8％） 

有効回答者数 341 人、無効回答者数７人 

回答者数 348 人の内訳（世代・年代別構成） 単位：人 

 

８ 集計について 

（１） 回答の比率は、各設問に対する回答者数を基礎として算出しているため、複数回答

設問については、回答の比率が 100％を超える場合がある。 

（２） 集計にあたっては、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、回答の比 

率が 100％にならない場合がある。 

９ 実施主体 

 久慈市総合政策部地域づくり振興課 

 

年齢 全体 男 女 その他

20歳代 33 13 20 0

30歳代 38 15 22 1

40歳代 65 29 36 0

50歳代 82 30 51 1

60歳代以上 123 55 68 0

無回答 7 0 7 0

合計 348 142 204 2
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10 回答者の属性 

（１） 性別構成 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２） 年齢構成 

  

（３）婚姻状況 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 人数 割合

20歳代 33 9.5%

30歳代 38 10.9%

40歳代 65 18.7%

50歳代 82 23.6%

60歳代以上 123 35.3%

無回答 7 2.0%

計 348 100.0%

人数 割合

既婚 229 65.8%

未婚 76 21.8%

離婚・死別 40 11.5%

無回答 3 0.9%

計 348 100.0%

人数 割合

男性 142 40.8%

女性 204 58.6%

その他 2 0.6%

計 348 100.0%

男性

40.8%

女性

58.6%

その他

0.6%

20歳代

9.5%

30歳代

10.9%

40歳代

18.7%50歳代

23.6%

60歳代以上

35.3%

無回答

2.0%

既婚

65.8%

未婚

21.8%

離婚・死

別

11.5%

無回答

0.9%
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（４）職業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）共働き 

 

 

 

 

 

 

人数 割合

正規 151 43.4%

非正規・臨時・パート・アルバイト 84 24.1%

農林業・漁業の経営主 5 1.4%

商工サービス業の経営主 9 2.6%

自由業の経営主 4 1.1%

自営業の家族従事者 6 1.7%

内職 1 0.3%

家事専業（主夫・主婦） 35 10.1%

学生 5 1.4%

無職・その他 47 13.5%

無回答 1 0.3%

計 348 100.0%

自営業

勤め人

その他

職種等

人数 割合

共働き 154 67.2%

共働きでない 75 32.8%

計 229 100.0%

43.4%24.1%

1.4%

2.6%

1.1%

1.7%0.3%

10.1%
1.4%

13.5%

0.3%

0.0% 50.0%

正規

非正規・臨時・パート・アルバイト

農林業・漁業の経営主

商工サービス業の経営主

自由業の経営主

自営業の家族従事者

内職

家事専業（主夫・主婦）

学生

無職・その他

無回答

共働き

67.2%

共働きで

ない

32.8%
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（５）家族構成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）子ども 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合

単身世帯 62 17.8%

夫婦のみ 97 27.9%

2世代世帯 110 31.6%

3世代世帯 29 8.3%

その他 42 12.1%

無回答 8 2.3%

計 348 100.0%

子どもの数 人数 割合

１人 45 12.9%

２人 104 29.9%

３人以上 80 23.0%

子どもはいない 107 30.7%

無回答 12 3.4%

計 348 100.0%

単身世帯

18%

夫婦のみ

28%
2世代世帯

32%

3世代世帯

8%

その他

12%

無回答

2%

１人

12.9%

２人

29.9%
３人以上

23.0%

子どもは

いない

30.7%

無回答

3.4%
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（７）集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

知っている 190 75 113 2 7 15 0 10 16 1 17 22 0 17 31 1 24 27 0 0 2 0

聞いたことがある 77 34 43 0 4 2 0 3 4 0 7 10 0 4 11 0 16 16 0 0 0 0

知らない 81 33 48 0 2 3 0 2 2 0 5 4 0 9 9 0 15 25 0 0 5 0

計 348 142 204 2 13 20 0 15 22 1 29 36 0 30 51 1 55 68 0 0 7 0

40歳代 50歳代 60歳代 無回答問８　LGBT・LGBTQ+

という言葉について
計

全体 20歳代 30歳代

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

知っている 320 127 191 2 11 20 0 14 21 1 28 33 0 29 47 1 45 63 0 0 7 0

聞いたことがある 17 9 8 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 6 3 0 0 0 0

知らない 10 6 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0

無回答 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 348 142 204 2 13 20 0 15 22 1 29 36 0 30 51 1 55 68 0 0 7 0

問９　DVという言

葉について
計

全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 無回答

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

知っている 111 47 62 2 10 11 0 7 8 1 8 14 0 10 13 1 12 16 0 0 0 0

聞いたことがある 97 39 58 0 1 7 0 5 4 0 8 12 0 8 11 0 17 22 0 0 2 0

知らない 139 56 83 0 2 2 0 3 10 0 13 10 0 12 26 0 26 30 0 0 5 0

無回答 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

計 348 142 204 2 13 20 0 15 22 1 29 36 0 30 51 1 55 68 0 0 7 0

問10　ワークライフバラン

スという言葉について
計

全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 無回答

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

警察 271 109 161 1 9 17 0 13 20 0 23 30 0 26 40 1 38 48 0 0 6 0

法務局、地方法務局、

人権擁護委員
61 30 31 0 5 3 0 3 2 0 4 7 0 5 7 0 13 12 0 0 0 0

裁判所 43 22 21 0 3 1 0 2 1 0 3 4 0 4 5 0 10 9 0 0 1 0

市役所、婦人相談員 166 69 96 1 7 8 0 8 13 0 13 23 0 15 20 1 26 29 0 0 3 0

婦人相談所 27 7 19 1 1 1 0 2 3 0 1 4 0 0 5 1 3 6 0 0 0 0

民間の機関 111 38 71 2 4 7 0 6 11 1 7 18 0 6 20 1 15 13 0 0 2 0

配偶者暴力

相談支援センター
22 7 14 1 0 3 0 1 2 0 2 3 0 1 4 1 3 2 0 0 0 0

男女共同参画センター 15 7 8 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0

相談窓口を知らない 45 18 27 0 1 1 0 1 1 0 5 1 0 3 7 0 8 15 0 0 2 0

その他 11 6 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0

無回答 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0

計 777 315 456 6 35 43 0 36 54 1 60 92 0 60 115 5 124 137 0 0 15 0

40歳代 50歳代 60歳代 無回答問11　性別・性指向、暴

力、働く環境について、相

談できる窓口について

計
全体 20歳代 30歳代
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男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

男性のほうが非常

に

優遇されている

50 9 41 1 2 5 0 0 5 0 0 8 0 3 13 0 4 9 0 0 1 0

どちらかいえば男

性のほうが

優遇されている

164 66 97 1 5 6 0 7 6 1 15 21 0 15 24 0 24 38 0 0 2 0

平等 58 33 24 0 2 5 0 5 4 0 6 4 0 9 4 1 11 4 0 0 3 0

どちらかいえば女

性のほうが

優遇されている

14 8 6 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0

女性のほうが非常

に

優遇されている

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

わからない 57 24 33 0 2 4 0 3 4 0 6 2 0 2 7 0 11 15 0 0 1 0

無回答 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

計 348 142 204 2 13 20 0 15 22 1 29 36 0 30 51 1 55 68 0 0 7 0

問13-1　家事や育児介護な

ど生活の中で感じる男女の

地位や役割の平等について

計
全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 無回答

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

男性のほうが非常に

優遇されている
36 9 27 0 0 3 0 0 2 0 1 3 0 4 13 0 4 5 0 0 1 0

どちらかいえば男性の

ほうが

優遇されている

149 55 93 1 3 8 0 5 7 0 7 22 0 15 18 1 25 37 0 0 1 0

平等 67 32 34 1 4 4 0 6 5 1 7 7 0 6 8 0 9 8 0 0 2 0

どちらかいえば女性の

ほうが

優遇されている

28 16 12 0 2 2 0 1 4 0 5 1 0 2 3 0 6 1 0 0 1 0

女性のほうが非常に

優遇されている
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

わからない 65 28 37 0 4 3 0 2 4 0 9 3 0 3 8 0 10 17 0 0 2 0

無回答 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

計 348 142 204 2 13 20 0 15 22 1 29 36 0 30 51 1 55 68 0 0 7 0

40歳代 50歳代 60歳代 無回答問12　職場での働き方・待

遇や賃金・制度の面での男

女の地位の平等について

計
全体 20歳代 30歳代
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性別 

問 13-2 

具体的にどのような場面でそれ(男女の地位や役割の平等)を感じますか。（自由記載） 

20 歳代 

男 平均年収 

男 力仕事は男性がやる風潮がある・女性の権利の主張は強く見られるが逆はない 

男 会社における役員の男性割合。家事育児の役割について。 

男 女性の方が子育てがあるので制限がある 

20 歳代 

女 主に、女性が仕事家事・育児をこなさなくてはならない状態な家庭がほとんどな気がすること。 

女 共働きであっても家事の多くは女性が行うし、今後子どもが産まれても、育児の多くは女性が行うと思うから。 

女 女性のみのお茶受け対応 

女 
女性は、ライフイベントによってキャリアを諦めなければならない場合がある。職場内で、掃除は女性だけお茶入れ

は女性だけがしている。 

30 歳代 

男 
問 13-1 の内容について、挙げられているもの全て平等というのは無理があると思う。自身の生活スタイルと慣習やし

きたり(どこまでを指しているのか?)同じではなく設問を分けた方が良いと思う。 

男 
50 代以上の古い孝え方。(例)女は子供を生まなければならない、男が働いて、子育ては女が行うもの。久慈市の議員

も女性が少ないのも問題。逆に女性だからといってやってもらって当りまえの部分もダメだと思う。 

男 男性を積極的に採用、起用したり、家事や育事に対する昔ながらの考え方に大きな変化を感じない 

男 
介護や職場の庶務では女性の負担が大きいと感じる。一方で女性を優先する流れができつつあるが、その分の負担は

独身男性に集まりがち。 

30 歳代 

女 
仕事をしているときの対応(男性の方がすんなり話がとおる）保育園や病院の連絡はいつも母親にいくこと(休まなけ

ればいけないのは女性) 

女 
子の予防接種への通院、発熱時や病気療養中の看護などは特にも女性の負担が大きい。女性の役割という既念が自然

とあふれている。 

女 共働きでも育児・家事は基本女性。仕事も男性は優先して働くことができる。女性は家のこと…。 

女 

女性は育児、家事、仕事、介護、全てにおいて、頑張っている。無意識にも、頑張らないと！と思ってしまう(特に

自分が。)男性も家事、仕事、育児頑張ってもらっているが、仕事だけでなく、積極的に動いてもらえれば助る。仕

事してきたから、何もしない。ではなく、もう少し意識してほしい。 

女 

そもそも平等を女性がみんな目指していないと思う。平等のために無能な女性が管理職についているのも目にあま

る。平等ではなく、育児や家事、職場において男や女関係なく各々が必要な役わりを果たし、お互いを尊重する姿勢

が必要だと思う。 

女 働きながら育児家事をこなしてこそ一人前という風習。 

女 子供の体調不良は母の方が子が安心するため、休みも取りやすい。 

女 育児、介護、家事や会社のお茶出し、そうじなど、女性が担当する場面が多いと感じる。 

40 歳代 

男 書いたところで、何も変わりません。 

男 社会現上。 

男 
職場では女性に対する気の遣い方が半端ではない。仕事面て給与差別はなく、それでいて、女性の方が勤務時間等優

遇されている感が否めない。 

40 歳代 

女 
夫は家事育児の能力が低いので、結果的にほぼ全て自分でやらざるを得ない状態である。最初の子を産むにあたり正

社員の仕事を辞めなければならなかった。(15 年前) 

女 
育児や家事は女性が中心になっている。残業をしていても必ず家に連絡を入れなければならない。子供に何かあって

も、必ず女親が中心となる 

女 介護などは女性の負担が多いのかなと思う。 

女 年上の方との関わりの中でまだまだ女性がやって当たり前という流れがある。町内会等 

女 家事→共働きなのに家の事は出来る出来きないにかかわらずやるつもりがそもそもないように感じる。 

女 介護、通院の付き添いが娘か嫁が多い 

女 育見や家事、介護など男性生も協力はしているが主な所は、女性の方が多いと思う。 

女 家の事は女性がするのが当たり前という習慣、考え方。 

50 歳代 

男 有時にはどうしても女性の方が仕事等を休み対応することが当たりまえの様に思われている気がする。 

男 
以前、勤めていた職場の状況や何気ない内容の TV 番組を見ていると、男女間の格差（扱い方）などが目につくと感

じる。 

男 給料の違い 

男 差別ではなく、区別をするべき。 

男 
共働きをしているが女性の方が育児や家事の中心になっていてやる事が多い、慣習、しきたりも女性の方が男性の実

家にあわせている。 

男 家事一つとっても分かりますが女性に負担が多くかかっている 
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男 
女性がする事でも男性も可能に考えます。仕事に拘束される時間が影響すると思います。夫婦なら役割分担で乗り切

れる可能性があると考えます。 

男 両親の介護、家族の食事の調理を女性が担っている 

男 社会通念、慣習等で、男性優位と感じる。 

50 歳代 

女 
男性が仕事の休みを取れない場合が多いので(職場に申請するのに言い出しにくい雰囲気)女性が学校にしろ病院や介

護などにしろやるしかない事が多くなる 

女 共働きでありながら同じ世代だと家事や育事は女性がするものという考えがまだ残っていると思います。 

女 
家事は別として育児や習慣・しきたりなどは、協力しているし、介護についてもお互いができる事をする様にしてい

る 

女 
以前よりはだいふ平等になってきていると思うが、まだ、男性の中には、家事、育児は女性かやるものという考えの

方も見受けられる。 

女 育児や家事は私がやるのがあたりまえだと主人は思っている。 

女 上にたつ人は男性が多い。今でも家事は女性がするもの。 

女 仕事は正規だが家庭に戻ると育児、家事、介護、しきたりは女性の負担が大きい。 

女 育児介護は女性の方がいいって皆思っているのかな？ 

女 昔と違い若い男性が家事や育児に接極的と思うし、仕事を優先する女性も見受けられる 

女 家事や育児など女性がほぼ担当しているところ。 

女 

育児、家事、地域活動。そうは言っても日本の長い歴史、教育がそうだったからたが、現代のやり方で変え事はでき

ると思う。少しは学校教育でもとりあげている様だが、せめて育児、掃除、料理くらいは補助的教育を地域で補って

欲しい。（ゲームをクリアする感じの教育とか） 

女 時間、休日では女性の方が少しだけ優遇されていると思う 

女 共働きだがほとんどの家事地域での清掃など一人で負担している時 

女 
介護 80 代の親がいるのですが、同居している兄よりも結婚して別居している娘である私の方が、親の世話をするの

が当たり前のような風潮は今も残っていると感じる。 

女 賃金の違いや役職者の男女比など 

女 男性と女性比率が高い割に女性がフルタイム（正社員）で働く人の割合と収入が少ないと感じるため 

女 家事などは、女がするものと考えているようです。 

60 歳代以上 

男 育児や家事、介護等。 

男 共働き世帯では、どちらか一方に負担がかかる場合があると思うが、調和できれば良いと思う。 

男 地域活動での女性の比率が少ないと思う。 

男 賃金、雇用条件等を見ても男女の違いはない。 

男 職員採用枠 

男 町内集会など 

男 体力的に差が有る 

男 
あまり感じたことがない。もしかして女性の方は不平等と思っていたのかもしれないが。職場でも家庭でも役割もあ

ると思うので(人それぞれ同一ではない)できるようなサポートをしてあげられればいいのではないでしょうか。 

男 管理職登用の際、男性の方が優先されているのではと思う。 

男 休みを取るとき、女性のほうが休みやすいように感じている。 

男 家庭内の仕事 

男 役職任命の時など 

男 すべて平等 

男 育児、家事をやったことが無い。やる気も無い。 

男 育児、家事介護は主に女性が担当しているような気がします 

男 育児、家事 

男 
育児家事介護等、あらゆる面で女性の係りが多いと感じます。特に育休は男性が取得しづらい風習や取得しやすい職

場還境が整っていない様に思います。 

60 歳代以上 

女 
具体的ではないのですが、女性からみれば、男性の方が優遇されているのでは、逆にみれば、(男性は)女性がと思っ

ているのかもしれない。 

女 家事、介護、夫婦で生活しているとやはり男性は仕事、女性は家の中の事をやると言う事が多くなる。 

女 病院のつきそいは女性の方が多いと、思います。 

女 
自身に日常の事としてふりかかっている事に大変だと思っても実際はその時は必死で情報も権利も知らないでいる事

が多いと思います 

女 
コロナ禍でマシになってはいますが葬儀や法事の際、女性の方が台所の作業などで断然キツいです。もうすぐ、コロ

ナ対策が緩和されるので非常に恐怖です。 

女 生活をする中でお互い協力し合って家事でも色々な事も助け合って生活したいです 

女 同等に仕事しているのに、女性は家庭での仕事が多く、その事を当然と思われている。 

女 家事一般は女性という考え方が強いこと 
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女 仕事をしていても家事は女性 

女 家事、地域の活動に参加しない 

女 若い世代との違いがやはり 60 代夫婦世代では家事介護などでそれを感じます。 

女 職場環境や生活上まだまだ浸透していっていない 

女 
上に立つ人の考え方仕第というか年配の方はどうしても男女等という点ではむずかしい方もいるし、個々の環境でし

ょうか? 

女 
仕事場でも同じ内容の意見を出しても男性の方が有利な立場になっている。家庭においては、まだまだ女性の家事、

育児が多く、体力的にも精神的にも負担が多く休めない。それでも仕事と家事を両立させている女性が多い。 

女 賃金や昇進の面で女性が低いと感じる 

女 日常生活全般で。家事、育児、介護は女性が担うべきという社会の風潮は強い。 

女 
例えば出産育児について現在は男性も育児休暇をとれるような気配はあるものの地域的に全然改正されているように

は見えにくいと思う 

女 古いしきたり昔からの慣習で、女がこれはしてならないと言うのが嫁の立場になって聞かされた 

女 
家事は女性というムードが暗黙の状態である。主体は女性で、あくまで男性は手伝い。しかし、雪かき等を考えると

(力仕事)主体は夫(男性）で私は手伝いと思うとお互い様か? 

女 家事は主に女性が担っているから。 

女 生活するにも、女の人に負担がある気がする。女、嫁が介護をするもの…と言う考えが男女共にある。 

女 家事介護など女性が負担しなければならない事が多い様な気がします 

女 地域での活動(婦人部等) 

女 
名簿が男性女性混合じゃない。男性は家事介護育児に主体性もないし、できない。男性自身・男社会は、女に通用し

ないと考えていたり、女性はできないと思っていたりする。 

年齢未回答 女 育児、家事、介護結局女性がやっている。共働きでも、女性の方が家事、育児もあるので大変。 

女 親の介護をしていましたが、仕事をしないと生活が出来ないので見るしかない。夫は会社員とか公務員じゃないので 

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

そう思う 181 84 96 1 4 12 0 8 10 1 18 12 0 20 29 0 34 32 0 0 1 0

どちらかといえば

そう思う
116 40 76 0 7 7 0 5 7 0 6 18 0 6 15 0 16 25 0 0 4 0

どちらかといえば

そう思わない
21 7 13 1 2 1 0 1 4 0 2 2 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0

そう思わない 13 7 6 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0

無回答 17 4 13 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 6 0 1 3 0 0 0 0

計 348 142 204 2 13 20 0 15 22 1 29 36 0 30 51 1 55 68 0 0 7 0

40歳代 50歳代 60歳代 無回答問14　防災体制や災害発生

後の対応にも男女共同参画

の視点が必要かについて

計
全体 20歳代 30歳代

男性 女性 その他男性女性その他 男性 女性 その他 男性 女性 その他 男性女性その他 男性 女性 その他 男性女性 その他

女性も男性も

訓練に参加する
68 29 39 0 5 1 0 3 3 0 2 7 0 7 8 0 12 19 0 0 1 0

女性と男性が受け

る影響や

ニーズの違いにつ

いて理解を深める

130 56 74 0 8 10 0 4 8 0 18 15 0 11 14 0 15 25 0 0 2 0

女性や若年世代の

参画を促進する
43 20 23 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 5 2 0 14 14 0 0 2 0

避難所運営

マニュアルの作成
83 36 46 1 2 5 0 6 3 0 11 11 0 5 16 1 12 10 0 0 1 0

多様性に考慮した

避難所運営
220 85 133 2 8 16 0 11 18 1 17 25 0 19 33 1 30 35 0 0 6 0

学習・啓発の機会

を

増やす

25 10 15 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 3 4 0 5 8 0 0 0 0

無回答 16 7 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 6 0 3 2 0 0 0 0

計 585 243 339 3 24 34 0 24 35 1 52 62 0 52 83 2 91 113 0 0 12 0

問15　性別に配慮した防

災・災害対応を行うために

は特に何が必要かについて

計
全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 無回答
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年代 性別 
問 最後に、男女共同参画社会実現のため市に対してのご意見やご要望などがありましたらご自由にお書きくださ

い。 

20 歳代 
男 紙面回答ではなくオンラインを活用するとより多くの意見を抽出集約できると感じた。 

男 問 15 のことを踏まえて、久慈市でも対応しより良い男女共同参画を進めてほしい 

20 歳代 
女 社会で成果を出している女性や、社会的な地位で苦しんでいる障がい者ももっと優遇されてほしい。 

女 中止になった成人式の代替行事をしてほしい 

30 歳代 

男 結婚も出来ない。給料も少ないために。 

男 

古い考えを持った人達が社長や部長等、議員をやっている。久慈にこれから先の未来なんて期待していません。男

女共同参画について我々市民にアンケートするより 50 代以上の決定権を持っている連中がどう考えて、本当に変

えていきたいかを聞いた方が良いのではないか。口だけで変える気はないでしょうか。役所の皆様がんばって久慈

を変えて下さいませ。 

男 
災害時は協力が必要。男女の違いをふまえた役割分担を柱に、柔軟に対応していける策をとるべき。災害時に、人

命がかっているときに多様性に配慮など、悠長なことは言ってはいられないと思う。 

30 歳代 女 
弱い立場である、子どもや高齢者を守るのは大前提とし、男女平等を主張しすぎずに、周りに思いやりを持って接

することができたら、いい方向にいくのかもしれません。 

30 歳代 その他 
「女性目線」「女性(若い)の意見」など、無理に性別による判断や優遇があることも、男女平等と言えない。しか

し、防犯や防災の関点からすれば、女性に配慮することは不可決。平等と公正を使いわけて欲しい。 

40 歳代 

男 特になし。 

男 

夫婦としての男女と考えれば、男はもっと家事育児に参加する風習があってもよいと思うし、仕事に関していえば

十分女も強いと思う。能力があれば男も女も関係ない時代になっていると思う。結局、こんな議論になるのは、お

互いに不満があるからで、男には男の女には女の良さってものがあるわけだから、その部分をお互いにリスペクト

しあっていけてないのが問題なのだと思います。女性とか関係なく、この人すごいなーとリスペクトできる職場環

境や家庭環境が大事なのであってそれが足りないのは結局のところ道徳的な分野の教育が不十分なのだと思いま

す。 

40 歳代 

女 
地方は都会に比べかなり遅れていると感じる。それは高齢者世代の男女についての考え方がアップデートされてお

らず、押しつけも多いからと感じる。市には高齢者世代に向けた新しい価値感の根気強い教育をお願いしたい。 

女 
とても関係ないですが、河川敷又は学校近辺にトイレを設置して欲しい、子供達が遊びに出かけても、入れるトイ

レがない。ティッシュもないなど、困っている。 

女 なし。 

女 内容がよくわからないアンケートでした。 

女 

自分は東京から戻って来た身なので、他人にどう思われようが気にせず好きなコトをしていますが、周りをみると

世間の目を気にする人が多いと感じます。職場からでも、もう少し柔軟になってもいいのかなと思う。茶髪だろう

が、長髪だろうがネイルだろうが仕事に支障なければ、不衛生でなければ認めるナド。寛容な考え方は都会だけと

は思わずに、久慈にもそう思う人たちがいるコトを知ってもらったほうがいいのでは。 

50 歳代 

男 行政よりも、まず一人一人の意識がかわらないと、進展しないだろうと思う 

男 

現在狭養内で働ける金額が 130 万円となっているが現実の社会では、古い制度であり今の社会にはそぐわない。こ

れが 130 万円から 150 万円になっただけで、市民の生活は劇的に変化する、物価やエネルギーなど全てのものが上

昇しているのに、この 130 万円だけは昔のままで、私達の生活を苦しめている。早期に改善すべきだと考える。そ

してこの「130 万円の壁」を超えることを打ちした市のリーダーはいない。次のリーダーはこの壁を超える者がふ

さわしいと私達は考える。 

男 

同窓会を活用してＰＲしたり、集まる機会を逃がさず、活用していくのが、早いかもしれません。動画には詳しく

ありませんが、スマホ世代は、動画がいいかもしれません。何でもいいから集まる事から、増やしていくしか、考

えつかないです。私は昭和生まれなので、古いかもしれませんが。 

男 

ジェンダー平等を常に考えて行政運営をする。考えないと、何気ないことでも女性に対する差別を発想することが

出てくる。根本的には女性の地位・賃金を男性なみに引き上げないと共同参画社会は実現できないと思う。自治体

が資金向上にどこまで関与できるかわかりませんが女性の経済的自立こそが必要だと考えます。 

50 歳代 

女 
昔からやってきた歳を重ねた人が多い地方はよけいに男女共同参画は、難しいかと思います。行政で発信を重ねて

意識づけて行く事が必要かとも思います。 

女 具体的な活動が、わかりにくい。もっと「こういうものである」という説明を発信していくべきと思う。 

女 
性別にかかわらず、一人一人の特性を生かしながら、すべての人が平等で、安心して生活できる。久慈市になるよ

う望みます。 

女 

集会、発表会合等以前より、活発に行なわれている事は知っているし良くわかる。代表の方、その辺りの周辺での

変化はあるかもしれないが、家の同等の水準では、何の変化も特になく、ガラス越しにがんばっているとながめる

感じでしかない。女性の職の進出はあるにせよ、根底には男女の収入の差が生み出す考え方も 1 つあると思う。女

性は命をかけて次の世代を生み育てているが、結婚し、子を生み、育てようとして働きたいとき、久慈での女性の

年齢のカベに収入の元である仕事に就けない。就いてもパートしかない。という現実がある。独身時は、ボーナス

があり一人でもやっていけたが、子を育てなければならない時の、その収入の差の現実は大きく苦しい。金銭面で

の苦しみはやがて人格や人との交流、家庭の心の状態に響き、家庭の内情はいつまでも表面化しない。 
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女 特記なし。普段の介護、自身の病気、仕事、生活する為に大変。考える事すら出来ません。 

女 男女それぞれありますが 1 人の人間として感じ、考えれば何も不自由はないはずですよね 

女 特になし。 

女 
全国で実施されている事例を参考にして、久慈で取り組めるものを実現して頂きたい。近隣の市町村と連携し実取

り組みを実施出来れば、効果を感じる人も多いと思う。 

60 歳代以上 

男 

封建的な意識が残っていては進歩がないと思うし、男は女に従っていれば良い。が、爪を隠しきれる女性が、必要

なのだ。 

平均所得が上がらなければ、ステップは踏めないのでは? 

男 

問 15 の選択肢４の男女別のニーズの違いについて、このような考えがすでに男女共同参画や、女性の社会進出や

男女等の考え方からはすれているような気かします。ＬＧＢＴＱ等、性的趣向の多様性については、理解する。

(理解したい)気持ちはあります。がしかし、例えば、性的趣向の一つである「小児性愛」等までも理解するわけに

はいきません。「ＬＧＢＴＱ＋」等も何でもかんでも「マイノリティ」とか「少数者」の権利を唱える方々がいま

すが、認めていいもの認めることができないものを皆様方はどう考えているのでしょう。 

男 最近女子職員の管理職が配置されてきているので計画的に進めることを期待します。 

男 体力や心くばりの配置に男女の良い所を出す。 

男 少子化対策を軸とした男女共同参画社会の骨組み作成が必要と思います。 

男 

防災に関して、ます避難すること。その後で、（生き残った人で）避難所での自治を立ち上げる必要がある。全員

がそういう訓練、知識を持つことが必要。数年前に、災害後の避難所運営の講演を聞いた際、そのような話があっ

たと思う。 

男 

特に民間企業では、まだまだ今までの慣例で、その枠から抜け出せていないのが現状と思っています。世の中の動

きが改善に向け、加速していますので今後波及して行くと思います。市内でも安心して申請出来る企業体制を望み

ますし、努力してもらいたいと思います。その後押しを行政がしっかり取組みして頂く事を望みます。 

男 

経済的権利の男女平等で日本は 104 位と低迷。女性の権利や地位の向上は少子化、移住対策へも通じると思う。現

状から少しずつ前進では遅すぎる。クオータ制導入等により、望ましい姿に取りあえず飛躍して、そこから検証・

見直しを行っては? 

60 歳代以上 

女 
はっきり言ってこのアンケートにうまく答えがでませんでした。無知なのかなあ～?何んの参考にもならず。こめ

んなさい! 

女 

共働きだとしても家事、子育ては女性の方が多くやる事になると思う。まずは実現のためには学習も理解も必要だ

と思うから職場で学校で説明会とかがやってもらえると聞く時間、考える時間などが持てると思う。それを自宅で

話し合える 

女 

今まで、仕事が大変で、男女共同参画の活動に心を動かす時間も、体力もなかったので、今後は少しずつ、目を向

けて、みたいと思います。仕事をしている人ははたして、目を向けている時間があるとは思えませんが、そう思う

のは私だけなのかな? 

女 
若い人達は男女共同参画社会になじんでいくと思うが、高齢者はむずかしい。市が学生（高校生）に指導してほし

い。 

女 問 13-2 で書かせていただいた内容を改善すべく普及啓発をしてほしいです。 

女 社会参加していないので特にありません。 

女 
この通知のおかげで男女共同参画について少し、調べました。(具体的にわからなかったので)とでもいい事だと思

います。 

女 アンケートの意味、内容がよくわかりません。 

女 
私なんが何の役にも立にない状況であります。なのでこの様なアンケートが届くたびにどうして我が家にと思う

(毎年何らかの形で届くので何の役にも立にないのに・・・・と痛感する 

女 男女共同参画、良くわからない。 

年代不明 女 
共同参画と言う意味がよくわからないので申し訳ない思いです。問 15 のように(5)、普通の事と思っていますがこ

んな事は普通であるような市であってほしいです。 
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≪共同参画社会に係る言葉の解説≫ ※順不同 

【男女共同参画（だんじょきょうどうさんかく）】 

男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にとらわれることなく、その個性と能力を発揮できることを意味しま

す。 

※【参画】：計画に加わることを意味し、企画から意思決定の段階において主体的に関与するということ。 

【クオータ制（くおーたせい）】（割当制） 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の手法の一つであり、人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度です。 

※積極的改善措置（ポジティブ・アクション）： 

男女が社会の様々な分野において、活動に参画する機会の男女間格差を改善するという必要な範囲で、男女いずれか一方に対して、活動に参画

する機会を積極的に提供することです。 

【ＬＧＢＴＱＩＡ＋（えるじーびーてぃーきゅーあいえーぷらす）】 

［Lesbian Gay Bisexual Transgender Questioning（Queer) Intersex Asexual ＋] 

性的指向や性自認に係る単語の頭文字をとったもので性的少数者の総称を指し、「性的マイノリティ」と同義で用いられることがあります。 

「マイノリティ」はもともと「少数派」を意味しますが、人権分野では、偏見や差別などにより社会的に不利な立場に置かれがちであることを

意味し、必ずしも数の上での少数派をさすものではありません。 

※【ジェンダー】： 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。社会通念や慣習による「男性像」や「女性像」の分け方を「ジェンダー」といいます。 

「Ｌ」・Lesbian レズビアン： 

同性にひかれる女性のこと。 

「Ｇ」・Gay ゲイ： 

同性にひかれる男性のこと。 

「Ｂ」・Bisexual バイセクシュアル： 

ひかれる相手の性別を問わない人のこと。 

※英語圏では男女関係なく同性愛の人をさす場合があります。 

「Ｔ」・Transgender トランスジェンダー： 

性別に関する自己認識が、出生時に割り当てられた別とは異なる人のこと。 

「Ｑ」・Questioning クエスチョニング： 

自らの性のあり方を探索中の人、決めていない人のこと。 

・Queer クィア：「典型」とは異なる性のあり方の人のこと。 

※もとは侮蔑的なことば。既成概念への問題提起や抵抗の意味を含む場合があります。 

「Ｉ」・Intersex インターセックス： 

身体的性において男性と女性の両方の性別を有している人のこと。 ※「＋」に含まれる場合もあります。 

「Ａ」・Asexual アセクシュアル： 

エイセクシュアルとも呼ばれ、どの性にも恋愛感情を抱かない人のこと。 ※「＋」に含まれる場合もあります。 

「＋」・プラス： 

性染色体・内性器・外性器等の解剖学上の性的特徴が「典型」の女性・男性とは異なる人など、「典型」とは異なる性のあり方で LGBTQIA 以

外の人を包摂する意味があります。 

【性的マイノリティ（せいてきまいのりてぃ）】⇔マジョリティ（多数者・多数派） 

同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、または性同一性障害などの人々のことをいいます。 

「セクシュアルマイノリティ」や「性的少数者」ともいいます。 

【ａｌｌｙ(あらい)】 

・そもそもの意味は「同盟国」「味方」など。 

・ＬＧＢＴＱＩＡ＋の文脈では、 ＬＧＢＴＱＩＡ＋の人たちの福祉について、真の、強い懸念を持つ人のこと。 

・ＬＧＢＴＱＩＡ＋の人たちを支持・受容し、平等な権利や公正な扱いを擁護する人のこと。 

・ＬＧＢＴＱＩＡ＋の人たちが直面しがちな困難を変えようとし、そのような困難を、社会が抱える問題としてとらえる人のことを指します。 
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【ＳＤＧｓ（えす・でぃー・じーず）】 

持続可能な開発目標 

（Sustainable Development Goals さすてなぶる・でゔぇろっぷめんと・ごーるず） 

簡単に言うと、「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで 2030 年までに解決していこう」という計

画・目標のことです。 

※「持続可能な」という部分は、「人間の活動が自然環境に悪影響を与えず、その活動を維持できること」を意味しています。 

〇目標 

「１.貧困をなくそう」 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

「２.飢餓をゼロに」 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

「３.すべての人に健康と福祉を」 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 

「４.質の高い教育をみんなに」 

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

「５.ジェンダー平等を実現しよう」 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

「６.安全な水とトイレを世界中に」 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

「７.エネルギーをみんなにそしてクリーンに」 

すべての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

「８.働きがいも経済成長も」 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する 

「９.産業の技術革新の基盤をつくろう」 

強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進および技術革新の推進を図る 

「10.人や国の不平等をなくそう」 

各国内および各国間の不平等を是正する 

「11.住み続けられるまちづくりを」 

包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市および人間居住を実現する 

「12.つくる責任つかう責任」 

持続可能な生産消費形態を確保する 

「13.気候変動に具体的な対策を」 

気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

「14.海の豊かさを守ろう」 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

「15.陸の豊かさも守ろう」 

持続可能な陸域生態系を保護し、砂漠化・土地劣化及び生物多様性の損失を阻止する 

「16.平和と公正をすべての人に」 

平和で包摂的な社会を促進し、効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

「17.パートナーシップで目標を達成しよう」 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 

※ここでいう「パートナーシップ」は、「世界のすべての人々が国境や人種を超えて協力し合うこと」を意味しています。 

詳細としては、17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 

 

・2030 アジェンダ：2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択さ

れたものです。 

正式名称「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された，2030 年までに持続可能で、よりよい世界を目指す国際目標です。 
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【Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0（そさえてぃごーてんぜろ）】 

日本が将来めざすべきとされる社会モデルです。（現実世界と仮想世界を高度に組み合わせた、理想的な世界のイメージ） 

これまでの社会をＳｏｃｉｅｔｙ1.0～4.0 と定義し、Ｓｏｃｉｅｔｙ4.0 に続く新しい社会としました。 

・狩猟社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ1.0） 

・農耕社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ2.0） 

・工業社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ3.0） 

・情報化社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ4.0）←現代社会 

・未来の社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0） 

ＡＩが情報の分析を主体的に行って、各分野のシステムが連携し、すべての人とあらゆるものがネットワークにつながった社会のことです。 

人間が幸せに暮らすために、ＡＩやロボットの力を借りて、便利でかつ社会の課題を解決することのできる状態です。 

例：介護用ロボットや配膳ロボットがＡＩを搭載して自分で考えて人々を助けたり、スマートウォッチで患者さんの健康状態を随時把握したり

することが出来ます。 

※ＡＩ（えーあい）：Artificial Intelligence（あーてぃふぃしゃる・いんてりじぇんす）を略した言葉で、人工知能を意味し、人間の言葉の

理解や認識、推論などの知的行動をコンピュータに行わせる技術を指します。 

【ＤＶ（でぃーぶい）】 

 Domestic Violence ドメスティック・バイオレンスとは、「家庭内での暴力や攻撃的行動」という意味の表現です。 

ＤＶは犯罪であり、人権侵害にあたります。 

日本では、「配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使われることが多いです。⇒「デートＤＶ」 

1.身体的な暴力：殴る・蹴る等 

2.心理的な暴力：罵る・無視する・脅す等 

3.経済的な暴力：生活費を渡さない・借金を強要する等 

4.性的な暴力：性行為の強要・性的な画像を見せる等 

5.社会的な暴力：外出をさせない・交友関係を制限する等 

6.子どもを巻き込んだ暴力：子どもの前で暴力を振るう・悪口を吹き込む等 

【パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度（ぱーとなーしっぷ・ふぁみりーしっぷせんせいせいど）】 

・パートナーシップ：性的マイノリティ（同性のカップル等）に対して、配偶関係にあると自治体が証するもの。 

・ファミリーシップ：性的マイノリティと家族として暮らしている子ども又は親がいる場合、その子ども等を含んで家族の関係性として証する 

もの。 

【メリット】 

・２人（子ども又は親を含む）の関係性を自治体に承認してもらうことで、精神的関係性をより強くすることができます 

・公営住宅への入居が「家族」として認められます。（自治体による） 

・家族手当など、配偶者がいることで受けられる福利厚生。（民間事業所による） 

・保険金の受取人になれます。（民間事業所による） 

・クレジットカードの家族カードの作成。（民間事業所による） 

・病院での面会が許されます。（病院による） 

・上記のほか、民間事業所により家族と認めた際に受けられるサービスが適用される場合があります。 

 

【デメリット】 

・婚姻と同じ権利を得られるわけではなく、どちらも法的な効力はありません。 

（⇔同性婚：法的に認められた同性カップル） 

このため、配偶者控除をうけること、残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子どもの親権者になることは出来ません。 

・パートナー（ファミリー）シップを導入している自治体から引っ越した際に、続けて認められるためには、再度導入している自治体を選ぶ必

要があります。 

【ワークライフバランス（わーくらいふばらんす）】 

 ワークライフバランスとは、「仕事と生活を調和させること」をいいます。 

性別や年齢を問わず、仕事と生活を両立させ、相乗効果を生み出すという意味が込められています。 
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【様々なハラスメント（さまざまなはらすめんと）】 

・ハラスメント：相手に不快感を与える嫌がらせやいじめ全般を指す言葉です。個人の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為です。 

ｅｘ．集団で無視したりするなどといった行為。 

ハラスメントの認定に加害者の意図は基本的に不要です。加害者に嫌がらせの意図がなくても、受け手が不快に感じれば「ハラスメント」は成

立します。 

 

〇パワーハラスメント（ぱわーはらすめんと） 

 上司や先輩といった職場での優位性を背景に、身体的・精神的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させてりする行為です。 

ｅｘ． 

・身体的な攻撃（暴言や傷害）：叩く、殴る・蹴る 

・精神的な攻撃：脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言 

・人間関係からの切り離し：仲間外れや無視、隔離 

・過大な要求：遂行不可能な業務の強制や妨害など 

・過小な要求：能力や経験とかけ離れたレベルの低い業務命令や仕事を与えない行為 

・個の侵害：プライベートへの過度な立ち入り 

 

労働施策総合推進法第 30 条の２ パワハラの判断基準 

1.優越的な関係を背景とした言動がある（抵抗や拒絶が難しい関係を指す） 

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

3.労働者の就業環境が害されるもの 

 

〇セクシャルハラスメント（せくしゃるはらすめんと） 

 相手に不快感や不利益、傷などを与えたり、就業環境を害したりする行為です。 

ｅｘ．相手に性的な関係を要求する、しつこく食事やデートに誘う、性的な噂を流すなど 

異性に対してだけでなく、同性に対する性的な言動もセクハラになるため、注意が必要です。 

 

セクハラの判断基準：平均的な労働者の感じ方がセクハラ該当性の基準となります。 

 

男女雇用機会均等法第 11 条第１項には次のように定義されています。 

 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は

当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

 

〇マタニティハラスメント 

 妊娠・出産・育児をきっかけに、女性労働者が嫌がらせを受けることを指します。 

ｅｘ．妊娠や産休取得を申し出た女性労働者に対して、一方的に解雇を通告したり、妊娠を迷惑がる言動を繰り返したりといった行為。 

 

・制度等利用への嫌がらせ型：出産、育児に関する利用に際し、当事者の制度利用を阻害すること。 

・状態への嫌がらせ型：妊娠、出産したことで就業環境が悪化したり、周囲から嫌がらせを受けたりすること。 

 

男女雇用機会均等法第９条第３項 

 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若し

くは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者

に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

育児・介護休業法第 10 条 

 事業主は、労働者が育児休業申出等（育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。）をし、若しくは育児休業をしたこと又は第 



 

 

109 

 

九条の五第二項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由とし

て、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

【ダイバーシティ（だいばーしてぃ）】 

性別、年齢、国籍、ライフスタイル、障がいや価値観・発想等にとらわれずに、多様な人材を生かし、それぞれが最大限の能力を発揮できる

ようにしようという考え方です。 

【ＶＲ・ＡＲ Virtual Reality・Augmented Reality（ぶいあーる・えーあーる）】 

ＶＲはバーチャルリアリティーの略であり。仮想現実を意味しており、表面的には現実ではありませんが、ＶＲを通して、限りなく実体験に

近い体験が得られます。 

 ＡＲはアグメンティッド・リアリティの略で、拡張現実を意味します。画像や空間、位置で現実世界の情報を認識し、バーチャルの情報を現

実世界に重ね合わせることで、現実を拡張する技術です。 

【ＤＸ[デジタルトランスフォーメーション]（でじたるとらんすふぉーめーしょん）】 

デジタル化により、社会や生活の形・スタイルが変わること。 

また、ビジネスおいては、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応するために、デジタル技術を応用し、業務、組織、プロセス、企業文化・

風土を変革し、新たなデジタル時代にも十分に勝ち残れるよう自社の競争力を高めること」を意味します。 

【いわて子育てにやさしい企業等認証（いわてこそだてにやさしいきぎょうとうにんしょう）】 

岩手県では、仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等を認証し、顕著な成果があった企業を表彰

しています。 

〇対象 

県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が 100 人以下の中小企業等です。 

〇認証基準 

1. 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局に届け出ていること。 

2. 子育て支援を推進する取組を行っていること。 

3. 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び 2 で盛り込んだ項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。 

4. 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置していること。 

【いわて働き方改革推進運動（いわてはたらきかたかいかくすいしんうんどう）】 

県内の企業等の魅力ある職場づくりに向けて働き方改革を進める運動です。 

〇参加宣言の内容 

□長時間労働削減（有給休暇取得促進含む） 

□労働生産性向上と処遇改善 

□職場環境改善 

□女性活躍推進 

□両立支援 

□多様な働き方 

□人材確保・定着 

□社員の働きがい、モチベーション向上 

□健康経営 

□その他 

【ユースエール認定企業（ゆーすえーるにんていきぎょう）】 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度のこと。 

【いわてイクボス企業宣言（いわていくぼすきぎょうせんげん）】 

岩手県では、働きやすい職場環境づくりを推進するために、企業・団体からのイクボス宣言を募集しています。 

※イクボス：職場で働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両立）を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織

の実績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管理職）のことを指します。 
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【いわて女性活躍企業等認定制度（いわてじょせいかつやくきぎょうとうにんていせいど）】 

 岩手県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業や団体等を「いわて女性活躍認定企業等」として認定しています。 

〇認定基準 

[ステップ１] 

(1)企業等の経営トップ（代表者）が女性の活躍推進に向けた取組方針を従業員に対して宣言していること。 

(2)次の項目のいずれかに取り組んでいること。 

①県が主催する女性活躍関連セミナーに参加している。 

②女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につながる研修を実施している。（社外研修含む） 

[ステップ２] 

(1)企業等の経営トップ（代表者）が女性の活躍推進に向けた取組方針を従業員に対して宣言していること。 

(2)次の項目のいずれかに取り組んでいること。 

①今までに女性が少なかった職務への女性の配置を増員している。 

②女性管理職の人数を増員している。 

③女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につながる研修を実施している。（社外研修含む） 

(3)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局に届出している。 

【くるみん認定（くるみんにんてい）】 

次世代育成支援対策推進法に基づき、「女性の仕事と育児の両立をサポートすること」の行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達

成するなどの一定基準を満たした企業に対し、厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認める制度です。 

マーク上部の年は最新の認定年、左右の星の数は認定を受けた回数が表記されます。 

くるみん：赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と「会社ぐるみ」で仕事と子育ての両立支援に取り組もうという意味が込められています。 

くるみん認定には、プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークもあります。 

 

〇認定要件 

（1）次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策定すること 

一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様

な労働条件の整備などに取り組むに当たって、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。 

計画は、企業の実情や従業員のニーズに即したもの、かつ（2）以降の認定基準を踏まえて策定します。 

なお、行動計画そのものは、従業員 101 人以上の企業には策定・届出、公表・周知が義務づけられています。 

（2）（1）の計画期間が２年以上５年以下であること 

（3）（1）の計画を実施し、目標を達成したこと 

（4）（1）の計画の外部への公表・従業員への周知を適切に行っていること 

（5）計画期間において、男性従業員が育児休業等を一定割合以上取得していること、またそれを厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろ 

ば」で公表していること 

①育児休業等を取得した者の割合が 10％以上 

②育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて 20％以上、かつ、育児休業等を 

取得した者が１名以上いること 

のいずれかを満たすことが必要です。 

※以上は 2022 年 4 月からの要件ですが、2022 年４月１日から 2024 年３月 31 日の間の認定申請は、①は 7％、②は 15％でも基準を満たしま 

す。 

※従業員数が 300 人以下の場合、特例があります。 

（6）計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が 75％以上であり、またそれを厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公 

表していること 

ただし（5）と同様、従業員数が 300 人以下の場合、特例があります。 

（7）3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮 

措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること 

（8）計画期間の終了日の属する事業年度において次の①、②のいずれも満たしていること。 

①フルタイムの従業員等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 45 時間未満であること 
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②月平均の法定時間外労働 60 時間以上の従業員がいないこと 

（9）次の①～③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること 

①所定外労働の削減のための措置  

②年次有給休暇の取得の促進のための措置  

③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

（10）法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと 

【えるぼし認定（えるぼしにんてい）】 

 女性活躍推進法に基づき、女性活躍推進の取組状況が優良な企業として認められた場合に、厚生労働省から認定される制度です。 

えるぼし：さまざまな企業や社会で活躍し、「星」のように輝く女性への「エール」と、そんな輝く女性が増えていくようにとの願いが込められ

ています。 

また、マークの中にデザインされた「Ｌ」の文字には、Lady（女性）、Labour（働く）、Lead（手本）などの意味があり、女性が活躍できる社会の

実現を目指しています。 

なお、マーク上部の星の数はえるぼし認定の認定段階を示しており、三つが最高グレードです。また、さらに上位認定であるプラチナえるぼし

認定のマークは、より印象的なデザインになっています。 

 

〇えるぼし認定の基準（①～⑤） 

※平均値は雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値。詳細は厚生労働省ホームページを参照のこと。 

①採用 

  ・男女別の採用における競争倍率が同程度であること。 

  ・直近の事業年度で、正社員に占める女性社員の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合は４割）以上であること。 

  ・直近の事業年度で、正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上（平均値が４割を超える場合は４ 

割）であること。 

②継続就業 

  ・直近の事業年度で、「女性の平均勤続年数」÷「男性の平均勤続年数」が雇用管理区分ごとでそれぞれ７割以上であること。 

  ・直近の事業年度で、「女性の継続雇用割合」÷「男性の継続雇用割合」が管理区分ごとでそれぞれ８割以上であること。 

  ・直近の事業年度で、正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。 

 ※上記２つのどちらかに該当すること 

  ・上記２つを算出することができない場合、直近の事業年度において、正社員の女性の平均勤続年数が産業ごとの平均値以上であること。 

③労働時間などの働き方 

  ・雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未 

満であること。 

④管理職比率 

  ・直近の事業年度において、管理職に占める女性の割合が産業ごとの平均値以上であること。 

  ・「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長職に昇給した女性労働者の割合」÷「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から 

課長職に昇給した男性労働者の割合」が８割以上であること。 

 ※上記２つのどちらかに該当すること 

⑤多様なキャリアコース 

  直近の３事業年度のうち、以下（ア）～（エ）について、 

  ・常時雇用する労働者数が 301 人以上の事業主は２項目以上 

  ・常時雇用する労働者数が 300 人以上の事業主は１項目以上 

  の実績を有すること。 

 （ア）女性の非正社員から正社員への転換 

 （イ）女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

 （ウ）過去に在籍した女性の正社員としての雇用 

 （エ）おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用 
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